
各国税局長

沖縄国税事務所長
殿

徴徴 2 - 4 9 

令和 3年 7月 1日

国税庁長官

（官印省略）

「徴収事務提要の制定について」の一部改正について（事務運営指針）

標題のことについては、平成 25年 4月 1日付徴徴 2-13ほか 16課共同「徴収事

務提要の制定について」（事務運営指針）の一部を下記のとおり改正したから、これ

により、適切に処理されたい。

（趣旨）

不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置の創設に伴う改正のほか、国

際徴収の機能強化に伴う改正などを踏まえた所要の改正を行うものである。

記

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。



別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 l'J‘’ IJ 

別冊 1 「徴収事務提要（事務手続編）」 別冊 1 「徴収事務提要（事務手続編）」

凡例 凡例

（省略） （同左）

1 法令等に関するもの 1 法令等に関するもの

略称・略語 土忌、 義 略称・略語 土尼、 義

け 囲 刑法（明治 40年法律第 45号） け （新設） （新設）

（省略） （省略） （同左） （同左）

ほ 暴対法 暴力団員による不当な行為の防止等に関す ほ （新設） （新設）

る法律（平成 3年法律第 77号）

（省略） （省略） （同左） （同左）

2 通達等 2 通達等

略称・略語 意 義 略称・略語 意 義

き 業務センタ一事務提要 令和 3年 6月 16日付官企 2-35ほか 15課 け （新設） （新設）

共同「『業務センター事務提要』の制定につい

て」（事務運営指針）

（省略） （省略） （同左） （同左）
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 l'J‘’ IJ 

3 組織、機構等に関するもの 3 組織、機構等に関するもの

略称・略語 意 義 略称・略語 意 義

か 管理運営部門 署において管理運営事務を担当する部門（管 か 管理運営部門 署において管理運営事務を担当する部門（管

理運営・徴収部門を含む。管理運営部門が設 理運営・徴収部門を含む。管理運営部門が設

置されていない税務署にあっては、総務課）如 置されていない税務署にあっては、総務課）

センター化実施署においては業務センター

室（分室含む。）

（省略） （省略） （同左） （同左）

き （省略） （省略） き （同左） （同左）

業務センター 国税局総務部企画課及び沖縄国税事務所総 （新設） （新設）

務課の業務センター室（分室含む。）、業務セ

ンタ一事務提要に定めるセンターに同じ

（省略） （省略） （同左） （同左）

5 その他 5 その他

略称・略語 意 義 略称・略語 意 義

き （省略） （省略） き （同左） （同左）

業務センター事務 業務センター室（分室含む。）で行う事務 （新設） （新設）

（省略） （省略） （同左） （同左）

っ— （省略） （省略） -（同左） （同左）ヽ ヽ

公売不動産 公売する不動産 （新設） （新設）

（省略） （省略） （同左） （同左）
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 l'J‘’ IJ 

略称・略語 意 義 略称・略語 意 義

し （省略） （省略） し （同左） （同左）

署名等 署名又は記名（姓のみの記載又は相手方から （新設） （新設）

の求めに応じて押印に代えることも可）

（省略） （省略） （同左） （同左）

せ センター化 複数税務署の内部事務を署から機能的に分 せ （新設） （新設）

離した業務センター室（分室含む。）で集約処

理することで、内部事務の効率化・高度化を

目指すもの

に （省略） （省略） に （同左） （同左）

入札者等 入札者又は買受申込者 （新設） （新設）

（省略） （省略） （同左） （同左）

ほ （省略） （省略） ほ （同左） （同左）

暴力団員等 暴対法第2条第6号《定義》に規定する暴力 （新設） （新設）

団員又は暴力団員でなくなった日から 5年

経過しない者
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別紙

新旧対照表

（省略）

第4 滞納者等の定義

1 （省略）

2 滞納者

改正 後

第 1編総則

第2章通則

第2節滞納等の定義

滞納者とは、納税者でその納付すべき国税をその納付の期限（通則法第 47条

第 1項に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期

限を除く。）までに納付しない者をいう（徴収法第 2条第 9号）。

3・4 （省略）

（省略）

第3章徴収事務運営体制

第3節署における広域運営

第 10 署特官による広域運営

署特官の下には、上席国税徴収官又は国税徴収官を配置することができる。

ただし、局長が必要と認める場合には、署特官の下に上席国税徴収官、国税徴収

官又は事務官 2人以上を配置することができる

1 広域特官

（省略）

(1) • (2) （省略）

(3) 運営体制等

イ運営体制

（同左）

第4 滞納者等の定義

1 （同左）

2 滞納者

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

第 1編総則

第2章通則

第2節滞納等の定義

滞納者とは、納税者でその納付すべき国税をその納付の期限（通則法第 46条

第 1項（納税の猶予）に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に閲す

る猶予に係る期限を除く。）までに納付しない者をいう（徴収法第 2条第9号）。

3・4 （同左）

（同左）

第3章徴収事務運営体制

第3節署における広域運営

第 10 署特官による広域運営

（新設）

1 広域特官

（同左）

(1) • (2) （同左）

(3) 運営体制等

イ 運営体制
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別紙

新旧対照表

改正 後

広域中心署の広域特官及びその下に置かれる職員は、広域対象署に併任す

る。

ロ・ハ （省略）

2 （省略）

3 審理特官

（省略）

(1) • (2) （省略）

(3) 運営体制等

イ運営体制

広域中心署の審理特官及びその下に置かれる職員は、広域対象署に併任す

る。

ロ・ハ （省略）

第 5節 高度な審理等を要する事案に関する局間支援

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

広域特官の下には、上席国税徴収官又は国税徴収官を配置することができ

る
゜
広域中心署の広域特官及びその下に置かれる職員は、広域対象署に併任す

る。

ロ・ハ （同左）

2 （同左）

3 審理特官

（同左）

(1) • (2) （同左）

(3) 運営体制等

イ 運営体制

局長は、必要と認める場合には、審理特官の下に上席国税徴収官又は国税徴

収官を配置することができる。

広域中心署の審理特官及びその下に置かれる職員は、広域対象署に併任す

る。

ロ・ハ （同左）

第 5節 高度な審理等を要する事案に関する局間支援

高度な審理を要する事案や先例がないなどにより処理に困難を伴う事案について、 高度な審理を要する事案や先例がないなどにより処理に困難を伴う事案について、均

均質かつ適正な処理が図られるよう、次により相談・審理等の局間支援を実施する。こ 質かつ適正な処理が図られるよう、次により相談・審理等の局間支援を実施する。この

の場合において、中心局は対象局からの要請に基づき、相談・審理等の局問支援を実施 場合において、中心局は対象局からの要請に基づき、相談・審理等の局間支援を実施す

するものとする。 るものとする。

1 対象事案 1 対象事案

イ （省略） イ （同左）
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別紙

新旧対照表

改正 後

ロ 国際徴収等を要する海外関連事案（第 3編第 12章《国際徴収》参照）

ハ～へ （省略）

2 （省略）

第4章事務の分担

第2節署の事務分担

第 14 署の事務分担

1 （省略）

2 署特官の事務分担

署特官及びその下に配置された墜旦は、局において定める基準に該当する大口

滞納又は処理困難事案のうち、事務量等を勘案して署長が指定した滞納事案の滞

納整理事務、高度な法的判断が必要な審理など、本編第3章第2節第7《徴収担当

部署の役割》に掲げるそれぞれの事務を担当する。

なお、署の実情に応じて、署特官の下に配置された墨旦を審理担当に指定して差

し支えない。

3 徴収部門の事務分担

（省略）

(1)~(4) （省略）

(5) 審理担当

審理担当は、滞納処分等に関する審理事務を担当する（第4編第 1章2《審理

担当の担当事務》参照）。

審理事務を担当する竪旦の指定は次による。

イ・ロ （省略）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

ロ 徴収共助の要請・被要請事案等の海外関連事案

ハ～へ （同左）

2 （同左）

第4章事務の分担

第2節署の事務分担

第 14 署の事務分担

1 （同左）

2 署特官の事務分担

署特官及びその下に配置された国税徴収官（連絡調整官、総括上席徴収官及び上

席徴収官を含む。本項（第 14の各項）において同じ。）は、局において定める基準

に該当する大口滞納又は処理困難事案のうち、事務量等を勘案して署長が指定し

た滞納事案の滞納整理事務、高度な法的判断が必要な審理など、本編第3章第2節

第7 《徴収担当部署の役割》に掲げるそれぞれの事務を担当する。

なお、署の実情に応じて、署特官の下に配置された国税徴収官を審理担当に指定

して差し支えない。

3 徴収部門の事務分担

（同左）

(1)~(4) （同左）

(5) 審理担当

審理担当は、滞納処分等に関する審理事務を担当する（第4編第 1章2《審理

担当の担当事務》参照）。

審理事務を担当する国税徴収官の指定は次による。

イ・ロ （同左）
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別紙

新旧対照表

(6) 不服審査担当

不服審査担当は、署において所掌する滞納事案に係る国税に関する処分につ

いての再調査の請求があった場合における不服申立事務提要に定める事務を担

当する。

(7) （省略）

凶国際担当

国際担当は、署において所掌する滞納事案に係る国際徴収等に関する事務を

担当する（第3編第 12章《国際徴収》参照）。

なお、国際担当は、署の海外関連事案の状況等に応じて設置することとして

差し支えない（第3編第 12章3 《海外関連事案の管理等》参照）

第 15 局特整の事務分担

（省略）

1 （省略）

2 特整部門の事務分担

（省略）

(1)~(4) （省略）

固国際徴収担当

第3節局特整の事務分担

国際徴収担当は、徴収の引受け等に係る滞納事案の国際徴収に関する事務等

を行う（第 3編第 12章《国際徴収》参照）。

第2編 総 括事務

第4章進行管理

第3節事案管理

改正部分はアンダーラインの箇所である。

(6) 異議事務担当

異議事務担当は、署において所掌する滞納事案に係る国税に関する処分につ

いての異議申立てがあった場合における不服申立事務提要に定める事務を担当

する。

(7) （同左）

（新設）

第 15 局特整の事務分担

（同左）

1 （同左）

2 特整部門の事務分担

（同左）

(1)~(4) （同左）

（新設）

第3節局特整の事務分担

第2編総括事務

第4章進行管理

第3節事案管理
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別紙

新旧対照表

（省略）

第 34 局長に対する徴収の引継ぎ

（省略）

1 （省略）

2 処理方針区分

改正 後

滞納事案の今後の処理方針を表す区分として、下表に掲げる「処理方針区分」の

いずれかを設定する。

なお、一の滞納事案について 2以上の処理方針区分に該当する場合は、早期に処

理すべきと認める処理方針区分を選択する。例えば、差押処分を予定している事案

で、差押処分の後に公売が見込まれるような事案は、処理方針区分に差押えを設定

する。

（注） 所在調査の後に滞納処分の停止処理が見込まれるような滞納事案につい

ては、整理区分を所在調査とし、処理方針区分は停止として設定する。

（省略）

3 （省略）

第 39 滞納処分票の管理

1~3 （省略）

第 3編 徴 収事務

第 1章滞納整理関係内部事務

第 2節滞納処分票の管理

4 滞納処分票の収蔵・保管

（省略）

(1)~(5) （省略）

（同左）

第 34 局長に対する徴収の引継ぎ

（同左）

1 （同左）

2 処理方針区分

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

滞納事案の今後の処理方針を表す区分として、下表に掲げる「処理方針区分」の

いずれかを設定する。

なお、一の滞納事案について 2以上の処理方針区分に該当する場合は、早期に処

理すべきと認める処理方針区分を選択する。例えば、所在調査の後に滞納処分の停

止処理が見込まれるような滞納事案については、所在調査を処理方針区分として

設定する。

（同左）

3 （同左）

第 39 滞納処分票の管理

1~3 （同左）

第 3編徴収事務

第 1章滞納整理関係内部事務

第 2節滞納処分票の管理

4 滞納処分票の収蔵・保管

（同左）

(1)~(5) （同左）

-8 -



別紙

新旧対照表

改正 後

(6) 滞納処分票の保存期間

（省略）

（省略）

（注） 1 （省略）

2 上記イについて、延滞税免除決議を行った事案の滞納処分票は、文

書管理規則に甚づき定める標準文書保存期間基準により、 5年（暦

年）保存する必要があることに留意する（本編第 7章第 3節《延滞税

の免除》参照。）。

（省略）

第3節 徴収の所轄庁の変更処理等

第41 局長に対する徴収の引継ぎ

（省略）

1 徴収の引継基準

（省略）

(1) （省略）

(2) 次のいずれかに該当するなど、特に悪質・処理困難なものとして局長が徴収の

引受けをすることを相当と認めたもの

イ～ハ （省略）

— 徴収法第 187条、第 188条及び第 190条の規定の適用により告発を受けた

者に係るもの

ホ～卜 （省略）

(3) 次のいずれかに該当するなど、事案の処理に相当程度の事務量投下が必要な

ものとして局長が徴収の引受けをすることを相当と認めたもの

イ～へ （省略）

ト 海外関連事案のうち、国際徴収による滞納整理等を行う必要があり、相当

な事務量を要すると認められるもの（本編第 12章3《海外関連事案の管理等》

(6) 滞納処分票の保存期間

（同左）

（注） 1 （同左）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

2 上記イについては、本編第 7章第 3節《延滞税の免除》を参照。

（同左）

第3節 徴収の所轄庁の変更処理等

（同左）

第41 局長に対する徴収の引継ぎ

（同左）

1 徴収の引継基準

（同左）

(1) （同左）

(2) 次のいずれかに該当するなど、特に悪質・処理困難なものとして局長が徴収の

引受けをすることを相当と認めたもの

イ～ハ （同左）

二 徴収法第 187条ないし第 189条の規定の適用により告発を受けた者に係る

もの

ホ～卜 （同左）

(3) 次のいずれかに該当するなど、事案の処理に相当程度の事務量投下が必要な

ものとして局長が徴収の引受けをすることを相当と認めたもの

イ～へ （同左）

ト 海外関連事案のうち、徴収共助の要請の適否等について局徴収課又は特整

総括課等と協議を行った結果、徴収の引継ぎ相当とされたもの（本編第 12章
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別紙

新旧対照表

改正 後

及び4 《徴収の共助》参照）

(4)~(9) （省略）

2~5 （省略）

第4節現金出納事務

第45 現金を領収する場合の留意事項等

1 現金を領収する場合の留意事項

(1) （省略）

(2) 出張先で領収する場合

担当は、出張先において滞納者又は第三債務者等から現金を直接領収する場

合は、額収金額の誤りなどがないよう、滞納者又は第三債務者等の面前におい

て、金銭を 2回以上確実に数え、その金額を滞納者等に伝えて確認を行う。ま

た、領収証書に記載した金額と受領した金額が一致することを確認した上で、

領収証書を交付する。

なお、資金現金領収証書帳を使用して現金を領収し、領収証書を交付した場

合には、原符の「合計額」欄の下部余白に、領収証書を受領した者（以下「受領

者」という。）の署名（記名を含む。）を求める。この場合において、受領者が豊

名（記名を含む。）を拒んだ場合には、その旨を原符の余白（複写部分を除く。）

に記載する。

（注） 受領者が署名（記名を含む。）を行う際には、編てつされている原符等

に記載された別の納税者等の個人情報が漏えいすることのないよう適切

に対応する。

2・3 （省略）

第5節差押財産の管理

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

3 《海外関連事案の管理等》及び4 《徴収の共助》参照）

(4)~(9) （同左）

2~5 （同左）

第4節現金出納事務

第45 現金を領収する場合の留意事項等

1 現金を領収する場合の留意事項

(1) （同左）

(2) 出張先で領収する場合

担当は、出張先において滞納者又は第三債務者等から現金を直接領収する場

合は、領収金額の誤りなどがないよう、滞納者又は第三債務者等の面前におい

て、金銭を 2回以上確実に数え、その金額を滞納者等に伝えて確認を行う。ま

た、領収証書に記載した金額と受領した金額が一致することを確認した上で、

領収証書を交付する。

なお、資金現金領収証書帳を使用して現金を領収し、領収証書を交付した場

合には、原符の「合計額」欄の下部余白に、領収証書を受領した者（以下「受領

者」という。）の記名又は押なつを求める。この場合において、受領者が記名等

を拒んだ場合には、その旨を原符の余白（複写部分を除く。）に記載する。

（注） 受領者が記名等を行う際には、編てつされている原符等に記載された

別の納税者等の個人情報が漏えいすることのないよう適切に対応する。

2・3 （同左）

第5節差押財産の管理
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別紙

新旧対照表

改正 後

第48 差押動産の管理

1 引揚動産の管理

（省略）

(1)~(5) （省略）

(6) 滞納者等への引揚動産の払出手続等

（省略）

イ （省略）

ロ 換価による買受人等への引渡し

（省略）

（イ） 買受人に直接引渡しをする場合

買受人に直接引渡しをする場合は、原則として、買受人から「公売財産

引渡確認書」（様式 308020-097) を徴するものとする。ただし、期日競り

売りの方法により換価した場合は、「公売財産引渡確認書」に代えて、「競

落整理票」（様式308020-101)の「買受人」欄に署名（記名を含む。）をさ

せる方法によることとして差し支えない。

(n) （省略）

ハ・ニ （省略）

2~5 （省略）

第 5章所在•財産調査

（省略）

第 64 質問及び検査

（省略）

（注） 1 （省略）

2 徴収職員の質問・検査に対して答弁せず若しくは偽りの陳述をした者又は

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

第 48 差押動産の管理

1 引揚動産の管理

（同左）

(1)~(5) （同左）

(6) 滞納者等への引揚動産の払出手続等

（同左）

イ （同左）

ロ 換価による買受人等への引渡し

（同左）

（イ） 買受人に直接引渡しをする場合

買受人に直接引渡しをする場合は、原則として、買受人から「公売財産

引渡確認書」（様式 308020-097) を徴するものとする。ただし、期日競り

売りの方法により換価した場合は、「公売財産引渡確認書」に代えて、「競

落整理票」（様式 308020-101)の「買受人」欄に署名押印をさせる方法に

よることとして差し支えない。

(n) （同左）

ハ・ニ （同左）

2~5 （同左）

第 5章所在•財産調査

（同左）

第 64 質問及び検査

（同左）

（注） 1 （同左）

2 徴収職員の質問・検査に対して答弁せず若しくは偽りの陳述をした者又は
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別紙

新旧対照表

改正 後

検査を拒み、妨げ若しくは忌避等した者には、徴収法第 188条及び第旦凸条

の罰則の適用があることに留意する。

3 （省略）

1~4 （省略）

（省略）

第6章差押え・交付要求

第 1節財産の差押え

第 68 各種財産の差押え

1 動産及び有価証券の差押え

（省略）

(1) （省略）

(2) 差押動産等の保管

（省略）

（注） 滞納者又は差し押さえた動産若しくは有価証券の占有する第三者に対

する保管命令は、「差押調書」にその旨を付記する方法により行うが（徴

基通第 60条閲係の 8、9参照）、滞納者等が不在の場合においても、「差

押調書謄本」を滞納者等の家族、従業員等に交付する等により保管命令

をすることができることに留意する。ただし、第三者に保管させる場合

は、その財産の運搬が困難であるときを除き、その第三者の同意を得な

ければならない。この場合においては、「差押調書」に保管命令に同意す

る旨を記載し、その第二者の署名（記名を含む。）を求め、第二者の同意

があったことの事績を明らかにしておく。

なお、自動車、建設機械及び小型船舶に係る保管命令においても同様で

あるが、この場合においては、「差押調書」を「差押財産占有調書」（様式

306010-066)又は「参加差押財産引受調書」（様式 306020-040)に読み替

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

検査を拒み、妨げ若しくは忌避等した者には、徴収法第 188条及び第旦且条

の罰則の適用があることに留意する。

3 （同左）

1~4 （同左）

（同左）

第6章差押え・交付要求

第 1節財産の差押え

第 68 各種財産の差押え

1 動産及び有価証券の差押え

（同左）

(1) （同左）

(2) 差押動産等の保管

（同左）

（注） 滞納者又は差し押さえた動産若しくは有価証券の占有する第三者に対

する保管命令は、「差押調書」にその旨を付記する方法により行うが（徴

基通第 60条関係の 8、9参照）、滞納者等が不在の場合においても、「差

押調書謄本」を滞納者等の家族、従業員等に交付する等により保管命令

をすることができることに留意する。ただし、第三者に保管させる場合

は、その財産の運搬が困難であるときを除き、その第三者の同意を得な

ければならない。この場合においては、「差押調書」に保管命令に同意す

る旨を記載し、その第二者の狸庄を求め、第三者の同意があったことの

事績を明らかにしておく。

なお、自動車、建設機械及び小型船舶に係る保管命令においても同様で

あるが、この場合においては、「差押調書」を「差押財産占有調書」（様式

306010-066)又は「参加差押財産引受調書」（様式306020-040)に読み替
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別紙

新旧対照表

改正 後

える。

2~5 （省略）

第 2節交付要求等

（省略）

第 70-2 参加差押えをした税務署長による換価執行の決定

（省略）

1~3 （省略）

4 換価執行決定の手続

(1)~(6) （省略）

(7) 換価執行決定の告知

（省略）

（注） 告知響の送付は、交付送達又は郵便による送達の方法により行うが、次

のことに留意する。

イ 交付送達の方法によるときは、必ず「送達記録書」により書類を受領した者

の署名（記名を含む。）を求める。

ロ （省略）

(8)~M) （省略）

5 換価執行決定の取消し

(1)~(3) （省略）

(4) 書類の引渡し等

徴収令第 42条の 3第4項に規定する交付要求書等及び差押関係書類につい

ては、換価を続行する場合を除き、次に掲げる行政機関等へ引き渡す。

なお、書類の送付に当たっては、通知書と併せて出力される「交付要求書等及

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

える。

2~5 （同左）

第 2節交付要求等

（同左）

第 70-2 参加差押えをした税務署長による換価執行の決定

（同左）

1~3 （同左）

4 換価執行決定の手続

(1)~(6) （同左）

(7) 換価執行決定の告知

（同左）

（注） 告知書の送付は、交付送達又は郵便による送達の方法により行うが、次

のことに留意する。

イ 交付送達の方法によるときは、必ず「送達記録書」により書類を受領した者

の署名押印（記名押印を含む。）を求める。

ロ （同左）

(8)～00) （同左）

5 換価執行決定の取消し

(1)~(3) （同左）

(4) 書類の引渡し等

徴収令第 42条の 3第4項に規定する交付要求書等及び差押関係書類につい

ては、換価を続行する場合を除き、次に掲げる行政機閲等へ引き渡す。

なお、書類の送付に当たっては、通知書と併せて出力される「交付要求書等及
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別紙

新旧対照表

改正 後

び滞納処分（差押）関係薯類引渡壽」花副 2通を調理の上添付し、「交付要求薯

等及び滞納処分（差押）関係壽類引渡壽（副本）」に、受領年月日を記載し、翌

名（記名を含む。）の上返送するよう求める。

おって、書類の送付は、簡易書留郵便などの追跡可能な方法により行うこと。

イ・ロ （省略）

6~8 （省略）

第3節差押え等の解除

第 71 差押え等の解除

5 任意売却の申立てに伴う差押えの解除

(1) 任意売却の申立てに伴う差押解除の考え方

差押財産については、原則として、これを公売に付さなければならない（徴収

法第94条第 1項）が、滞納者から、任意売却の申立てがあった場合において、

下記(2)の要件に該当するときは、徴収法第 79条第 2項第 2号に該当するものと

して、差押えを解除することができる（徴基通第 79条関係旦）。

(2)~(4) （省略）

（省略）

第 73 職権による換価の猶予

（省略）

1 （省略）

2 猶予の決議等

第7章納税緩和措置

第 1節猶予

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

び滞納処分（差押）関係薯類引渡書」正副 2通を調理の上添付し、「交付要求書

等及び滞納処分（差押）関係壽類引渡壽（副本）」に、受領年月日を記載し、器

名押印（記名押印を含む。）の上返送するよう求める。

おって、書類の送付は、簡易書留郵便などの追跡可能な方法により行うこと。

イ・ロ （同左）

6~8 （同左）

第3節差押え等の解除

第 71 差押え等の解除

5 任意売却の申立てに伴う差押えの解除

(1) 任意売却の申立てに伴う差押解除の考え方

差押財産については、原則として、これを公売に付さなければならない（徴収

法第 94条第 1項）が、滞納者から、任意売却の申立てがあった場合において、

下記(2)の要件に該当するときは、徴収法第 79条第 2項第 2号に該当するものと

して、差押えを解除することができる（徴基通第 79条関係 8-2)。

(2)~(4) （同左）

（同左）

第 73 職権による換価の猶予

（同左）

1 （同左）

2 猶予の決議等

第7章納税緩和措置

第 1節猶予
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別紙

新旧対照表

改正 後

(1) 猶予の決議

担当は、職権による換価の猶予を行う場合は、徴収システムの「猶予決議・猶

予取消決議」画面において、換価の猶予（期間延長）の決議内容を入力して起案

する。

なお、職権による換価の猶予における猶予期間の始期は、換価の猶予をする

ことを判断した日となるが、通則法第 55条第 1項第 1号による納付受託をした

場合は、当該納付受託を行った日（この日より前に換価の猶予をすることを判

断した場合は、その判断をした日）を猶予期間の始期とする。

おって、猶予に当たり、担保の提供がある場合は、あらかじめ徴収システムに

担保情報を登録した上で、換価の猶予の決議を行うことに留意する（本節第 79

《担保》参照）。

（注） 1 職権による換価の猶予をすることを判断した担当は、その判断した

旨及び日付を滞納整理事績記事に確実に入力する。

2 職権による換価の猶予に係る決議については、納税の猶予とは異な

り、未督促の場合でも督促を保留する必要がないことから、債権管理シ

ステムヘの管理連絡は行われず、決議書の副本も出力されない。

3 当該決議の最終決裁により猶予に係る国税の時効管理区分が「停止

中」に、時効完成見込年月日が「平成 88年8月8H」に更新される。

〔操：第4章8・ 1 ・ 6〕

(2) （省略）

3 （省略）

（省略）

第76 納付菩約

1 （省略）

2 納付誓約書の徴取

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

(1) 猶予の決議

担当は、職権による換価の猶予を行う場合は、徴収システムの「猶予決議・猶

予取消決議」画面において、換価の猶予（期間延長）の決議内容を入力して起案

する。

なお、職権による換価の猶予における猶予期間の始期は、換価の猶予の決議

を起案した日とするが、当該決談の起案日より前に通則法第 55条第 1項第 1号

による納付受託をした場合は、当該納付受託を行った Hを猶予期間の始期とす

る。

おって、猶予に当たり、担保の提供がある場合は、あらかじめ徴収システムに

担保情報を登録した上で、換価の猶予の決議を行うことに留意する（本節第 79

《担保》参照）。

（注） （新設）

1 職権による換価の猶予に係る決議については、納税の猶予とは異な

り、未督促の場合でも督促を保留する必要がないことから、債権管理シ

ステムヘの管理連絡は行われず、決議書の副本も出力されない。

2 当該決議の最終決裁により猶予に係る国税の時効管理区分が「停止

中」に、時効完成見込年月日が「平成 88年8月8日」に更新される。

〔操：第4章8・ 1 ・ 6〕

(2) （同左）

3 （同左）

（同左）

第76 納付竺約

1 （同左）

2 納付誓約書の徴取
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別紙

新旧対照表

改正 後

納付誓約による分割納付を認める場合は、徴収職員と納税者の双方において分

割納付計画を確認するため、納税者が署名（記名を含む。）した「納付誓約吾」の

提出を受ける。この場合、提出された「納付誓約書」の写しを作成し、提出された

ものと写しのいずれにも収受印を押印して、写しを納税者に交付する。

（注） 1 「納付誓約書」の「滞納国税等」欄が不足するなどにより「滞納税金目

録」等を別紙として添付する場合は、当該別紙に納税者の署名（記名を含

む。）を求めることに留意する。ただし、納税者の求めに応じ、押印に替

えても差し支えない。

2 （省略）

3・4 （省略）

第 2節滞納処分の停止

（省略）

第 83 滞納処分の停止の処理手続等

1~5 （省略）

6 滞納処分の停止決議等

(1) （省略）

(2) 決議書等の出力及び送達等

担当は、上記(1)の決議について最終決裁者の決裁を了した場合は、速やかに

徴収システムの「帳票出力」画面から次の帳票を出力し、それぞれ次のとおり処

理する。

①～③ （省略）

（注） 滞納者への通知書の送付に関する事務は、総括統括官が指定した特定

の者（事案担当以外の者）に行わせ、確実に発送することに留意する。

なお、滞納者の所在及び財産が不明であることを理由としてした滞納

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

納付誓約による分割納付を認める場合は、徴収職員と納税者の双方において分

割納付計画を確認するため、納税者が署名・押印した「納付誓約書」の提出を受け

る。この場合、提出された「納付樅約書」の写しを作成し、提出されたものと写し

のいずれにも収受印を押印して、写しを納税者に交付する。

（注） 1 「納付誓約書」の「滞納国税等」欄が不足するなどにより「滞納税金目

録」等を別紙として添付する場合は、契印をすることに留意する。

2 （同左）

3・4 （同左）

第 2節滞納処分の停止

（同左）

第 83 滞納処分の停止の処理手続等

1~5 （同左）

6 滞納処分の停止決議等

(1) （同左）

(2) 決議書等の出力及び送達等

担当は、上記(1)の決議について最終決裁者の決裁を了した場合は、速やかに

徴収システムの「帳票出力」画面から次の帳票を出力し、それぞれ次のとおり処

理する。

①～③ （同左）

（注） 滞納者への通知書の送付に関する事務は、総括統括官が指定した特定

の者（事案担当以外の者）に行わせ、確実に発送することに留意する。

なお、滞納者の所在及び財産が不明であることを理由としてした滞納
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別紙

新旧対照表

改正 後

処分の停止（徴収法第 153条第 1項第3号該当）に係る滞納者宛の通知

脅については、送達することを要しない。ただし、当該通知壽は滞納処分

票に編てつするなどして、適切に管理することに留意する。

7 滞納処分の一部停止

（省略）

(1)~(3) （省略）

〔操：第 1章6 • 1 • 1〕

(4) 本節第 82の2且《事業を継続している滞納者の取扱い》の場合において、滞

納者が事業を継続する上で納付が可能と認められる滞納国税を除くと、滞納処

分の停止をすることができると認められるとき

その事業を継続する上で納付可能と認められる滞納国税の額

8 （省略）

9 滞納処分の停止の効果

(1) • (2) （省略）

(3) 納税義務の消滅

イ （省略）

ロ 直ちに消滅させることができる場合

滞納処分の停止をした場合において、次のいずれかに該当するときは、直ち

に納税義務を消滅させて差し支えない（徴収法第 153条第 5項、徴基通第 153

条関係 16)。

なお、三旦場合には、審理担当及び統括官等は、次の要件を満たしているか

確認するとともに、 「滞納処分の停止決裁・審理確認票」に判定理由等を記載

して管理することにより、厳格な審理・決裁を行う。

（イ）～（二） （省略）
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改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

処分の停止（徴収法第 153条第 1項第3号該当）に係る滞納者宛の通知

吾が返戻された場合には、当該通知壽にその旨を付記した上で、当該通知

書と封筒を滞納処分票に編てつするなどして、適切に管理する。

7 滞納処分の一部停止

（同左）

(1)~(3) （同左）

〔操：第 1章6 • 1 • 1〕

(4) 本節第 82の2山《事業を継続している滞納者の取扱い》の場合において、滞

納者が事業を継続する上で納付が可能と認められる滞納国税を除くと、滞納処

分の停止をすることができると認められるとき

その事業を継続する上で納付可能と認められる滞納国税の額

8 （同左）

9 滞納処分の停止の効果

(1) • (2) （同左）

(3) 納税義務の消滅

イ （同左）

ロ 直ちに消滅させることができる場合

滞納処分の停止をした場合において、次のいずれかに該当するときは、直ち

に納税義務を消滅させて差し支えない（徴収法第 153条第5項、徴基通第 153

条関係 16)。

なお、滞納処分の停止兼納税義務の消滅決議が起案された場合には、審理担

当及び統括官等は、次の要件を満たしているか確認するとともに、 「滞納処分

の停止決裁・審理確認票」に判定理由等を記載して管理することにより、厳格

な審理・決裁を行う。

（イ）～（二） （同左）



別紙

新旧対照表

改正 後

ハ （省略）

（省略）

第8章 差押財産等の取立て及び換価

第2節差押財産等の換価

第 91 公売事務

（省略）

1~7 （省略）

8 公売の適正な実施

(1) （省略）

(2) 公売実施の適正化のための措置

署長等は、公売の適正な実施を確保するため、買受希望者の公売参加若しくは

入札等、最高価申込者等の決定又は買受代金の納付を妨げるなど、徴収法第 108

条第 1項各号掲げる者に該当する事実がある者につき、その事実があった時か

ら2年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又

は入札等をさせないことができる。

（注） 徴収法第 108条は、公契約関係競売等妨害罪（刑法第 96条の 6第 1

呈）、談合罪（同法同条第 2項）等刑事罰の適用の有無にかかわらず適用

することができる。

9 調査の嘱託

署長等は、不動産の公売の実施に当たっては、最高価申込者等（その者が法人で

ある場合には、その役員）又は自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせ

た者（その者が法人である場合は、その役員）が、暴力団員等に該当するか否かに

ついて、必要な調査を都道府県警察に嘱託しなければならない（徴収法第 106条

の2)。

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

ハ （同左）

（同左）

第8章 差押財産等の取立て及び換価

第2節差押財産等の換価

第 91 公売事務

（同左）

1~7 （同左）

8 公売の適正な実施

(1) （同左）

(2) 公売実施の適正化のための措置

署長等は、公売の適正な実施を確保するため、買受希望者の公売参加若しくは

入札等、最高価申込者等の決定又は買受代金の納付を妨げるなど、徴収法第 108

条第 1項各号掲げる者に該当する事実がある者につき、その事実があった時か

ら2年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又

は入札等をさせないことができる。

（注） 徴収法第 108条は、競売入札妨害罪（刑法第 96条）、談合罪（同法同

条第 2項）等刑事罰の適用の有無に関わらず適用することができる。

（新設）
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別紙

新旧対照表

改正 後

なお、調査の嘱託に関する手続を円滑に実施する観点から、局にあっては局徴収

課（局の実情により特整総括課等として差し支えない）、署にあっては統括官が連

絡窓口となり、随時、調査の嘱託先となる都道府県警察本部と、次の(1)から(5)まで

の内容を確認・共有するなど、連絡体制の整備を図る。

山窓口の連絡先

盆公売スケジュール及び売却区分数

凶嘱託壽の宛先

山嘱託薯及び回答壽の受渡し手順

且その他必要な事項

おって、調査の嘱託は、調査対象者の住所（所在地）によらず、公売を実施する

局署の所在地を管轄する都道府県警察本部に対して行うことに留意する。

第4節滞納処分費

第94 滞納処分費

1 ・ 2 （省略）

3 滞納処分費の徴収に関する留意事項

（省略）

(1)~(5) （省略）

（注） 1• 2 （省略）

3 執行裁判所等に対して交付要求をする場合又は交付要求をした場合に

おいて、執行裁判所等から差押債権者等に対して交付要求があった旨の通

知（民執規則第 27条、同第 132条、同第 145条等）をするための通信費

（郵送料）を請求されたときは、これに応じるものとする。この場合の予

納額については、執行裁判所等における通信費の使用を確認し、執行裁判

所等において優先配当を受ける場合には滞納処分費として徴収するもの

とする（この滞納処分費については 100円末満の端数の切捨ては行わな

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

第4節滞納処分費

第94 滞納処分費

1 • 2 （同左）

3 滞納処分費の徴収に関する留意事項

（同左）

(1)~(5) （同左）

（注） 1 ・ 2 （同左）

3 執行裁判所等に対して交付要求をする場合又は交付要求をした場合に

おいて、執行裁判所等から差押債権者等に対して交付要求があった旨の通

知（民執規則第 27条、同第 132条、同第 145条等）をするための通信費

（郵送料）を請求されたときは、これに応じるものとする。この場合の予

納額については、執行裁判所等における通信費の使用を確認し、執行裁判

所等において優先配当を受ける場合には滞納処分費として徴収するもの

とする。
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別紙

新旧対照表

改正 後

い。また、この場合、執行裁判所等から受け入れる配当の全部に係る「充

当決議壽」並びに通信砦以外への配当（本税及び附帯税に充当されるもの）

の受入れに係る「充当通知決議書」及び「充当通知書」を作成する。）。

第 12章国際徴収

租税条約等に基づく徴収の共助、情報交換及び送達共助は、国際的な脱税及び租税

回避行為に対処するため、条約締結国の税務当局が相互に税務の執行に協力するもの

である。

これらの国際的な枠組みを活用した徴収（以下「国際徴収」という。）に関する事務

の処理については、本章の定めによるほか、徴収共助事務提要及び情報交換等通達に

より処理する。

1 国際徴収の基本的な考え方

（省略）

2 国際徴収事務の適切な運営

局徴収課長及び特整総括課長等は、国際徴収の事務の処理には専門的な知識を要す

ることや、相手国税務当局との連絡等に一定の期間を要することなどを踏まえ、屈墨

の国際徴収事務が適切に実施されるよう、必要な体制を整備するとともに、次に掲げ

る事項に留意し、効果的・効率的な事務運営に努める。

(1) 国際徴収に関する事務に係る事務量を踏まえた適切な事務計画の策定

(2) 国際徴収に関する研修の実施等による職員の知識の向J:

(3) （省略）

(4) 国際徴収に関する事務に係るノウハウの蓄積・共有（局内、局署間、局間）及び

人材の育成

(5) （省略）

（削除）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

第 12章 租税条約等に基づく税務執行の共助

租税条約等に基づく徴収の共助、情報交換及び送達共助（以下「徴収の共助等」と

いう。）は、国際的な脱税及び租税回避行為に対処するため、条約締結国の税務当局

が相互に税務の執行に協力するものである。

徴収の共助等に関する事務の処理については、本章の定めによるほか、徴収共助事

務提要及び情報交換等通達により処理する。

1 徴収の共助等の基本的な考え方

（同左）

2 徴収の共助等事務の適切な運営

局徴収課長及び特整総括課長等は、徴収の共助等の事務の処理には専門的な知識を

要することや、相手国税務当局との連絡等に一定の期間を要することなどを踏まえ、

国際税務専門官及び国際担当の事務を適切に管理するとともに、次に掲げる事項に留

意し、効果的・効率的な事務運営に努める。

(1) 徴収の共助等に関する事務に係る事務量を踏まえた適切な事務計両の策定

(2) 徴収の共助等に関する研修の実施等による職員の知識の向上

(3) （同左）

(4) 徴収の共助等に関する事務に係るノウハウの蓄積・共有（局内、局署間、局間）

及び人材の育成

(5) （同左）

（注） 国際担当とは、徴収共助事務提要に定めるところにより指定した徴収の共助
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新旧対照表

改正 後

3 海外関連事案の管理等

(1) （省略）

(2) 国外財産等調査

海外関連事案の把握又は国際徴収の検討若しくは実施に当たり、国外財産の状

況、海外における生活・事業の拠点等を調査する場合は、本編第 5章に定める所在・

財産調査を実施するとともに、次に掲げる情報を併せて活用する。

イ （省略）

ロ インターネット上に公開されている、外国の不動産登記「青報、商業登記簿、外

国企業の財務諸表等の情報等

ハ （省略）

（注） 1 （省略）

2 口のうち、徴収担当部署において入手できない情報は、国際税務専門官

及び特整部門の国際徴収担当（以下「国際徴収担当等」という）を通じて

庁徴収課に収集依頼する。

3 ハの入手に当たっては、国際徴収担当等を通じて、局課税総括課等に収

集依頼する（局課税総括課等を通じて入手できない詳細な情報を含む報告

害については、国際徴収担当等を通じて庁徴収課に依頼する。）。

4 徴収の共助

徴収の共助は、租税条約等に基づき互いに相手国等の租税債権を徴収する枠組みで

ある。

徴収の共助に係る事務のうち、相手国等への要請及び相手固等から要請を受けた租

税債権の徴収のいずれも、局特整において行う。

なお、海外関連事案につき、徴収の共助を要請するに当たっての要件は、概ね次の

とおりである。署統括官は、これらの要件に該当すると考えられる事案を把握した場

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

その他国際徴収に関する事務を担当する者をいう。

3 海外関連事案の管理等

(1) （同左）

(2) 国外財産等調査

海外関連事案の把握又は徴収の共助等の検討若しくは実施に当たり、国外財産の

状況、海外における生活・事業の拠点等を調査する場合は、本編第 5章に定める所

在•財産調査を実施するとともに、次に掲げる情報を併せて活用する。

イ （同左）

ロ インターネット上に公謂されている、外国の不動産登記情報、商業登記簿、外

国企業の財務諸表等の置堡

ハ （同左）

（注） 1 （同左）

2 口のうち、徴収担当部署において入手できない情報は、局徴収課を通じ

て庁徴収課に収集依頼する。

3 ハの入手に当たっては、局特整においては特整総括課等、署においては

局徴収課を通じて、局課税総括課等に収集依頼する（局課税総括課等を通

じて入手できない詳細な情報を含む報告書については、局徴収課を通じて

庁徴収課に依頼する。）。

4 徴収の共助

徴収の共助は、租税条約等に基づき互いに相手国等の租税債権を徴収する枠組みで

ある。

徴収の共助に係る事務のうち、相手国等への要請及び相手国等から要請を受けた租

税債権の徴収のいずれも、局特整において行う。

なお、署統括官等は、次に掲げる全てに該当する海外閲連事案がある場合には、徴

収の共助の要請の適否及び徴収の引継ぎの可否について、局徴収課又は特整総括課等
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新旧対照表

改正 後

合は、速やかに国際徴収担当等に連絡する。

①～⑥ （省略）

（注） （省略）

5 情報交換

情報交換は、租税条約等に甚づき、締約国の税務当局間において、租税に関する締

約国の法令の運用、執行に関連する情報を互いに提供する枠組みである。

国内財産では徴収不足が見込まれる海外関連事案に係る徴収の共助の要請の適否

検討又は国内における滞納処分の実施のため、国内において入手困難な情報を収集す

る必要があるときは、積極的に相手国等に対しで［青報提供を要請する。

また、相手国等から租税債権の徴収に閲しで情報提供を要請された場合における徴

収担当部署の情報収集に係る事務については、情報交換等通達の定めるところにより

適切に処理する。

（注） 情報提供の要請に当たっては、情報提供要請事項と徴収上の問題点の関連性

を明らかにする必要があることに留意する。

6•7 （省略）

第5編その他

第 1章 関係部署との連携・協調

（省略）

第 107-2 業務センターとの連携・協調

センター化実施署における業務センター事務については、本事務提要のほか、業務

センター事務提要により適切に処理を行う

なお、業務センターとセンター化実施署間における書類の移送等については、業務

センター事務提要（事務手続編）第 1編第 3章第4節第6の2 《データにより回付を

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

の担当者と協議する。

①～⑥ （同左）

（注） （同左）

5 情報交換

情報交換は、租税条約等に基づき、締約国の税務当局間において、租税に関する締

約国の法令の運用、執行に関連する情報を互いに提供する枠組みである。

国内財産では徴収不足が見込まれる海外関連事案に係る徴収の共助の要請の適否

検討又は国内における滞納処分の実施のため、国内において入手困難な「青報を収集す

る必要があるときは、積極的に相手国等に対しで「青報提供を要請する（徴収共助事務

提要第3章第 1節 61-3参照。）。

また、相手国等から租税債権の徴収に関しで情報提供を要請された場合における徴

収担当部署の情報収集に係る事務については、情報交換等通達の定めるところにより

適切に処理する。

（注） 情報提供の要請に当たっては、情報提供要請事項と課税（徴収）上の問題点

の関連性を明らかにする必要があることに留意する。

6•7 （同左）

（同左）

（新設）

第5編その他

第 1章 関係部署との連携・協調
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新旧対照表

改正 後

行う場合》、 3《現物により回付を行う場合》及び4《各種資料についで「青報共有する

場合》を参照。

（注） 全署を対象とするセンター化の実施までの間、センター化実施署とセンタ

ー化非実施署が混在することに留意する。

第3章 文書管理及び情報セキュリティ

第 112 行政文書の適切な管理

（省略）

1 （省略）

2 行政文書を収受等した場合の処理

（省略）

(1)~(3) （省略）

(4) 申請書等の処理に当たっての留意事項

イ・ロ （省略）

ハ 既に受理した申請書等について申請者から取下げの申立てがなされた場合

は、書面（取下書）の提出を求め、取下書の提出があったときは、申請書等の

管理簿に取下げの事績を記載し、申請書等に取下害を添付して統括官等の確

認を受けて取下げの処理を行う。

なお、取下害の提出がない場合は、取下書の提出をしょうようし、なお提

出がないときは、申請書等の管理簿又は申請書等の写しに取下日、取下げ事

績等を記載して申請書等の返還を受ける者の署名（記名を含む。）を徴すなど

の措置を講じた上で、統括官等の確認を受けて取下げの処理を行うものとす

る。

二 （省略）

3~6 （省略）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

第 3章 文書管理及び情報セキュリティ

第 112 行政文書の適切な管理

（同左）

1 （同左）

2 行政文書を収受等した場合の処理

（同左）

(1)~(3) （同左）

(4) 申請書等の処理に当たっての留意事項

イ・ロ （同左）

ハ 既に受理した申請書等について申請者から取下げの申立てがなされた場合

は、書面（取下書）の提出を求め、取下書の提出があったときは、申請書等の

管理簿に取下げの事績を記載し、申請書等に取下書を添付して統括官等の確

認を受けて取下げの処理を行う。

なお、取下書の提出がない場合は、取下書の提出をしょうようし、なお提

出がないときは、申請書等の管理簿又は申請書等の写しに取下日、取下げ事

績等を記戟して申請書等の返還を受ける者の押印（署名）を徴すなどの措置

を講じた上で、統括官等の確認を受けて取下げの処理を行うものとする。

二 （同左）

3~6 （同左）
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新旧対照表

改正 後

7 滞納者等からの帳簿書類等の借用

（省略）

(1) 借用時

（省略）

（注） 1 「預り証」の様式は、①借用年月日、②滞納者等の住所・氏名（宛

名）、③預り者の所属・氏名・連絡先、④借用理由（滞納処分等のため

の調査上必要があること。）、⑤借用物件の名称・数量、⑥返却年月日

及び返却時における滞納者等の氏名・受領確認の各欄のある適宜の様

式とする。

2 （省略）

(2) （省略）

(3) 返却時

（省略）

滞納者等から借用した書類等を返却する場合は、滞納者等に返却書類等の確

認及び「預り証」に返却の確認の署名（記名を含む）を求め、相手方に交付し

た「預り証」の控えの返還を受ける。この場合においては、「借用書類等管理簿」

に返却年月日を記載し統括官等の確認印を受けた上で、当該「預り証」を編てつ

して保管する。

第 112-3 共通番号管理システムの利用

1~3 （省略）

4 監査の実施

職務上、真に必要な情報に限り照会が行われているかを確認するため、別途指示

する監査を実施する。

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

7 滞納者等からの帳簿書類等の借用

（同左）

(1) 借用時

（同左）

（注） 1 「預り証」の様式は、①借用年月日、②滞納者等の住所・氏名（宛

名）、③預り者の所属・氏名・連絡先、④借用理由（滞納処分等のため

の調査上必要があること。）、⑤借用物件の名称・数量、⑥返却年月日

及び返却時における滞納者等の氏名・受領確認庄の各欄のある適宜の

様式とする。

2 （同左）

(2) （同左）

(3) 返却時

（同左）

滞納者等から借用した書類等を返却する場合は、滞納者等に返却書類等の確

認及び「預り証」に返却の確認印の押印を求め、相手方に交付した「預り証」の

控えの返還を受ける。この場合においては、「借用書類等管理簿」に返却年月日

を記載し統括官等の確認印を受けた上で、当該「預り証」を編てつして保管す

る。

第 112-3 共通番号管理システムの利用

1~3 （同左）

（新設）
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新旧対照表

第 114 書類の送達

（省略）

1 送達の方法等

(1) （省略）

(2) 交付送達

改正 後

第4章書類の送達

交付送達は、局署の徴収職員が、送達すべき場所（下記 2 《壽類の送達先等》

に掲げる住所等（居所、事務所又は事業所を含む。以下、本項において同じ。）を

原則とする。）において、その送達を受けるべき者に壽類を交付して行う。ただ

し、次に掲げる場合には、それぞれに掲げる送達方法により行うことができる。

なお、交付送達による場合は、「送達記録書」（様式 504000-003)に交付した日

時を記載した上で、書類を受額した者の署名（記名を含む。）を受けるなど、その

送達事績を明らかにするものとする。

イ～ハ （省略）

(3) • (4) （省略）

2・3 （省略）

第5章その他

第4節情報公開事務等

（省略）

第 116 個人情報保護事務

1 個人情報等の適切な取扱い

個人情報については、個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法の規定を踏

まえ適正にこれを取り扱うほか、特に保有個人情報の管理に当たっては、国税庁

の保有する個人情報の適切な管理に関する訓令（平成17年国税庁訓令第 3号）に

第 114 書類の送達

（同左）

1 送達の方法等

(1) （同左）

(2) 交付送達

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

第4章書類の送達

交付送達は、局署の徴収職員が、送達すべき場所（下記 2 《書類の送達先等》

に掲げる住所等（居所、事務所又は事業所を含む。以下、本項において同じ。）を

原則とする。）において、その送達を受けるべき者に壽類を交付して行う。ただ

し、次に掲げる場合には、それぞれに掲げる送達方法により行うことができる。

なお、交付送達による場合は、「送達記録書」（様式504000-003)に交付した日

時を記載した上で、書類を受額した者の署名押印を受けるなど、その送達事績を

明らかにするものとする。

イ～ハ （同左）

(3) • (4) （同左）

2・3 （同左）

第5章その他

第4節情報公開事務等

（同左）

第 116 個人情報保護事務

納税者等の個人情報は、個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法の規定に基づ

き適切に取り扱う。

また、保有個人情報の管理に当たっては、国税庁の保有する個人情報の適切な管理

に関する訓令（平成 17年国税庁訓令第 3号）に定めるところにより、適切に行う。
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新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 l'J‘’ IJ 

定めるところにより、適切に取り扱う。 山個人情報の取扱いに関する留意事項

特に、個人番号を含む特定個人情報は、番号法に基づき厳格な管理を行う必要 工個人情報の取得に関する事項

があることから、特定個人情報取扱指針に基づき十分な安全管理措置を講ずる。 皇 個人情報を書面によって取得する場合には、行政機関個人情報保護法

なお、個人番号の取扱いについては、第 3章第112-2《個人番号及び法人番号 第4条（利用目的の明示）各号の例外規定に該当する場合を除き、「（取得

の取扱いに係る留意事項》を参照する。 する個人情報の）利用目的」を明示する必要があるため、照会文書等にそ

の利用目的を記載する必要がある。

2 国税当局が保有する個人情報の取扱いについて 旱 金融機関や滞納者の取引先等である個人情報取扱事業者（個人情報保

行政機関個人情報保護法第3条（個人情報の保有の制限等）及び第4条（利用 護法第2条第3項）に対し、滞納者等の個人情報を含む情報の提供を求

目的の明示）により、行政機関が個人情報を保有するに当たっては、法令の定め めた場合において、その事業者が個人情報保護法第 16条（利用目的によ

る所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、その利用目的をできる限り特定し る制限）及び同法第 23条（第三者提供の制限）の規定に抵触するおそれ

なければならないとされており、また、本人から直接書面（電磁的記録を含む） があるなどとして調査に応じないときは、滞納処分のための調査は、同

に記録された個人情報を取得するときは、取得の状況からみて利用目的が明らか 法第 16条第3項又は同法第 23条第 1項の例外規定に該当するものであ

であると認められるとき等を除き、その利用目的を明示しなければならないとさ ることを当該事業者に説明するなどして、必要な情報を適切に取得する。

れている。 ュ個人情報の利用に関する事項

したがって、納税者本人等から提出を受けた申告書等に記載の個人情報（以下 署長等は、法令の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保

「申告書等情報」という。）については、当該納税者の当該税目に係る調査や行 有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないとされている（行政機関個

政指導等に利用することを目的としていることから、当該個人情報を目的外に利 人情報保護法第8条第 1項）ところ、賦課部門等からの保有個人情報の取褐又

用する場合には、法第8条（利用及び提供の制限） 2項に定める「相当な理山」 は賦課部門等への保有個人情報の提供は、国税庁の任務である内国税の適正か

等が必要となることに留意する。 つ公平な賦課及び徴収の実現（財務省設置法第 19条）のために行うものであ

なお、申告書等情報を当該税目に係る調査や行政指導等に利用することや、法 るから、その取得及び提供は利用目的の範囲内において行うものとして取り扱

定調書や税務調査等の機会に取得した保有個人情報を利用することは利用目的 う゚

の範囲内となるが、個人情報の取扱いについては、法の趣旨を踏まえ適切に取り

扱う。

3 個人情報を取得する際の留意事項について

個人情報保護法に規定される個人情報取扱事業者については、その保有する個

人情報の取扱いについて各種の義務が課せられていることから、個人情報取扱事

業者に該当する調査対象者、法定資料の提出義務者又は第三者（金融機関、反面
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新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 l'J‘’ IJ 

調査先、その他資料情報収集先等）から、個人情報を取得する際に、個人情報保

護法16条（利用目的に関する制限）及び23条（第＝者提供の制限）に抵触するの

ではないかといった誤解に基づく懸念等が示された場合には、同条に規定する「利

用目的に関する制限」又は「第三者提供の制限」の例外規定に該当する旨を逝切に

説明することに留意する。

なお、行政機閲個人情報保護法4条の規定により、個人情報をその本人から直

接害面で取得する際には「（個人情報の）利用目的」をその各種照会様式等に明

示する必要があることに留意する2

おって、各種照会壽等によってその本人以外の者から個人情報を取得するに当

たっては、照会等を受けた者が、個人情報保護法16条及び23条に抵触するのでは

ないかという懸念を想起することのないよう、及びこれらに規定する「利用目的

による制限」又は「第二者提供の制限」の例外規定に該当する照会等であること

を認識できるように照会等の趣旨等を表記する。

4 開示請求等に対する対応 盆開示請求等に対する対応

開示請求等に関する事務については、平成 17年 7月 1日付官公691ほか27課 開示請求等に関する事務については、平成 17年 7月 1日付官公 691ほか 27

共同「『個人情報保護関係事務取扱要領』の制定について」（事務運営指針）に定 課共同「『個人情報保護関係事務取扱要領』の制定について」（事務運営指針）に

めるところにより適切に処理する。 定めるところにより適切に処理する。

なお、納税者等から行政機関個人情報保護法に基づく開示請求、訂正請求又は なお、納税者等から行政機関個人情報保護法に基づく開示請求、訂正請求又

利用停止請求がされた場合は、これらの請求があった日から 30日以内に開示又 は利用停止請求がされた場合は、これらの請求があった日から 30日以内に開示

は不聞示の決定等をしなければならない（行政機関個人情報保護法第 19条、同 又は不闇示の決定等をしなければならない（行政機関個人情報保護法第 19条、

法第 31条、同法第 40条）とされていることから、局署の徴収担当部署において 同法第 31条、同法第 40条）とされていることから、局署の徴収担当部署にお

は、その処理に当たっては、迅速かつ適切に実施するものとする。 いては、その処理に当たっては、迅速かつ適切に実施するものとする。

-27 -



別紙

新旧対照表

改正 後

別表 12 担保の提供手続等一覧表

1 通常の場合

担保の種類

（省略）

土地及び各種

財団

保険に附した

建物、立木

必要提出書類

（省略）

・登記事項証明書

・固定資産税評価証明書

（相続税の課税価格

計算の基礎となった

財産の場合を除く）

・署長が求めた場合に次

の書類を速やかに提

出することを約する

書類

・抵当権設定登記承諾書

（その士地又は各種

財団の所有者の記名

押印があるものに限

ゑ

•印鑑証明書

・建物（立木）の登記簿

謄本

・建物の固定資産税評価

証明書

・抵当権設定登記承諾書

（建物（立木）の所有

担保提供手続等

（省略）

保険金請求権に対する質権設定

は、次により行う。

(1) 保険会社等所定の質権設定

承認請求書を署等に提出する。

署長等が記名なつ印をした当該

請求書に保険証券又は保険契約

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

別表 12 担保の提供手続等一覧表

1 通常の場合

担保の種類 必要提出書類 担保提供手続等

（同左） （同左） （同左）

土地及び各種 ・登記事項証明書

財団 ・固定資産税評価証明書

（相続税の課税価格

計算の基礎となった

財産の場合を除く）

・署長が求めた場合に次

の書類を速やかに提

出することを約する

書類

・抵当権設定登記承諾書

•印鑑証明蕃

保険に附した ・建物（立木）の登記簿 保険金請求権に対する質権設定

建物、立木 謄本 は、次により行う。

・建物の固定資産税評価 （1) 保険会社等所定の質権設定

証明吾 承認請求誉を署等に提出する。

・抵当権設定登記承諾書 署長等が記名なつ印をした当該

請求督に保険証券又は保険契約
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 l'J‘’ IJ 

者の記名押印がある 証壽を添えて保険会社に提出す 証壽を添えて保険会社に提出す

ものに限る。） る。 る。

•印鑑証明書 (2) 保険会社から質権設定の裏 （新設） (2) 保険会社から質権設定の裏

・質権設定承認書（建物 書をした保険証券等の交付を受 ・質権設定承認書（建物 書をした保険証券等の交付を受

に付された保険に係 ける。 に付された保険に係 ける。

る保険金請求権に質 (3) 質権設定の裏壽をした保険 る保険金請求権に質 (3) 質権設定の裏害をした保険

権を設定することの 証券等に公証人役場等で確定日 権を設定することの 証券等に公証人役場等で確定日

承認を請求するため 付を受け、署等に提出する。 承認を請求するため 付を受け、署等に提出する。

のもの） (4) 署等で保険証券等の内容を のもの） (4) 署等で保険証券等の内容を

・保険証券の写し 確認し、保険証券等の写しをと （新設） 確認し、保険証券等の写しをと

った上で、保険証券等を返却す った上で、保険証券等を返却す

る。 る。

保証人の保証 【個人保証の場合】 保証人の保証 【個人保証の場合】

・納税保証書（保証人 ・納税保証書

の記名押印があるも

のに限る。）

・保証人の印鑑証明書 ・保証人の印鑑証明書

・保証人の士地・建物 ・保証人の士地・建物

登記事項証明書及び 登記事項証明書及び

固定資産税評価証明 固定資産税評価証明

書 書

・保証人の納税証明書 ・保証人の納税証明書

又は源泉徴収票 又は源泉徴収栗
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別紙

新旧対照表

改正 後

保証人の保証 1 【法人保証の場合】 法人がその法人の役員である納

・納税保証書（法人の税者のために保証する場合には、

代表者の記名押印が その法人の態様に応じて次の手続

あるものに限る。） を行い、その内容が記載されてい

・法人の代表者の印鑑 る株主総会又は取締役会等の議事

証明壽 録等の写しを併せて提出する。

・法人の登記事項証明 （1) 株式会社の場合

壽 ……株主総会の決議（取

・法人の最近における 締役会の決議）

決算の貸借対照表及 （2) 有限会社の場合

び損益計算書の写し ……社員総会の決議

・法人の取締役会又は （3) 合名会社又は合資会社の場合

社員総会等の議事録 ・9,…社員の過半数の決

等の写し（納税者が 議

法人の役員である場

合）

2 第三者所有の財産を担保とする場合（物上保証）

区分

通常の場合

（省略）

必要提出害類

・担保を提供することについての担保物件所有者の

承諾誉

・担保物件所有者の印鑑証明書（担保が国税通則法第

50条第 3号から第 5号に掲げる種類（以下「不動産

等」という ）の場合）

（省略）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

保証人の保証 1 【法人保証の場合】

・納税保証書

法人がその法人の役員である納

税者のために保証する場合には、

その法人の態様に応じて次の手続

を行い、その内容が記載されてい

・法人の印鑑証明書 る株主総会又は取締役会等の議事

録等の写しを併せて提出する。

・法人の登記事項証明 （1) 株式会社の場合

替 ……株主総会の決議（取

・法人の最近における 締役会の決議）

決算の貸借対照表及 （2) 有限会社の場合

び損益計算書の写し ……社員総会の決議

・法人の取締役会又は （3) 合名会社又は合資会社の場合

社員総会等の議事録 ……社員の過半数の決

等の写し（納税者が 議

法人の役員である場

合）

2 第三者所有の財産を担保とする場合（物上保証）

区分

通常の場合

（同左）
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必要提出書類

・担保を提供することについての担保物件所有者の

承諾書

・担保物件所有者の印鑑証明書

（同左）



別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 l'J‘’ IJ 

3 所有者が未成年者等の場合 3 所有者が未成年者等の場合

区 ハ刀 必要提出書類 区 八刀 必要提出書類

未成年者の場合 ・未成年者の戸籍謄（抄）本 未成年者の場合 ・未成年者の戸籍謄（抄）本

・抵当権設定登記承諾書（法定代理人（親権者又は未 （新設）

成年後見人）の記名押印があるものに限る。） （担

保が不動産等の場合）

・納税保証壽（法定代理人の記名押印があるものに （新設）

限る。） （担保が保証人による保証の場合）

・法定代理人の印鑑証明書（担保が不動産等又は保 ・法定代理人（親権者又は未成年後見人）の印鑑証

証人による保証の場合） 明書

成年被後見人の場合 ・成年被後見人の登記事項証明葺 成年被後見人の場合 ・成年被後見人の登記事項証明脅

・抵当権設定登記承諾書（成年後見人の記名押印が （新設）

あるものに限る。） （担保が不動産等の場合）

・納税保証言（成年後見人の記名押印があるものに （新設）

限る。） （担保が納税保証人による保証の場合）

・成年後見人の印鑑証明書（担保が不動産等又は保 ・成年後見人の印鑑証明書

証人による保証の場合）

担保の提供手続 ・被保佐人の登記事項証明書 担保の提供手続 ・被保佐人の登記事項証明書

について代理権 （削除） について代理権 ・被保佐人の印鑑証明書

被 が付与されてい ・保佐人の同意書（担保が不動産等の場合のみ押印 被 が付与されてい ・保佐人の同意書及び印鑑証明書
の 保

ない場合 が必要）及び印鑑証明書（担保が不動産等の場合）
の 保

ない場合場 佐 場 佐

合 人
担保の提供手続 ・被保佐人の登記事項証明書（代理権目録が添付さ

合 人
担保の提供手続 ・被保佐人の登記事項証明書

について代理権 れたもの） について代理権
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 l'J‘’ IJ 

が付与されてい ・抵当権設定登記承諾壽（保佐人の記名押印がある が付与されてい （新設）

る場合 ものに限る。） （担保が不動産等の場合） る場合

・納税保証書（保佐人の記名押印があるものに限 （新設）

る。） （担保が保証人による保証の場合）

・保佐人の印鑑証明書（担保が不動産等又は保証人 ・保佐人の印鑑証明書

による保証の場合）

担保の提供手続 ・被補助人の登記事項証明書 担保の提供手続 ・被補助人の登記事項証明書

について同意権 （削除） について同意権 ・被補助人の印鑑証明書

のみ付与されて ・補助人の同意書（担保が不動産等の場合のみ押印 のみ付与されて ・補助人の同意書及び印鑑証明書

いる場合 が必要）及び印鑑証明壽（担保が不動産等の場合） いる場合

担保の提供手続 ・被補助人の登記事項証明書（代理権目録が添付さ 担保の提供手続 ・被補助人の登記事項証明書

の 被冒 について代理権 れたもの） の[について代理権

警人 が付与されてい ・抵当権設定登記承諾書（補助人の記名押印がある 詈人 が付与されてい （新設）

る場合 ものに限る，） （担保が不動産等の場合） る場合

・納税保証書（補助人の記名押印があるものに限 （新設）

る。） （担保が保証人による保証の場合）

・補助人の印鑑証明書（担保が不動産等又は保証人 ・補助人の印鑑証明書

による保証の場合）

（注） 担保が制限行為能力者の所有財産又は制限行為能力者による保証である場合 （新設）

に、法定代理人等に担保の提供手続について代理権が付与されており、法定代

理人等が記名押印した書類及び法定代理人等の印鑑証明書の提出のあったと

きは、制限行為能力者の抵当権設定登記承諾書•印鑑証明書又は制限行為能力

者の納税保証書•印鑑証明書の提出は要しない。

4 所有者に任意後見人が選任されている場合 4 所有者に任意後見人が選任されている場合
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 l'J‘’ IJ 

必 要 提 出 壽 類 必 要 提 出 壽 類

・所有者の登記事項証明葺 ・所有者の登記事項証明壽

・抵当権設定登記承諾害（任意後見人の記名押印があるものに限る。） （担保が不 （新設）

動産等の場合）

・保証人の保証を証する書面（任意後見人の記名押印があるものに限る。） （担保 （新設）

が保証人による保証の場合）

・任意後見人の印鑑証明書（担保が不動産等又は保証人による保証の場合） ・任意後見人の印鑑証明書

別表 18 国税通則法第 22条に規定する書類の提出時期 別表 18 国税通則法第 22条に規定する書類の提出時期

番号 申請・届出等手続名 根拠規定 到達主義 発信主義 番号 申請・届出等手続名 根拠規定 到達主義 発信主義

（省略） （省略） （省略） （省略） （同左） （同左） （同左） （同左）

並 公売における歯述書
徴収規則第 1条の 2第1

Q （新設） （新設） （新設） （新設）
堕

差押債権の第三債務者に
滞調令第 12条の 5 （滞

差押債権の第三倍務者に
滞調令第 12条の 5 （滞

旦 よる事情届
調法第 20条の 6第2

゜
辿 よる事情届

調法第 20条の 6第2

゜項） 項）
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新旧対照表

改正 後

別冊2 「徴収事務提要（様式編）」

204030-021 公売事績整理簿

204030-022 公売事績整理簿（動産用）

【調理要領】

「公売事績整理簿」

1 （省略）

2 調理要領

(1)~(8) （省略）

迎 「売却決定通知葺交付」欄は、売却決定通知書を買受人に交付した場合に、当該

年月日を記載し署名等を受ける。

皿 「郵送料・住民票等」欄の上段は、買受人から「評価換価共通設定」画面で設定

した郵送料として郵便切手の提出を受け印紙等受領書を交付した場合に、当該年月

日を記載し口欄に✓ を記載する。

なお、移転登記（録）に必要な住民栗等の提出を受けた場合は、下段の「有」を

0印で囲む。

旦 「登録免除税相当額」欄は、買受人から登録免許税相当額の印紙（又は領収証書）

の提出を受け印紙等受領書を交付した場合に、当該年月日及び登録免許税相当額を

記載する。

⑫ 「法務局名・登記年月日・受付番号」襴は、法務局から登記完了証を収受した場

合は当該内容を記載する。

堕 「登記済証交付」欄は、「登記済証」を「登記識別情報」に補正し、当該登記識別

情報を買受人に交付した場合は、当該年月日を記載し署名等を受ける。

「公売事績整理簿（動産用）」

1 （省略）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

別冊2 「徴収事務提要（様式編）」

204030-021 公売事績整理簿

204030-022 公売事績整理簿（動産用）

【調理要領】

「公売事績整理簿」

1 （同左）

2 調理要領

(1)~(8) （同左）

凶 「売却決定通知書交付」欄は、売却決定通知翡を買受人に交付した場合に、当該

年月日を記載し受領印を受ける。

山 「郵送料・住民票等」欄の上段は、買受人から「評価換価共通設定」画面で設定

した郵送料として郵便切手の提出を受け印紙等受領書を交付した場合に、当該年月

日を記載し口欄に✓ を記栽する。

なお、移転登記（録）に必要な住民票等の提出を受けた場合は、下段の「有」を

0印で囲む。

＠ 「登録免除税相当額」欄は、買受人から登録免許税相当額の印紙（又は領収証書）

の提出を受け印紙等受領書を交付した場合に、当該年月日及び登録免許税相当額を

記載する。

＠ 「法務局名・登記年月日・受付番号」欄は、法務局から登記完了証を収受した場

合は当該内容を記載する。

工 「登記済証交付」欄は、「登記済証」を「登記識別情報」に補正し、当該登記識別

情報を買受人に交付した場合は、当該年月日を記載し受領印を受ける。

「公売事績整理簿（動産用）」

1 （同左）
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

2 調理要領 2 調理要領

(1) （省略） (1) （同左）

(2) 「動産交付」欄は初期空欄表示であり、当該動産を買受人に引き渡した年月日を (2) 「動産交付」欄は初期空欄表示であり、当該動産を買受人に引き渡した年月日を

記載し、署名等を受ける。 記載し、竺堡庄を受ける。

(3) （省略） (3) （同左）

-2 -



別紙

新旧対照表

改正 後

204030-35 従事・滞納整理事務実績（月報）

【調理要領】

「公売事績整理簿」

1 （省略）

2 調理要領

(1) （省略）

(2) 「1 従事事務実績」欄の表示内容は次のとおりである。

なお、各欄は、指定期間中に「従事・滞納整理事務実績」画面で入力した時間数

の総計を 7.75で除して「人日」単位で表示する。

イ～リ （省略）

ヌ 「滞納整理事務等割合」欄

｛滞納整理事務（⑥) ＋ 催告整理事務（⑦) ） ＋ ｛合計（⑯) 一 休

暇等（⑮） ｝X 100 (%) 

により表示する。

(3) • (4) （省略）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

204030-35 従事・滞納整理事務実績（月報）

【調理要領】

「公売事績整理簿」

1 （同左）

2 調理要領

(1) （同左）

(2) 「1 従事事務実績」瀾の表示内容は次のとおりである。

なお、各瀾は、指定期間中に「従事・滞納整理事務実績」画面で入力した時間数

の総計を 7.75で除して「人日」単位で表示する。

イ～リ （同左）

ヌ 「滞納整理事務等割合」欄

｛滞納整理事務（⑥) ＋ 催告整理事務（⑦) ｝ ＋ 合計（⑯） X 100 

（％） 

により表示する。

(3) • (4) （同左）
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新旧対照表

改正 後

204030-026 第3-1表 入札参加傾向表（売却財産テーブル）

第3-1表 入札参加傾向表（入札者テーブル）

【調理要領】

「入札参加傾向表（売却財産テーブル）」

1 （省略）

2 調理要領

(1) この帳票は、指定期間内において公売実施決議における「聞札日」があるものを

売却区分単位で抽出する。

または、進行管理旦画面において指定した公売公告番号のものを抽出する。

(2)~(1り （省略）

「入札参加傾向表（入札者テーブル）」

1 （省略）

2 調理要領

(1) この帳票は、指定期間内において公売実施決議における「開札日」があるものを

売却区分単位で抽出する。

または、進行管理旦画面において指定した公売公告番号のものを抽出する。

(2)~(1リ （省略）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

【調理要領】

204030-026 第3-1表 入札参加傾向表（売却財産テーブル）

第3-1表 入札参加傾向表（入札者テーブル）

「入札参加傾向表（売却財産テーブル）」

1 （同左）

2 調理要領

(1) この帳票は、指定期間内において公売実施決議における「開札日」があるものを

売却区分単位で抽出する。

または、進行管理上画面において指定した公売公告番号のものを抽出する。

(2)~(10 （同左）

「入札参加傾向表（入札者テーブル）」

1 （同左）

2 調理要領

(1) この帳票は、指定期間内において公売実施決議における「開札日」があるものを

売却区分単位で抽出する。

または、進行管理上画面において指定した公売公告番号のものを抽出する。

(2)~(1リ （同左）

-4 -



別紙

【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

改正 後

301030-001 転出入事案チェックシート

新旧対照表

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

301030-001 転出入事案チェックシート

(1) この帳票は、転出署において転出事案毎に手作業で作成する。 (1) この帳票は、転出署において転出事案毎に手作業で作成する。

なお、本様式の趣旨を損なわない範囲において、効果的・効率的な事務処理とな

るよう、適宜補正の上、使用して差し支えない。

(2)~(6) （省略） (2)~(6) （同左）

-5 -



別紙

【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

改正 後

301030-018 署間引継事案チェックシート

新旧対照表

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

301030-018 署間引継事案チェックシート

(1) この帳票は、引継署において徴収の引継事案毎に手作業にて作成する。 (1) この帳票は、引継署において徴収の引継事案毎に手作業にて作成する。

なお、本様式の趣旨を損なわない範囲において、効果的・効率的な事務処理とな

るよう、適宜補正の上、使用して差し支えない。

(2)~(6) （省略） (2)~(6) （同左）

-6 -



別紙

【調理要領】

1 （省略）

改正 後

301030-036 管轄地変更事案チェックシート

新旧対照表

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領 2 調理要領

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

301030-036 管轄地変更事案チェックシート

(1) この帳票は、管轄地変更元署において管轄地変更の対象となる滞納者（以下「対 （1) この帳票は、管轄地変更元署において管轄地変更の対象となる滞納者（以下「対

象滞納者」という。）ごとに手作業にて作成する。 象滞納者」という。）ごとに手作業にて作成する。

なお、本様式の趣旨を損なわない範囲において、効果的・効率的な事務処理とな

るよう、適宜補正の上、使用して差し支えない。

(2)~(5) （省略） (2)~(5) （同左）

-7 -



Cた

玉
洪.... 

差 押 動 産 受 領 書

受 氏名

国税局長殿 取 （納税者との関係 本人•その他( ） 

税蒋醤•長殿 人

住所

名称 数量 備考 名称 数量 備考

゜゚
右記動産を受領しました。

<痣

受領H 令和 年 月 日

隋 臣
菩

住 所 湮
納 （所在）

税 淵 深
者 氏名

』（名称）

引渡場所

備 考

国
洪.... 

差 押 動 産 受 領 書

氏名
.ll!l 

受

国税局長 殿 取 （納税者との関係本人・その他( ） 

税蒋醤•桜~ 殿 人

住所 さ

名称 数呈 備考 名称 数益 備考

息
右記動産を受領しましたa

廷
足

受領B 令和 年 月 B 
贈 臣
菩
湮

仕 所

岡 吾ト

納 （所在）
湘

税 日者 氏名

（名称）

引渡場所

備 考

l 

B-j 

察

蛍

m 

達

追

浙

廷
門
蛍
翌
吐

7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が



【
禁
洪
】

B-j 

察

捜 索 詞 書

令和

税務 署

財務事務 官

下記の滞納国税・地方消費税及び滞納処分費1こつき滞納処分のため、下記のとおり捜索しましたので、国税徴収法第146条第1項の規定により、この調書を作ります。

年 月

印

滞納 住 所 （ 所 在 II 
者 氏 名 （ 名 称 II 
滞年 序 和 日 納 耳月 5● 本 珀 カ直和 征 滞珀 和l 干和 滞 納 処分 雹 慌 考

.. 円 Pl 法律による金額 Pl 円 法律による金頷 Pl 

納

＂ ＂ .. 
国 .. ＂ ＂ 
税 .. ＂ ＂ 
等

.. ＂ ＂ 
滞 納処分のため

捜索した場所又は物件

捜 索 El 時 令和 年 月 H 午前（後） 時 分から 午前（後） 時 分まで

慌

考＿．＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 

上記の捜索に立ち会い捜索開書謄本を受領しました。

（ ） 

捜索調書謄本（捜索を受けた者あて）を受領しました。

（ ） 

3
0
5
0
0
0
-
0
8
1
 

湛
瀦
彗
囀
（
ポ

S
1
)

痣

臣

深

（その1)

蛍

m 
-

9
 
- 【

荼
洪
】

捜 索 謂 書

達

追

浙

令和

税務 署

財務事 務 官

下記の滞納国税・地方消費税及び滞納処分費につき滞納処分のため、下記のとおり捜索しましたので、国税徴収法第146条第1項の規定により、この覇書を作ります。

年 月

即

滞 住 所（所在 II 
納若 氏 名 （ 名 称 II 
滞 年 廷 和 日 納郡日付 本 和 力直和 征澪 珀 I 子和 滞納 処 分 署 侶 考

．． Pl 円 法笞による金額 円 円 法律による金額 円

納

＂ ＂ ．． 

国 ．． ＂ ＂ 
税 ．． " ＂ 
等

．． ＂ ＂ 
滞納 処 分 の た め

捜索した場所又は物什

捜 索 E 時 令和 年 月 E 午前（後） 時 分から 午前（後） 時 分まで

備

考一•· - - _ .,.,— •.... _ ••••一•••" --..... -..... -.... - .... _ - - . 

上記の捜索に立ち会い捜索謂書謄本を受領しました。

（ ） ll! 

捜索調書謄本（捜索を受けた者あて）を受領しました。

（ ） 且

3
0
5
0
0
0
-
0
8
1
 

藩
瀦
彗
囀
（
ポ

S
1
)

廷

臣

（その1)

廷
門
蛍
翌
吐

7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。

弓



【
禁
洪
】

B-j 

察

捜 索 諜 書 謄 本

令和 年 月

税務署

財務事務官

下記の滞納国税及び滞納処分費につき滞納処分のため、下記のとおり捜索しましたので、国税徴収法第146条第1項の規定により、この調書を作ります。

印

滞納 住所（所在 II 
若氏名 （ 名 称 II 
滞 年 席 和 目 濾 期 li民 本 ” 加直印 証滞和 1」子均 澪納処分否 価 考

.. 円 円 法律による金額 円 円 法律による金額 Pl 

納

＂ ＂ .. 
国 .. 99 

＂ 
税 .. 99 

＂ 
竿

.. ＂ ＂ 
滞納処分のため

捜索した揚所又は物件

捜 索 El 時 令和 年 月 日 午前（後） 時 分から 午前（後） 時 分まで

悦 ← ― -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

考

上記の捜索に立ち会い捜索類書謄本を受領しました。

（ ） 

捜索調書雅本（捜索を受けた者あて）を受領しました。

（ ） 

3
0
5
0
0
0
-
0
8
1
 

湛
瀦
萱
囀
葉
サ
（
ホ

s1)

痣

臣

深

達絡先 部門担当

電話 局 番内線
（その1)

蛍

m 

_lo_ 
【
荼
洪
】

捜 索 講 書 謄 本

達

追

浙

令和 年 月

税務署

財務事務 官

下記の滞納国税及び滞納処分費につき滞納処分のため、下記のとおり捜索しましたので、国税徴収法第146条第1項の規定により、この謂書を作ります。

卸

滞 住 所 （ 所 在 II 
納若 氏名（名称 II 
滞年ぽ 和 El 納 鄭 B● 本 珀 直 和 証濡税 禾I 子和 滞 鈷 処分 吾 饂 考

..  円 円 法律による金額 円 円 法律による金額 円

納

＂ 
99 ．． 

国 ．． ＂ 
99 

税 ..  ＂ ” 
等

..  ＂ ” 
滞納処分のため

捜索した場所又は物件

捜 索 E 時 令和 年 月 E 午前（後） 時 分から 午前（後） 時 分まで

備 __＿ ＿ ＿ ＿ ＿ _ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 

考

上記の捜索に立ち会い捜索顧書謄本を受領しました。

（ ） Jll 

捜索調書藷本（捜索を受けた者あて）を受頒しました。

（ ） Jll 

3
0
5
0
0
0
-
0
8
1
 

湛
瀦
彗
鵬
章
サ
（
ポ

S
1
)

廷

臣

達絡先 部門担当

電話 局 番内線
（その1)

廷
門
蛍
翌
吐

7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。

弓



別紙

新旧対照表

改正 後

305000-081 捜索調書（その 1)

捜索調書謄本（その 1)

【調理要領】

「捜索調書（その 1)」

1 （省略）

2 調理要領

(1)~(4) （省略）

(5) 「上記の捜索に立会い捜索調書謄本を受領しました。」欄には、立会人の署名」起

名を含む。）を受ける（署名（記名を含む。）を拒んだときは、その理由を記載する。）。

なお、この欄のかっこ内は、捜索を受けた者と立会人との続柄又は関係を記載す

る。

(6) 「捜索調薯謄本（捜索を受けた者あて）を受領しました。」欄には、捜索を受けた

者に交付すべき捜索調響謄本を受領した者の署名（記名を含む。）を受ける。

なお、この欄のかっこ内は、捜索を受けた者と謄本を受領した者との続柄又は関

係を記載する。

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

305000-081 捜索調書（その 1)

捜索調書謄本（その 1)

【調理要領】

「捜索調書（その 1)」

1 （同左）

2 調理要領

(1)~(4) （同左）

(5) 「上記の捜索に立会い捜索調書謄本を受領しました。」欄には、立会人の署名-捏

庄を受ける（署名、押印を拒んだときは、その理由を記載する。）。

なお、この欄のかっこ内は、捜索を受けた者と立会人との続柄又は関係を記載す

る。

(6) 「捜索調薯謄本（捜索を受けた者あて）を受領しました。」欄には、捜索を受けた

者に交付すべき捜索調書謄本を受領した者の署名、押印を受ける。

なお、この欄のかっこ内は、捜索を受けた者と謄本を受頷した者との続柄又は閲

係を記載する。

-11 -



【
禁
洪
】

B-j 

察

捜 索 調 書
令和

税務 詈

財 務事 務官

下記の滞納国税・地方消費税及び滞納処分費につき滞納処分のため、下記のとおり捜索しましたので、国税徴収法第146条第1項の規定により、この調書を作ります。

年 月

印

滞 住 所 （所在） 1 

納去 氏名（名称） I 
滞年庶 珀 El 納埠〖● 本 起 笛印 99 澤印 ~,ヱ珀 澤納柑几 4ト 翌P 磁 考

．． Pl 円 法律による金額 円 円 法律による金額 Pl 
納

" ＂ ．． 

国 .. " ＂ 
税 ．． " ” 
等

.. " ” 
滞 納 処 分 の た め

""'-""'-"'"-·．．．．，ー•••••一•••••一••一 -·一"•••一 9●●● 9_ , 9 9 9 9 _ , 9 9 9 9 _ , 9 9 9 9 _ , 9 9 9 9 -

捜索した場所又は物件

捜 索 H 時 令和 年 月 日 午前（後） 時 分から 午前（後） 時 分まで

下記の財産を占有した。
備 ―-- - ....—•••••一 ••••一 ＂．．．．．．．．．．．．．．． 

------- - - ・・- - ・ 

.... -..... - .... -- ＂．．．．．．．．．．．．．．． 

考

上記の捜索に立ち会い捜索謄本を受領しました。 | 捜索讀書藷本（捜索を受けた者あて）を受領しました。

（ ） 令 和 年 月 日（ I 

上記捜索調書謄本記載の財産の保管を命ずる。 令和 年 月 El 

殿

税務 著 財務事務官 印

（その2)

3
0
5
0
0
0
-
0
8
2
 

湛
瀦
彗
囀
（
ポ

S
2
)

痣

臣

深

蛍

m 
-

1
2
 - 【

荼
洪
】

捜 索 謂 書

達

追

浙

令和

税 務培

財 務 事 務 官

下記の滞納国税・地方消費税及び滞納処分費につき滞納処分のため、下記のとおり捜索しましたので、国税徴収法第146条第1項の規定により、この覇醤を作りまず。

年 月

印

滞納 住所（所在） 1 

者 氏 名 （名称） 1 

滞年窄 £は 日 幼 共 R目 ＊ a 笠 99 39 澤 99 禾I ヱ珀 澤 幼幻1,4 蕊 磁 去

.. Pl 円 法往による金額 円 円 法律による金額 Pl 
納

" ＂ ．． 

国 .. ＂ ＂ 
税 .. " ＂ 
等

．． ＂ ＂ 
滞納処分のため

""'-""'-""'-·．．．．，ー••一
“•••一 9●●● 9_ , 9 9 9 9 _ , 9 9 9 9_ , 9 9 9 9 _ , 9 9 9 9 -

捜索した場所又は物件

捜 索 B 時 令和 年 月 日 午前（後） 時 分から 午前（後） 時 分まで

下記の財産を占有した。
備

考

上記の捜索に立ち会い捜索謄本を受領しました。 | 捜索潤書謄本（捜索を受けた者あて）を受領しました。

（ ） ll! 令和年 月 H ( I 且．

上記捜索漏書謄本記載の財産の保管を命ずる、' 令和 年 月 日

殿

税務培 財務事務官 印

（その2)

3
0
5
0
0
0
-
0
8
2
 

藩
瀦
彗
囀
（
ポ

S
2
)

廷

臣

廷
門
蛍
翌
吐

7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。

弓



B-j 

本
税務署

財務 事務 自

下記の滞納国税・地方消費税及び滞納処分費につき滞納処分のため、下記のとおり捜索しましたので、国税徴収法第146条第1項の規定により、この調書を作ります。

捜

【
荼
洪
】 察

索 調 吉 謄

印

滞納 住所（所任) | 

者 氏名（名称） 1 

滞年庶 鉛 日 納 餌 阻 太 珀 ヵ 笛 珀 研 滞 和 ［子紺 濡納処令轡 編 考

..  円 円 法律による金額 円 Pl 法律による金額 Pl 

納 ..  
国 .. " ” 
税 .. " ” 
等

..  

滞 納 処 分 の た め

捜索した場所又は物件

捜索 H 時 令和 年 月 H 午前（後） 時 分から 午前（後） 時 分まで

下記の財座を占有した。
備

考

上記の捜索に立ち会い捜索調書謄本を受領しました。 | 捜索調書謄本（捜索を受けた者あて） を受領しました。

（ ） 令和年月 日 （ I 

上記捜索調書謄本記載の財産の保管を命ずる。 令和 年 月 日

殿

税務署 財務事務官 印

連絡先 ( 部門担当

電話

（その2)

3
0
5
0
0
0
-
0
8
2
 

湛
瀦
萱
鴫
葉
サ
（
ホ
s
2
)

足

臣

深

局 番内線

蛍

m 
-

1
3
 - 【

荼
洪
】

捜 謄

達

栗

浙

本
税務署

財務 事務 官

下記の滞納国税・地方消費税及び滞納処分費につき滞納処分のため、下記のとおり捜索しましたので、国税徴収法第146条第1項の規定により、この調書を作ります。

索 調 書

印

滞納 住所（所在） I 
者氏名（名称） I 
滞年曲 鉛 目 納蜘限 太 印 加 苺 紀 研澤珀 利 子 鉛 造鈷机今蓉 稚 老

．． 円 Pl 法律による金額 円 Pl 広伊'"""笠腐' Pl 
納

99 99 ．． 
匡l ．． " 99 

税 ．． " 99 

等
．． 99 99 

滞 納 処 分 の た め

捜索した場所又は物件

捜索 El 時 令和 年 月 日 午前（後） 時 分から 午前（後） 時 分まで

下記の財産を占有した。
備

考， ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

上記の捜索に立ち会い捜索調書謄本を受領しました。 捜索調書謄本（捜索を受けた者あて）を受領しました。

（ I ll! 令和年月 日（ ） Jl! 

上記捜索調書謄本記載の財産の保管を命ずる、言 令和 年 月 日

殿

税 務 署 財務事務官 印

連絡先 （ 部門担当

電話

（その2)

3
0
5
0
0
0
-
0
8
2
 

藩
瀦
彗
鳴
藩
サ
（
ポ

S
2
)

姑

門

局 番内線

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
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7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。
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別紙

新旧対照表

改正 後

305000-082 捜索調書（その 2)

捜索調書謄本（その 2)

【調理要領】

「捜索調書（その 2)」

1 （省略）

2 調理要領

(1)~(4) （省略）

(5) 「上記の捜索に立会い捜索調書謄本を受領しました。」欄には、立会人の署名」起

名を含む。）を受ける（署名（記名を含む。）を拒んだときは、その理由を記載する。）。

なお、この欄のかっこ内は、捜索を受けた者と立会人との続柄又は関係を記載す

る。

(6) 「捜索調薯謄本（捜索を受けた者あて）を受領しました。」欄には、捜索を受けた

者に交付すべき捜索調響謄本を受領した者の署名（記名を含む。）を受ける。

なお、この欄のかっこ内は、捜索を受けた者と謄本を受領した者との続柄又は関

係を記載する。

(7) 差押財産を占有する第三者の同意を得て保管させる場合には、「上記財産は、通知

のあるまで無償で保管します。」等と欄外に記載して、保管者の署名名（記名を含む。）

を受ける（基本通達60条関係 12)。

(8) （省略）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

305000-082 捜索調書（その 2)

捜索調書謄本（その 2)

【調理要領】

「捜索調書（その 2)」

1 （同左）

2 調理要領

(1)~(4) （同左）

(5) 「上記の捜索に立会い捜索調書謄本を受領しました。」欄には、立会人の署名-捏

庄を受ける（署名、押印を拒んだときは、その理由を記載する。）。

なお、この欄のかっこ内は、捜索を受けた者と立会人との続柄又は関係を記載す

る。

(6) 「捜索調薯謄本（捜索を受けた者あて）を受領しました。」欄には、捜索を受けた

者に交付すべき捜索調書謄本を受領した者の署名、押印を受ける。

なお、この欄のかっこ内は、捜索を受けた者と謄本を受頷した者との続柄又は閲

係を記載する。

(7) 差押財産を占有する第三者の同意を得て保管させる場合には、「上記財産は、通知

のあるまで無償で保管します。」等と欄外に記載して、保管者の署名、押印を受ける

（基本通達 60条関係 12)。

(8) （同左）
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別 紙

新 旧 対 照 表

改 正 後 改 正

改正部分はアンダーラインの箇所である。

前

305000-097 有価証券照会書 （新設）

【様式】

〒

住所

令和＿年＿月＿u

税務署長 匠］

（：当：）
御多it中恐縮ですが、下記の方の匡税等の滞納処分のため必

要がありますので、 年 月 E現在における
についての株式（出資金）等の状況を、下欄に御記入の上折り
返し御回答願います。

税務署長殿

回答者

（取扱者
電話

令和-年_,ll＿ 口 有

価

証

券

照

会

書

‘‘,/ 
のとおり回答します。

：二臼
年 月 日における所有株式、社債等の調べ

宍:|: 9̀場区合:|：有株救出
摘 要

区

年 月 日前3年以内の株数又はロ

分に
年 月

換を

した1摘

社名

要

（注） 1. 区分欄は、

2 「増加

3 会社の

割当て

年月日

又は

当りの

三Fl 
事業年度

自年月

至年月

直

年月

前

日
の

日直前事業年度の配当金の受領方法等の調べ

受 領方 法

事業年 度11̀う:額1：こ：□□：：：日；のの受；

＂ 

摘 要

自年月

至年月

※ この照会は、国税徴収法第141条の規定に基づくものです。

-15 -



別紙

「 改正 後

新旧対照表

| 
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前 1 

I 別紙 I 

照会対象者一覧表

応 l 潤査を要する者

一
氏名（カナ） 住所

10 

11 

12 

13 

14 

15 

二」

し＿ | ＿」

-16 -



別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

305000-097 有価証券照会書 （新設）

【調理要領】

上旦腔

この「有価証坐照会壽」は、滞納者の所有に係る株式等の明細及びその異動の状況

等について、株式等の発行法人に対して調査するために使用する。

2 調理要領

左上部の回答依頼文中の「現在における についての株式（出資金）」の空

欄は、「有価証券照会書」を株式等の発行会社に直接送付する場合には「貴社」と記入

し、株式等の発行会社の株主名簿管理人等に送付する場合には、株式等の発行会社名

を記載する。

なお、株式等の発行会社名の記載は、 1枚の照会書につき 1社とする。

（注） 株主名簿管理人

株式会社は、株主名簿を作成しなければならないが（会社法 121条）、上場会

社などでは、株主の数が多数でしかも株式取引により日々株主が変動しており、

株主名簿の作成や備置き等の事務が膨大となる一方で、名義書換えなどの事務

は決算日前に集中する傾向があり、事務量の変化が激しい。このような会社で

は、これらの事務処理に対応できるような人員配置はコストの増加をもたらす

ので、これを専門とする業者にゆだねることが適当とされている。

会社法は、このような事務の委託を受ける者を株主名簿管理人と呼び、「株式

会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行

う者をいう」と定義している。

なお、実務上、株主名簿管理人の事務は、証券代行業者や信託銀行が事業と

して行っている。

-17 -



別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 HヽI9J 

306010-008 引渡命令を受けた財産の使用収益請求書 306010-008 引渡命令を受けた財産の使用収益請求書

【様式】 【様式】

比
sl 
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序
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［ 沿
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国
洪.... 

令和 年 月 日

差押財産搬出詞書

税務署

財務事務官 印

蓋゚下記差押財産の保管を解除し、搬出する。

住 所 （所在）
図

痣
滞納者 ＇ 

氏 名 （名称）
贈

差 菩
臣

押 ， 
＾ 深
搬

出
圧
蓋

ヽ

囀
財

産 芹押年月 日 令和 年 月 日

差押財産搬出調書謄本（保管者あて）を受領しました。

（ ） 

差押財産搬出調書謄本を受領しました。

立会人（ ） 

国
洪..... 

令和 年 月 日

差押財産搬出調書

税務署

財務事務官 印

羞゚下記差押財産の保管を解除し、搬出する。

図
住 所 （所在） 廷

滞納者 ＇ 
氏 名 （名称）

誓差
臣

押 塁， 

蔀
吾ト

搬
圧

出
口車" " 

- 鵬
財

産 差押年月 日 令和 年 月 日

差押財産搬出調書謄本（保管者あて）を受領しました。

（ ） 印

差押財産搬出調書謄本を受領しました。

立会人（ ） 且

B-j 

察

蛍

m 

達

追

浙

廷
門
蛍
翌
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。
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国
洪.... 

令和 年 月 日

差押財産撮出調書謄本

税務 署

羞＇ 殿 財務事務官 印

下記差押財産の保管を解除し、搬出する。

図＇ 
r 痣住 所 （所在）

滞納 者 贈
氏 名 （名称）

菩
差 >

臣

押

＾ 圧• 深
搬

豊
出

＇ 
ヽ

財

産 箆押年月 日 令和 年 月 日

差押財産搬出調書謄本（保管者あて）を受領しました。

（ ） 

差押財産搬出調書謄本を受領しました。

立会人（ ） 

国
洪..... 

令和 年 月 日

差押財産搬出鯛書謄本

税務 署

葛＇ 殿 財務事務官 印

下記差押財産の保管を解除し、搬出する。

苫＇ 
r 廷住 所 （所在）

滞納 者 贈
氏 名 （名称）

菩
差 I 

臣

押

＾ 圧
吾ト

搬
彗

出

＇ 
-
財

産 差押年月 日 令和 年 月 日

差押財産搬出調書謄本（保管者あて）を受領しました。

（ ） 且

差押財産搬出調書謄本を受領しました。

立会人（ ） 且

B-j 

察

蛍

m 

達

追

浙

廷
門
蛍
翌
吐

7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。



別紙

新旧対照表

改正 後

306010-011 差押財産搬出調書

306010-012 差押財産搬出調書謄本

【調理要領】

「差押財産搬出調書」

1 （省略）

2 調理要領

(1) • (2) （省略）

(3) 「差押財産搬出調書謄本（保管者あて）を受領しました。」欄には、保管者に交付

すべき差押財産搬出調書謄本を受額した者の署名（記名を含む。）を受ける（署名』囮

名を含む。）を拒んだときは、その理由を記載する。）。

なお、この欄のかっこ内は、保管者と謄本を受領した者との続柄又は関係を記載

する。

(4) 「差押財産搬出調響謄本を受領しました。」欄には、立会人の署名（記名を含む。）

を受ける。

なお、この欄のかっこ内は、保管者と立会人との続柄又は関係を記載する。

（注） （省略）

(5) （省略）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

306010-011 差押財産搬出鯛書

306010-012 差押財産搬出調書謄本

【調理要領】

「差押財産搬出調書」

1 （同左）

2 調理要領

(1) • (2) （同左）

(3) 「差押財産搬出調書謄本（保管者あて）を受領しました。」欄には、保管者に交付

すべき差押財産搬出調書謄本を受領した者の署名、押印を受ける（署名、押印を拒

んだときは、その理由を記載する。）。

なお、この欄のかっこ内は、保管者と謄本を受領した者との続柄又は関係を記載

する。

(4) 「差押財産搬出調書謄本を受領しました。」欄には、立会人の署名、押印を受ける。

なお、この欄のかっこ内は、保管者と立会人との続柄又は関係を記載する。

（注） （同左）

(5) （同左）
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国
洪.... 

差押財産の使用等許可申立書

税務署長殿 令和 年 月 日

（ 滞 納 者
） 住所 氏名

申 法人番号 | | I I I I I I I I I 

器゚
立
人 （ ）住所 氏名

（ ）住所 氏名 図
下記差押財産の使用（航行、運行）を許可してください。 ゜
滞 納者 | （住所 所在） 1 

塁足
I （名氏 名称） 1 

差 押 財 産 使用等を必 要 と す る 理 由 塁臣
s 
塁深

差押年月日 1 令和 年 月 旧
哨

令和 年 月 日 団諾 否 の 通 知
税務署長

財務事務官 印 世

にト
職

あなた（貴社）がこの許可（不許可）について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、 に対する
再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかをすることができます。提出先 または、 首席国税審判官
なお、この処分に対する行政訴訟の提起に団する事項については、裏面をご覧ください。

団..... 

差 押 財 産 の 使 用等許可申立書

税務署長殿 令和 年 月 日

（ 滞 納 者
） 住所 氏名 ll! 

申 法人番号 | | | 

羞＇ 
立

）住所 且．人 （ 氏名

（ ）住所 氏名 且． 図＇ 
下記差押財産の使用（航行、運行）を許可してください。 ゜
滞 納者 | （住所 在所） 1 贈 姑

|は!) I 
菩

差 押 財 産 使用等を必 要 と す る 理 由 星門
s 
溶

差押年月日 1

湛l菩
令和 年 月 日

患岡令和 年 月 日
諾 否 の 通 知

税務署長
世財務事務官 自

にト
鵬

あなた（貴社）がこの許可（不許可）について不服があるとぎは、この通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、 に対する
再調査の請求と届税不服審判所長に対する審査請求のいずれかをすることができます。提出先 または、 首席国税審判官

なお、この処分に対する行政訴訟の提起に関する事項については、裏面をご覧ください。

B-j 

察

蛍

m 

達

栗

浙

姪
門
毒
冷
｝
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7
Y
ーヽ
7
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国
洪.... 

：＇ ＇ 9,’収’-受--印̀‘‘‘ ｀ ` ＇ ， 差押動産の使用・収益許可申請書

令和 年 月 日

‘、̀
、9,

税務署長 殿
` --- と 住 所

申滞 所在地

羞＇ 

請納
氏名

名称
者者

I I I I I I I I I I I I -、 法人番号

図＇ 国 税 徴 収 法 第 61条第 1項の規定により、下記のとおり差押勁産の使用・収益の許可を申請します。
よ

差 押 年 月 E | 令和 年 月 日 贈
菩 足

□ s 臣
溶

使用・収益 迪． 深
の許可を

届団申請する

差押動 産 冊

[i 

団..... 

9、99’9 --̀  `‘‘、
差押動産の使用・収益許可申請書

：`̀ 収受印 ＇ヽ ， 令和 年 月 日

‘̀ ,'‘’ 税務署長 殿
住所｀ ‘---Z 

薔゚日
所在地

氏名
Ill 名称

- 法人番号 | | | 図
国税 徴 収 法 第 61条第 1項の規定により、下記のとおり差押動産の使用・収益の許可を申請します口 」

差 押 年 月 日 | 令和 年 月 日 塁姑
湮
蹄

畠門

使用・収益 迪． 菩
の許可を

且→ 
申請する

旦
差押動 産

冊

［； 

B-j 

察

蛍

m 

達

栗

浙

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。
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国
洪.... 

'、、'‘---‘‘‘‘、 差 押 動 産 の 使 用 ・ 収 益 許可申請書（権利者用）

器゚
｛ 収受印 ｝ 令和 年 月 日

‘、 ‘ヽ’ 税務署長 殿 I:者 畠氏丘： 名且 | ` ----

図

゜
国 税 徴 収 法 第 61条第 2項の規定により、下記のとおり差押動産の使用・収益の許可を申請します。 誓

住所
（所在） 湮

滞納者 繭
氏名 s 足（名称）

| 
溶

差 押 年 月 日 令和 年 月 日 迪． 臣
使用・収益

乱団の許可を 深

申請する
世

差押動産

fi 
蓄^  使用又は 埜

収益をする 曲
権利の内容 玉ヽ

団..... 
,'ヽ‘’---̀‘‘‘、 差 押 動 産 の 使 用 ・ 収 益 許可申請書（権利者用）

羞＇ 

＇ ＇ ＇ ’‘、収受印 ,‘ ’ ` ， ＇ 

令和 年 月 日

、̀---Z 、 税務署長 殿

| 悶者 后氏五ぶ名且；
且 I 図＇ 

゜
国税 徴 収 法 第 61条第 2項の規定により、下記のとおり差押動産の使用・収益の許可を申請します。 贈

住所
菩

（所在） 湮
滞納者 岡

氏名 s 姑（名称）

溶
差 押 年 月 日 | 令和 年 月 日 湛l． 門

使用・収益 乱
の許可を 喜菩

申請する
世

差押動産

昌
＾ 高

使用又は 埜
収益をする 曲

権利の内容
迪
ヽ

B-j 

察

蛍

m 

達

栗

浙

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。



【
荼
洪
】

B-j 

察

署 長 副 署長 総務課長 特別徴収官
統括官

担 当 者

差 押 調 書 年 月 日

下記の滞納国税・地方消費税が、督促状を発したEから起算して10Eを経過したEまでに完納されていないことから、当該滞納国税・地方消費税及び滞納処分費を徴収するため、国税徴収法第47条第1項第1号の規定

により、あなた（黄社）の下記財産を差し押さえましたので、同法54条の規定により、この閥書を作ります］なお、この差押え後は、下記の財産の取立て、その他の処分又は電子記録の請求をすることができません。

滞 債
住所

（所在）
納 権

氏名
者 者

（名称）

滞 年度 税目
納期限

本 税 加 算 税 延滞税 利了・税 滞 納処分 黄 法 定 納 期 限 等 備 考
督促等年月日

納
| 

円法嘩に 円 円

国

税

等

差 債 住所

務
（ 所 在 ）

押 氏名
I内容 1 別紙財産目録のとおり者

（ 名 称 ）
債

履行期限I
「（調書謄本（託者あて）を受領しましに 債（権芦押lJl匁書（第三慨務者あて）を受領しました 債（権差押通知書（竜子債権記録槻関あて）を受領しました。

権
年月日 年月日 年月日

） ） ） 

1 この差押えは、国税の納付がないときに国が滞納者の電子記録債権を取立て等ができる状態におく強制的な処分であり、ごれにより、滞納者は、差押えを受けた電子

備 記録債権の取立てその他の処分をすること又は電子記録の請求をするごとが禁止されます。

2 滞納者に対しては差押調書の謄本を交付します。また、第三債務者及び電子債権記録機関に対しては債権差押通知書を送達します。

考 3 差押債権（金銭）を国が取り立てたときは、後 H、税務署から「配当計算書」 （取り立てた金銭を国税等に配当する旨を記載した書類）を送付します。

4 「滞納処分費」欄に掲げた金額は、この調書作成のHまでのものです。

HRD2P13 連絡先 担当

電話 内線
（電子記録債権用）

3
0
6
0
1
0
-
0
1
9
 

贈
菩
畢
鴫
（
鴫
ボ
吊
緊
宣
高
丑
）

足

臣

深

蛍

m 
-

2
5
 - 【

荼
洪
】

署長 副 署長 総務課長 特別徴収官
絞括官 担当者

達

栗

浙

差 押 調 書 年 月 日

下記の滞納国税・地方消費税が、督促状を発したEから起算して10日を経過したEまでに完納されていないことから、当該滞納匡税・地方消要税及び滞納処分費を徴収するため．国税徴収法第47条第1項第1号の規定

により、あなた（黄社）の下記財産を差し押さえましたので、同法54条の規定により、この願害を作ります，なお、この差押え後は、下記の財産の取立て、その他の処分又は電子記録の請求をすることができません。

滞 ＾ 住所
債

（所在）
納権

氏名
者 者

（名称）

滞 年度 税目
納期限

本 税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 法定納期限等 備 考
督促等年月日

納 円 叫法律にる金額 円 F法律による金額 円

国

税

等

差 債 住所

務
（ 所 在 ）

押 氏 名 I内容 I別紙財産目録のとおり者
（ 名 称 ）

債

履行期限I
差（押調書謄本（滞納者あて）を受領しました |呻差押通知書（第三畔者あて）を受領しまし"" I債（権差押遥知書:）子侯権：録濃関：て）を受領しました

権
年月日 年月日

） 皿 （）豆風

1 この差押えは、国税の納付がないときに国が滞納者の電子記録債権を取立て等ができる状態におく強制的な処分であり、これにより、滞納者は、差押えを受けた電子

備 記録債権の取立てその他の処分をすること又は電子記録の諸求をすることが禁止されます口

2 滞納者に対しては差押調書の謄本を交付します。また、第三債務者及び電子債権記録機関に対しては債権差押通知書を送達します。

考 3 差押倍権（金銭）を国が取り立てたととは、後 H、税務署から「配当計算書」 （取り立てた金銭を国税等に配当する旨を記載した書類）を送付します。

4 「滞納処分費」欄に掲げた金額は、この調書作成のHまでのものです。

HRD2P13 連絡先 担当

電話 内線
（電子記録債権用）

3
0
6
0
1
0
-
0
1
9
 

贈
菩
萱
鵬
（
鴫
ボ
吊
蔀
育
高
迪
）

姑

門

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。

菩



【
荼
洪

B-j 

察

住

所

氏

名
差 押 調書謄本

別紙「処分理由」により、下記の財産を差し押さえましたので、国税徴収法第54条の規定により、この調書を作ります。

なお、この差押え後は、下記の財産の取立て、その他の処分又は電子記録の請求をすることができません。

滞＾ 住所
債

（所在）
納権

氏名
者 者

（名称）

滞 年度 税目
納期限

本 税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 法定納期限等 備 考
督促等年月日

納 円 円法律による金額 円 叫法官による金額 円

国

税

等

差 債務 I （住所 所在） 1 

押
者 1 （名氏 名称） 1 I内容 1別紙財産目録のとおり

債

履 行 期 限

て己人ぷし＾し -2 て）を受領しましfこ てぼ文同しまし9こ．

権 | （ 

年 月 日 | （ 

年 月 日 I ( 年 月 E 

） ） ） 

1 この差押えは、国税の納付がないときに国が滞納者の電子記録債権を取立て等ができる状態におく強制的な処分であり、これにより、滞納者は、差押えを受けた電子

備 記録債権の取立てその他の処分をすること又は電子記録の請求をすることが禁止されます。

2 滞納者に対しては差押調書の謄本を交付します。また、第二債務者及び電子債権記録機関に対しては債権差押通知書を送達します。

考 3 差押債権（金銭）を国が取り立てたときは、後日、税務署から「配当計算書」 （取り立てた金銭を国税等に配当する旨を記載した書類）を送付します。

4 「滞納処分費」欄に掲げた金額は、この調書作成の日までのものです。

| 
連絡先 担当

電話 内線 △ 

年 月 日

（電子記録債権用）

3
0
6
0
1
0
-
0
2
0
 

贈
菩
彗
鴫
溺
サ
（
鴫
+
閉
曲
史
躙
蒜
濁
）

足

臣

深

蛍

m 
-

2
6
 -

【荼洪】

住

所

氏

名
差押調書謄本

別紙「処分理由」により、下記の財産を差し押さえましたので、国税徴収法第54条の規定により、この調書を作ります。

なお、この差押え後は、下記の財産の取立て、その他の処分又は電子記録の請求をすることができません

滞＾ 住所
債

（所在）
納権

氏名
者 者

（名称）

滞 年度 税目 督納促等期年月限日 本 税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 法定納期限等 備 考

納 円 円法律による金額 円 円I""手による金額 円

国

税

等

差 債 I住所 1
務 （所在）

押
者 1 （氏名 名称） 1 |内容 1別紙財産目録のとおり

債

履 行 期 限 I
工 し

年~”.月. " -日~ 

⑮ | ( 
ー・ア呵 eo  

権 | （ 

年 月 日

国 1(
年 月 E 

） ） ） 固

1 ごの差押えは、国税の納付がないときに国が滞納者の電子記録債権を取立て等ができる状態におく強制的な処分であり、これにより、滞納者は、差押えを受けた電子

備 記録債権の取立てその他の処分をすること又は電子記録の請求をすることが禁止されます。

2 滞納者に対しては差押調書の謄本を交付します。また、第三債務者及び電子債権記録機関に対しては債権差押通知書を送達します。

考 3 差押債権（金銭）を国が取り立てたときは、後日、税務署から「配当計算書」 （取り立てた金銭を国税等に配当する旨を記載した書類）わ送付します。

4 「滞納処分費」欄に掲げた金額は、この調書作成の日までのものです。

HRD2Pl2 連絡先 担当

電話 内線 △ 
（電子記録債権用）

達

栗

浙

年 月 日

3
0
6
0
1
0
-
0
2
0
 

贈
菩
彗
鳴
葉
サ
（
鴫
ボ
閉
緊
直
蒜
油
）

姑

門

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。

菩



【
禁
洪
】

B-j 

察

住

所

氏

名
債権差押通知書

下記の滞納国税・地方消費税及び滞納処分費を徴収するため、下記の債権を差し押さえます。

への通知を受けた後に差押電子記録債権の電子祀録をしてもその電子記録は無効です，

滞 債
住所
（所在）

納 権
氏名

者 者
（名称）

滞 年 度 税 目
納期限

本 税 加 算 税 延滞税 利子税 滞納 処分費 法定納期限等 備 考

納
督促 等 年月日

-←によ”立収 '--による金謬

国

税

等

差 債務 1 （住所 在所） 1 

押
者 1 （名氏 名称） 1 I内容 I別紙財産目録のとおり

債

履行期阪 1

年 』S9月ユ
c,_ ， 

権 | （ 
日 | （ 

年月 日 | （ 
年 月 日

） ） ） 

I この差押えは、 国税の納付がないとぎに国が滞納者の電子記録債権を取立て等ができる状態におく強制的な処分であり、これにより、滞納者は、差押えを受けた電子

備 詑録債権の取立てその他の処分をすること又は電子祀録の請求をすることが禁止されます。

2 滞納者に対しては差押調書の謄本を交付します。また、第三債務者及び寵子債権記録機関に対しては債権差押通知書を送達しますc

考 3 「滞納処分費」欄に掲げた金額は、この通知書作成の 日までのものです。

HRD2Pll 連絡先 担当

電話 内線 △ 

年 月 日

（電子記録債権用）

電子債権記録機閲あて

3
0
6
0
1
0
-
0
2
1
 

直
蒜
贈
菩
画
苔
鴫
（
鴫
ボ
閉
嘉
黛
苫
迪
．
鴫
ボ
宣
蒜
吊
邸
藩
湮

s
t
)

痣

臣

深

蛍

m 
-

2
7
 -

【荼洪】

住

所

氏

名

下記の滞納国税・地方消費税及び滞納処分費杞敦収するため、下記の債権を差し押さえます。

ごの通知を受けた後に差押電子記録債権の喧子記録をしてもその霞子記録は無効です

滑＾ 住所
債 （所在）

納権
氏 名

者者
（名称）

滞 年 度 税 目
納期 限

本 税 加 算 税 延滞 税 利子 税 滞 納処 分費 法定納期限等 備 考

納
督促等年月 日

による金顎 による金碩

国

税

等

差 債務 1 （住所 在所） 1 

押
者 1 （氏名 名称） 1 I内容 1 別紙財産目録のとおり

債

履行期限

工

権 | （ 
年 月 日

⑲ | ( 年 月 日

⑲ | （ 
年 月 日

） ） ） 向

1 この差押えは、国税の納付がない峠ざに国が滞納者の電子詑録債権を取立て等ができる状態におく強制的な処分であり、これにより、滞納者は、差押えを受けた電子

備 記録債権の取立てその他の処分をすること又は電子記録の請求をすることが禁止されます。

2 滞納者に対しては差押調書の謄本を交付します。また、第三債務者及び電子債権記録機関に対しては債権差押通知書を送達します。

考 3 
「滞納処分費」渭に掲げた金額は、この通知書作成の 日までのものです。

達絡先

債権差押通知書

担当

電話 内線 △ 

年 月 日

（電子記録債権用）

電子債権記録機関あて

3
0
6
0
1
0
-
0
2
1
 

宣
蒜
贈
菩
巌
苔
囀
（
鴫
ボ
閉
緊
直
蒜
油
・
鴫
+
章
高
-
B
蔀
藩
湮

s
t
)

達

追

浙

廷

臣

廷
門
蛍
翌
吐

7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。

弓



【
荼
洪
】

B-j 

察

住

所

氏

名
債権差押通知書

下記の滞納国税・地方消黄税及び滞納処分費を徴収するため、下記の債権を差し押さえます。差押債権は、下記の履行期限までに当税務署に支払ってください。

なお、ごの通知を受けた後は、債権者に支払ってもその支払は無効です。

滞 ~ 債~ 住所

（所在）
納権

氏名
者 者

（名称）

滞 年 度 税目
納期限

本 税 加算税 延滞税 利子税 滞 納処分 費 法定納期限等 備 考

納
督促等年月日

l法律による金額 法惇によジ皿Jl

国

税

等

差 債務 1 （住所 在所） 1 

押
者 1 （名氏 名称） 1 |内容 1別紙財産目録のとおり

債

履行期限 I
て•- -c 年ー月て~日- S o 

"‘百 て ；し,..

権 I ( 
年月 日 | （ I ( 

年月 日

） ） ） 

I この差押えは、匡税の納付がないときに国が滞納者の電子記録債権を取立て等ができる状隙におく強制的な処分であり、これにより、滞納者は、差押えを受けた電子

備 記録債権の取立てその他の処分をすること又は電子記録の請求をすることが禁止されます。

2 滞納者に対しては差押調書の謄本を交付します。また、第三債務者及び電子債権記録機関に対しては債権差押通知書を送達しますc

考 3 「滞納処分費」欄に掲げた金額は、この通知書作成の日までのものです。

連絡先 担当

電話 内線 △ 

年 月 日

（電子記録債権用）

第三債務者あて

3
0
6
0
1
0
-
0
2
2
 

足

黛
高
贈
菩
巌
苔
鴫
（
鴫
ボ
閉
嘉
1

躙
益
濁
．
瀕
川
宣
漆
曲

s
t
)

臣

深

蛍

m 
-

2
8
 -

【荼洪】

住

所

氏

名

連絡先

債権差押通知書

下記の滞納国税・地方消費税及び滞納処分費針致収するため、下記の債権を差し押さえます。差押債権は、下記の履行期限までに当税務署に支払ってください。

なお、ごの通知を受けた後は、債権者に支払ってもその支払は無効です。

｀ ＾住所

債権 （所在）

納者氏名

者 ッ （名称）

滞 年度 税目
納期限

本 税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 法定納期限等 備 考
督促等年月 E

納 円 円法律による金額 円 円法律による金額 円

国

税

等

差 債務 1 （住所 所在） 1 

押

者 I 心 心 ） 1 
I 内容 1 別紙財産目録のとおり

債

履 行 期 限 I
て，こエ四しよし9eo て)~-こヌ:日しよしたシ て~/こエ四し←し9-

権 I ( 年月 日

皿 1( 

年月 日

且 1( 

年月 日

） ） ） 豆
1 この差押えは、国税の納付がないときに国が滞納者の電子記録債権を取立て等ができる状態におく強制的な処分であり、これにより、滞納者は、差押えを受けた電子

備 記録債権の取立てその他の処分をすること又は電子記録の請求をすることが禁止されます。

2 滞納者に対しては差押調書の謄本を交付します。また、第三債務者及び電子債権記録機関に対しては債権差押通知書を送達します。

考 3 「滞納処分費」欄に掲げた金額は、この通知書作成の日までのものです。

担当

電話 内線

年 月 H
 

△ 
（電子記録債権用）

第三債務者あて

3
0
6
0
1
0
-
0
2
2
 

直
蒜
贈
菩
巌
苔
鳴
（
鴫
ボ
閉
緊
直
蒜
油
・
濶
川
育
漆
曲

s
t
)

達

栗

浙

姑

門

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
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別紙

新旧対照表

改正 後

306010-019 差押調書（電子記録債権用）

306010-020 差押調書謄本（電子記録債権用）

306010-021 債権差押通知書（電子記録債権用・電子債権記録機関あて）

306010-022 債権差押通知書（電子記録債権用•第三債務者あて）

【調理要領】

「差押調書（電子記録債権用）」

1 （省略）

2 調理要領

(1)~(3) （省略）

(4) 「差押調葺謄本（滞納者あて）を受領しました。」欄は、滞納者に交付すべき差押

調載謄本を受領した者の署名（記名を含む。）を受ける。なお、この欄のかっこ内は、

滞納者と謄本を受領した者との続柄又は関係を記載する。

(5) 「債権差押通知響（第三債務者あて）を受領しました。」欄は、債権差押通知書を

受額した者に受額期日及び受領時刻を記入させ、その者の署名（記名を含む。）を受

ける。

なお、この欄のかっこ内は、第三債務者と債権差押通知害の受領者との続柄又は

関係を記載する。

(6) 「債権差押通知書（電子債権記録機関あて）を受領しました。」欄は、債権差押通

知書を受領した者に受領期日及び受領時刻を記入させ、その者の署名（記名を含む。）

を受ける。

なお、 この欄のかっこ内は、電子債権記録機関と債権差押通知書の受領者との続

柄又は関係を記載する。

(7) （省略）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

306010-019 差押調書（電子記録債権用）

306010-020 差押調書謄本（電子記録債権用）

306010-021 債権差押通知書（電子記録債権用・電子債権記録機関あて）

306010-022 債権差押通知書（電子記録債権用•第三債務者あて）

【調理要領】

「差押調書（電子記録債権用）」

1 （同左）

2 調理要領

(1)~(3) （同左）

(4) 「差押調書謄本（滞納者あて）を受領しました。」欄は、滞納者に交付すべき差押

調臀謄本を受領した者の署名、押印を受ける。なお、この欄のかっこ内は、 滞納者

と謄本を受領した者との続柄又は関係を記載する。

(5) 「債権差押通知書（第三債務者あて）を受領しました。」欄は、債権差押通知言を

受領した者に受領期日及び受領時刻を記入させ、その者の署名、押印を受ける。

なお、この欄のかっこ内は、第三債務者と債権差押通知害の受領者との続柄又は

関係を記載する。

(6) 「債権差押通知書（電子債権記録機関あて）を受領しました。」欄は、債権差押通

知書を受領した者に受領期 H及び受領時刻を記入させ、その者の署名、押印を受け

る。

なお、この欄のかっこ内は、電子債権記録機関と債権差押通知書の 受領者との

続柄又は関係を記載する。

(7) （同左）
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国
洪.... 

‘# --̀  ‘̀ 

給料等の差押えの承諾書99 / ‘’、

｛収受印｀： 令和 年 月 E 

’,‘‘ 
、9

税務署長殿'ヽ

ヽ‘---ご 住所

氏名

羞＇ 
国税徴収法第 76条 第 1項、第 2項及び第 4項の給与等又は退職手当等の差押えの禁止の規定にかかわらず、次のとおり差押え

図笞されることを承諾します。

第 住所 足
（所在）

i 債

務 氏名

者
（名称） 臣

s 
憚

承
菩 深

・ • ・ • 
沖

諾 s 
—------ • • • • • • --• ； の

『（『ヽ

内

容

団..... 

、、9’‘-～ ̀‘̀‘‘、 給料等の差押えの承諾書
；9 収受印,： 令和 年 月 日

¥、、‘、9 税務署長 殿

｀ ` 9• --•' ヽ 住所

氏名 印

薔゚
国税徴収法第 76条 第 1項、第 2項及び第 4項の給与等又は退職手当等の差押えの禁止の規定にかかわらず、次のとおり差押え

図笞されることを承諾します。

第 住所 姑
（所在）

塁債

務 氏名

者 （名称） 哨 門
s 
塁承

菩
~ / ~ / 

沖
諾 s 

』の

内 ・ • ・ • 

------ ・ ・ ・ ・ ・ ・ --・ 

容

B-j 

察

蛍

m 

達

栗

浙

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。
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国
洪.... 

令和 年 月 H 

取 上 調 書

税務署

財務事務官 印

蓋゚滞納処分上必要があるので、下記書類を取り上げる。 痣
住 所 図r 

滞納 者
（所在）

氏 名 ｀`』 臣
（名称）

証 書 の 名 称 等 差 押 財 産 焙
取 h 深り 彗
上

囀げ

た

証

書

取上調書謄本（処分を受けた者あて）を受領しました。

令和 年 月 日 （ ） 

取上調書謄本を受領しました。

立 会 人 （ ） 

国
洪..... 

令和 年 月 日

取 上 詞 書

税務署

財務事務官 印

薔゚滞納処分上必要があるので、下記書類を取り上げる。 廷
住 所

図ご滞納 者
（所在）

氏 名 臣
（名称）

証 書 の 名 称 等 差 押 財 産 愕
取 h 吾トり 豊i
上

鴫げ

た

証

書

取上調書謄本（処分を受けた者あて）を受領しました。

令和 年 月 日 （ ） _fil 

取上調書謄本を受領しました。

立 会 人 （ ） 且

B-j 

察

蛍

m 

達

追

浙

廷
門
蛍
翌
吐

7
Y
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圭
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が
。
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国
洪.... 

令和 年 月 H 

取 上 詞 書 謄 本

税務署

殿 財務事務官 印

暑＇ 滞納処分上必要があるので、下記書類を取り上げる。

住所 図笞
痣

滞納者
（所在）

氏 名

（名称）

愕
臣

証 書 の 名 称 等 差 押 財 産

取 h 
り 豊 深上

＇ 
げ

た

証

書

取上調苔謄本（処分を受けた者あて）を受領しました。

令和 年 月 日 （ ） 

取上調書謄本を受領しました。

立 会 人 （ ） 

速絡先 （ 部門担当

） 電話 局 番内線

国
洪..... 

令和 年 月 日

取 上 調 書 謄 本

税務署

殿 財務事務官 印

葛＇ 滞納処分上必要があるので、下記書類を取り上げる。

住所 苫婆
廷

滞納者
（所在）

氏 名

（名称）
焙 臣

証 書 の 名 称 等 差 押 財 産 h 取

り 彗 吾ト
上

＇ 
げ

た

証

書

取上調苔謄本（処分を受けた者あて）を受領しました。

令和 年 月 日 （ ） 且．

取上調書謄本を受領しました。

立 会 人 （ ） 且

連絡先 （ 部門担当

） 電話 局 番内線

B-j 

察

蛍

m 

達

追

浙

廷
門
蛍
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が
。



別紙

新旧対照表

【調理要領】

「取上調書」

1 （省略）

2 調理要領

(1) • (2) （省略）

改正 後

306010-027 取上調書

306010-028 取上調書謄本

(3) 「取上調書謄本（取上処分を受けた者あて）を受領しました。」欄には、取上処分

を受けた者に交付すべき取上調書謄本を受領した者の署名（記名を含む。）を受ける

（署名（記名を含む。）を拒んだときは、その理由を記載する。）。

なお、この欄のかっこ内は、取上処分を受けた者と謄本を受領した者との続柄又

は関係を記載する。

(4) 「取上調書謄本を受領しました。」欄には、立会人の署名（記名を含む。）を受

ける。

なお、この欄のかっこ内は、取上処分を受けた者と立会人との続柄又は閲係を

記載する。

（注） （省略）

【調理要領】

「取上調書」

1 （同左）

2 調理要領

(1) • (2) （同左）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

306010-027 取上調書

306010-028 取上調書謄本

(3) 「取上調書謄本（取上処分を受けた者あて）を受領しました。」欄には、取上処分

を受けた者に交付すべき取上調書謄本を受頷した者の署名、押印を受ける（署名.:,__

担を拒んだときは、その理由を記載する。）。

なお、この欄のかっこ内は、取上処分を受けた者と謄本を受領した者との続柄又

は関係を記載する。

(4) 「取上調書謄本を受領しました。」欄には、立会人の署名、押印を受ける。

なお、この欄のかっこ内は、取上処分を受けた者と立会人との続柄又は関係を記

載する。

（注） （同左）
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国
洪.... 

，ヽ—-~̀ ̀＼ 
差押債権の弁済の委託に関する承認書

｛9ヽヽ収受印 、： 
令和 年 月 日

‘̀、
、、9

税務署長 殿
`̀ -•—-‘ 

＾ 
住所

羞゚
申滞

所在地

請納
氏名

者者
名称

- 法人番号 I I I I I I I I I I I I 図話
私（当社）が差押えを受けた下記債権について、第三債務者が貴職に対して下記証券で弁済の委託をすることを承認します。

第 住所

； 湛

（所在）
債

氏名 足務
者 （名称）

種 類 及 び 金 額

s 臣債

塁
権 s 深

湘
差押年月日 令和 年 月 日 常

弁 証券の種類
券 面 金 額

支 払 人
支 払 期 日

I住 所 (I 
済 記 号 番 号 支 払 場 所 振出人 I 氏名又は名称 湿
の

叫
委

か託

を 渕
す 櫻i
る

証

券

団..... 

,’9 9’---` ‘`¥ 
差押債権の弁済の委託に関する承認書

｛収受印 ： 令和 年 月 日
’、、 ',’ 税務署長 殿

羞` ` --，， ，， 

＾ 
住所

申滞
所在地

請納
氏名

且 ＇ 
者者

名跡

苫迄-/ 法人番号 | | | 

私（当社）が差押えを受けた下記債権について、第三債務者が貴職に対して下記証券で弁済の委託をすることを承認します。

第 住所 贈
（所在）

昌蒜
債

氏名 姑務
苦 （名称）

種 類 及 び 金 額 s 門
債 塁

s 菩権 湘

差押年月日 令和 年 月 日 界

弁 証券の種類 支 払 人 I住 所 百

済 記 号 番 号
券面金額

支 払 場 所
支 払 期 日

振出人 I 氏名又は名称 湮
の 叫
委 か
託 渕
を E函’’’’ 
す

る

証

券

B-j 

察

蛍

m 

達

栗

浙

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
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7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。



粽

o
g
`
Q
g

や
志
廻
S
¥
パ}ぃー
J
{
＼
バ

4
い丑，
1

令
垢
山
洛

固

洛

（
正
翡
専
＃
珈
幽
）
蜘
匿
要
割

680_ol0908 

.. ~-...,....~ 
（ E両 ) ,¥対・斗’| 

x.(• こ＂ i "ーで r''"'• 迂 ゴユじ—.. ; ：： t1i: ¢ ̀  1シ:--,}『姦 ì-t恥 tり r 
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察

住

所

氏

名
差 押 調 書 謄

別紙「処分理由」により、下記の財産を差し押さえましたので、国税徴収法第54条の規定により、この調書を作ります。

なお、この通知を受けた後は、下記の財産の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申語をすることができません。

本

日

~ ~ 

住所
滞 信

（所在）
納 権

氏 名者 者

- （名称）

滞 年度 税 日
納期限

本 税 加 算 税 延滞税 利 子 税 滞納 処 分黄 法定納期限等 備 考
督促等年月日

納 円 円法律による金額 円 Pl法律による金頷 円

国

税

等

差 発 住所（所在）
押 行
振

者 氏名（名称） I内容牌l紙財産目録のとおり
替

振 機
社 住所（所在）

債 替 関

等 等 氏名（名称）

差押調書謄本（滞納者あて）を受領しました

| 
差押通知香（発行者あて）を受領しました

| 
差押通知香（振替機関等あて）を受領しまし迄

年 月 日 年 月 E 年 月 E 

（ ） （ ） （ ） 

1 この差押えは、国税の納（寸がないときに国が滞納者の振替社偵等を取立て等ができる状態におく強間的な処分であり、これにより、滞納者は、差押えを受けた振替社債等の

備 取立てその他の処分をすること又は振替若しくは抹消の申請をすることが禁止されます。
2 滞納者に対しては差押調書の謄本を交付します。また、発行者及び振替機関等に対しては差押通知書を送達します。

考 43 差「滞押納振処替分社晋債輝等をに国褐がげ取たり合立額てばたとこきのは調、害後作日成、税の務日署まかでのらも「配の当で計す算^ 書」（取り立てた金銭を国税等に配当する旨を記載した書類）を送付します。

【
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洪
】
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住

所

氏

名
差 押 調 書 謄 本 年 月

【
荼
洪
】

達

栗

浙

日

別紙「処分理由」により、下記の財産を差し押さえましたので、国税徴収法第54条の規定により、この調書を作ります。

なお、この通知を受けた後は、下記の財産の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請をすることができません

滞 債
住所

（所在）
納 権

氏 名者 者

- （名称）

滞 年度 税 日
納期限

本 税 加 算 税 延滞税 利子税 滞納 処 分費 法定納期限等 備 考
督促等年月日

納 コ 円法律による金額 円 円法律による金額 円

国

税

等

差 発 住所（所在）
押 行
振

者
氏名（名称） I内容 1別紙財産目録のとおり

替
仮 機

社 住所（所在）

債 替 関

等 等 氏名（名称）

差呑謄本（滞納者あて）を受領しました

| 
差押遥知呑（発行者あて）を受領しました 差押通知呑（振替揖閤等あて）を受領しました，

年 月 日 年 月 日 年 月 El 

（ ） 且． （ ） 且 （ ） 幽
1 この差押えは、国税の納付がないときに国が滞納者の振替社債等を取立て等ができる状態におく強制的な処分であり、これにより、滞納者は、差押えを受けた振替社債等の

備 取立てその他の処分をすること又は振替若しくは抹浬の申請をすることが禁止されます。
2 滞納者に対しては差押調書の謄本を交付します。また、発行者及び振替機関等に対しては差押通知書を送達します。

考 43 差「滞押納振処替分社菩債l等欄をに国褐がげ取たり令立額てはたとこきのは調、書後作E成、税の務日署までかのらも「配の当で計す算^ 書」（取り立てた金銭を国税等に配当する旨を記載した書類）む差付します。
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別 紙

新 旧 対 照 表

改 正 後 改 正

改正部分はアンダーラインの箇所である。

前

306010-041 差押通知書（振替社債等用・振替機関等あて） 306010-041 差押通知書（振替社債等用・振替機関等あて）

【様式】 【様式】
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住

所

氏

名
差 押 通

下記の滞納国税・地方消費税及ぴ滞納処分費を徴収するため、下記の振替社債等を差し押さえます。

差押振替社債等について金銭の支払等をする場合には、当税務署に対して履行してください。

なお、この通知を受けた後は、滞納者に履行してもその履行は無効です。

知 書

日

＾ 住 所
滞債 （所在）
納権

氏 名者者

- （名称）

滞 年度 税 目
納期限

本 税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分黄 法 定 納 期 限 等 備 考
督促等年月 H

納 -＇＋による金額 円 巨広惇による金額 円

国

税

等

差 発 住所（所在）
押 行

振
者

氏名（名称） I内容枷紙財産目録のとおり

替
振 機

社 住所（所在）

債 替関

等 等
氏名（名称）

差 ，て）を受領しました．

| 
差押通知害発行者あてを受領しました．

| 
差押適知菩（振替機関等あてを受領しました．

月 日 年 月 日 年 月 日

（ ） （ ） （ ） 

備
1 この差押えは、国税の納付がないときに国が滞納者の振替社信等を取立て等ができる状態におく強韻的な処分であり、これにより、滞納者は、差押えを受けた振替社信等の

取立てその他の処分をすること又は振替若しくは抹消の申請をすることが禁止されます。

考 2 滞納者に対しては差押閥書の謄本を交付します。また、第三債務者及び振替機関等に対しては差押通知害を送達します。

3 「滞納処分要」襴に掲げた金額は、この通知害作成のHまでのものです。

| 
↓ し↓』↓Jしー'’

電話 内線 △ 
（如~曰，．L ［真.用）

発行者あて
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荼
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】
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住

所

氏

名
差 押 通 知 響

【
荼
洪
】

達

栗

浙

3
0
6
0
1
0
-
0
4
2
 

下記の滞納国税・地方消費税及び滞納処分費を徴収するため、下記の振替社債等を差し押さえます。

差押振替社債等について金銭の支払等をする場合には、当税務署に対して履行してください。

なお、この通知を受けた後は、滞納者に履行してもその履行は無効です。

ー 住 所
滞債 （所在）
納権

氏名者者

- （名称）

滞 年度 税 目
納期限

本 税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 法定納期限等 備 考
督促等年月日

納 円 円法芹による金顎 円 巨法祠による金額 円

国

税

等

差 発 住所（所在）
押 行

振
者

氏名（名称） I内容 1別 紙 財 産目 録のとお り

替
坂 機

社 仕所（所在）

債 替 関

等 等
氏名（名称）

~し iし。

| 
差押通知呑（発行者あて）を受領しました。

| 
差押遥知香（振替槻閉等あて）を受領しました。

月 日 年 月 日 年 月 日

（ ） 且 （ ） 且 （ ） 豆
備 1 この差押えは、国税の納付がないときに国が滞納者の振替社偕等を取立て等ができる状態におく強制的な処分であり、これにより、滞納者は、差押えを受けた振替社偕等の

取立てその他の処分をすること又は振替若しくは抹消の申請をすることが禁止されます。

考
2 滞納者に対しては差押調書の謄本を交付します心また、第三債務者及び振替機関等に対しては差押通知書を送達します。

3 「滞納処分費」欄に掲げた金額は、この通知書作成の日までのものです。

贈
菩
巌
苔
鵬
（
菊
噂
＃
直
哨
油
・
滞
f

↓
曲

s
t
)

姑

門

HRD2P15 
連絡先 担当

電話 内綜 △ 
（振は',上に＇用）
発行者あて

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。

菩



別紙

新旧対照表

改正 後

306010-039 差押調書（振替社債等用）

306010-040 差押調書謄本（振替社債等用）

306010-041 差押通知書（振替社債等用・振替機関等あて）

306010-042 差押通知書（振替社債等用•発行者あて）

【調理要領】

「差押調書（振替社債等用）」

1 （省略）

2 調理要領

(1) 「差押調書謄本（滞納者あて）を受領しました。」欄は、滞納者に交付すべき差押

調葺謄本を受領した者の署名（記名を含む。）を受ける。なお、この欄のかっこ内は、

滞納者と謄本を受領した者との続柄又は関係を記載する。

(2) 「差押通知冑（発行者あて）を受領しました。」欄は、差押通知魯（発行者あて）

を受領した者に受領期日及び受領時刻を記入させ、その者の署名（記名を含む。）を

受ける。

なお、この欄のかっこ内は、発行者と差押通知書の受領者との関係を記載する。

(3) 「差押通知書（振替機関等あて）を受領しました。」欄は、差押通知書（振替機関

等あて）を受頒した者に受頒期日及び受領時刻を記入させ、その者の署名（記名を

含む。）を受ける。

なお、この欄のかっこ内は、振替機関等と差押通知書の受領者との関係を記載す

る。

(4) （省略）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

306010-039 差押調書（振替社債等用）

306010-040 差押調書謄本（振替社債等用）

306010-041 差押通知書（振替社債等用・振替機関等あて）

306010-042 差押通知書（振替社債等用•発行者あて）

【調理要領】

「差押調書（振替社債等用）」

1 （同左）

2 調理要領

(1) 「差押調書謄本（滞納者あて）を受領しました。」欄は、滞納者に交付すべき差押

調書謄本を受領した者の署名、押印を受ける。なお、この欄のかっこ内は、滞納者

と謄本を受領した者との続柄又は関係を記載する。

(2) 「差押通知響（発行者あて）を受領しました。」欄は、差押通知粛（発行者あて）

を受領した者に受領期日及び受領時刻を記入させ、その者の署名、押印を受ける。

なお、この欄のかっこ内は、発行者と差押通知書の受領者との関係を記載する。

(3) 「差押通知書（振替機関等あて）を受領しました。」欄は、差押通知書（振替機関

等あて）を受領した者に受頷期日及び受頷時刻を記入させ、その者の署名、押印を

受ける。

なお、この欄のかっこ内は、振替機関等と差押通知書の受領者との関係を記載す

る。

(4) （同左）
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国
洪.... 

差押財産 占有調書
令和 年 月 日

税務署

財務事務官 印

蓋゚
下記のとおり、差押財産を占有する。

図゚滞 住所（所在） 1 痣
納 ゜者 氏 名 （ 名 称 ） 1 

贈
占 菩

臣

有 星財 深
産 差押年月日 1 令和 年 月

Dr 
日 訓

差押財産占有調書謄本（保管者あて）を受領しました。 蓋
令和 年 月 日 （ ） 

囀
差押財産占有調書謄本を受領しました。

立会人（ ） 

上記差押財産占有調書謄本記載の財産の保管を命ずる。 令和 年 月 H 
殿

税務署 財務事務官 印

国
洪..... 

差押財産 占有調書
令和 年 月 日

税務署

羞゚財務事務官 印

下記のとおり、差押財産を占有する。

図含 廷
滞 住所（所在） 1 

納

氏 名 （ 名 称 ） 1 誓者 臣
占

塁有
吾ト

財 Dr 

産 差 押 年 月 H| 令和 年 月 日
叫
口車" " 

差押財産占有調書謄本（保管者あて）を受領しました。
鵬令和 年 月 日 （ ） 印．

差押財産占有調書謄本を受領しました。

立会人（ ） fil 

上記差押財産占有調書謄本記載の財産の保管を命ずる。 令和 年 月 日

殿
税務署 財務事務官 印

B-j 

察

蛍

m 

達

追

浙

廷
門
蛍
翌
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。



【
荼
洪
】

B-j 

察

首席国税審判官

この処分に対する行政訴訟の提起に関する事項については、哀曲をご覧ください。

差押財産
殿

下記のとおり、差押財産を占有する。

占有調書謄本
税務署

財務事務官

印

滞 住所（所在） 1 

納

氏名（名称） 1 者

占

有

財

産 差 押 年 月 H| 令和 年 月 日

差押財産占有調書謄本（保管者あて）を受領しました。
令和 年 月 日 （ ） 

差押財産占有調書謄本を受領しました。
立会人（ ） 

3
0
6
0
1
0
-
0
6
7
 

贈
菩
翌
蹄
Dr
址
握
職
葉
サ

足

臣

深

上記芹押財産占有調書謄本記載の財産の保管を命ずる。

殿
税務署

令和 年 月

財務事務官

日

印

部門

連絡先

担当
霞話 局 番 内線

蛍

m 
-

4
2
 - 【

荼
洪
】

あなた（負社）が、

以内に、

ます，

提出先

または、 首席国税審判官

なお、この処分に対する行政訴訟の提起に関する専項については、裏面をご覧ください。

差押財産

殿

下記のとおり、差押財産を占有する。

占有調書謄本
税務署

財務事務官

印

滞 住所（所在） 1 

納

氏名（名称） 1 者

占

有

財

産 差 押 年 月 H| 令和 年 月 日

差押財産占有調書謄本（保管者あて）を受領しました。
令和 年 月 日 （ ） 国．

差押財産占有調書謄本を受領しました。
立会人（ ） fil 

達

栗

浙

3
0
6
0
1
0
-
0
6
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贈
菩
翌
蹄
Dr
謙
彗
鴫
葉
サ

姑

門

上記差押財産占有調書謄本記載の財産の保管を命ずる。

殿
税務署

令和 年 月

財務事務官

日

印

部門

連絡先

担当

電話 局 番 内線

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。

菩



別紙

新旧対照表

改正 後

306010-066 差押財産占有調書

306010-067 差押財産占有調書謄本

【調理要領】

「差押財産占有調書」

1 （省略）

2 調理要領

(1) • (2) （省略）

(3) 「差押財産占有調書謄本（保管者あて）を受領しました。」欄には、財産を保管す

る者に交付すべき差押財産占有調書謄本を受領した者の署名（記名を含む。）を受け

る（署名（記名を含む。）を拒んだときは、その理由を記載する。）。

なお、この欄のかっこ内は、財産を保管する者と謄本を受領した者との続柄又は

関係を記載する。

(4) 「差押財産占有調響謄本を受領しました。」欄には、立会人の署名（記名を含む。）

を受ける。

なお、この欄のかっこ内は、財産を保管する者と立会人との続柄又は関係を記載

する。

（注） （省略）

(5) 差押財産を占有する第三者の同意を得て保管させる場合には、「上記差押財産は、

通知のあるまで無償で保管します。」等と欄外に記載して、保管者の署名（記名を含

む。）を受ける（徴基通第 60条関係 12)。

(6) （省略）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

306010-066 差押財産占有鯛書

306010-067 差押財産占有調書謄本

【調理要領】

「差押財産占有調書」

1 （同左）

2 調理要領

(1) • (2) （同左）

(3) 「差押財産占有調書謄本（保管者あて）を受領しました。」欄には、財産を保管す

る者に交付すべき差押財産占有調書謄本を受領した者の署名狸且を受ける（署名狸

且を拒んだときは、その理由を記載する。）。

なお、この欄のかっこ内は、財産を保管する者と謄本を受領した者との続柄又は

関係を記載する。

(4) 「差押財産占有調書謄本を受領しました。」欄には、立会人の署名、押印を受ける。

なお、この欄のかっこ内は、財産を保管する者と立会人との続柄又は関係を記載

する。

（注） （同左）

(5) 差押財産を占有する第三者の同意を得て保管させる場合には、「上記差押財産は、

通知のあるまで無償で保管します。」等と欄外に記載して、保管者の署名、押印を受

ける（徴基通第 60条関係 12)。

(6) （同左）
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国
洪.... 

、、99’――̀ ＼、、
差押財産の修理等に関する同意書

ヽ｀，
；収受印： 令和 年 月 日
＼ '、、' 税務署長 殿
‘、

住所在地所

羞＇ 

-̀--... 

日氏名
名称

- 法人番号 | I I I I I I I I I I 図忠
下記の財産について、次のとおり貴署において修理又は改良の上、換価することに同意します。

なお、修理等に要する費用については、貴署に一任します。

名 称 数 最 性 質 所在 そ の 他
贈

差 菩 足
押

星財

産
s 臣

>差 押 年 月 日 1 年 月 日

修 修 理 等 を す る 箇 所 の 名 称 及 び そ の 状 況 修 理 等 の 内 容 概 算 費 用
深

百
理

円
渥

等 叫
の か

内
画

容 f; 
備

考

団..... 

9 9 9’-―̀‘‘‘、
差押財産の修理等に関する同意書: ，9 

：収受印： 令和 年 月 旧
¥、9,’ 税務署長 殿

住所在地所

薔゚
----ク 申滞

氏名請 納
名称 且

者 者
| | | 

図忠
- 法人番号

下記の財産について、次のとおり貴署において修理又は改良の上、換価することに同意します。

なお、修理等に要する費用については、貴署に一任します。

差 名 称 数 量 性 質 所 在 そ の 他 塁姑
押 塁
財

産

＄ 畠
門

差 押 年 月 日 1 年 月 日

修理等をする箇所の名称及びその状況 修 理 等 0) 内 容 概 算 費 用
菩

修
(I 

理
円 湿

等 叫

の か

内
回
鴻

容 鵬
備

考
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蛍
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浙
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別紙

新旧対照表

改正 後

306020-036 差押調書等の閲覧（謄写）請求書

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

306020-036 差押調書等の閲覧（謄写）請求書

【様式】 【様式】

差押調苔等の閲覧（謄写）請求書
令和年月日

税務署長殿

差押調害等の閲覧（謄写）請求害
令和年月日

税務署長殿

所在地
地方裁判所

執行官
部

所在地
地方裁判所

執行官
部 fil

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第2条の規定により、下記のとおり、滞納者が所有して
いる財産に関係がある差押調書等の閲覧（謄写） を請求します。

：住所

者氏名又は名称

：住所

者 氏名又は名称

事件番号 及び
事件名

名称、数且、性質及び所在

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第2条の規定により、下記のとおり、滞納者が所有して
いる財産に関係がある差押調書等の閲覧（椿写） を請求します。

：住所

者氏名又は名称

：住所

者 氏名又は名称

事件番号及び
事件名

名称、数旦、性質及び所在

滞 滞

納 納
者 者
の の

所 所

有 有

す す

る る
財 財

産 産
の の

表 表
示 示

閲 閲

覧 覧

ヘ

＾ 謄 藷

写 写
、•-／ 、-

し し

ょ ょ
ぅ ぅ
と と
す す

る る

書 吉
類 類

の の

名 名

称 称
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別紙

新旧対照表

改正 後

306020-037 差押調書等の謄本交付請求書

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

306020-037 差押調書等の謄本交付請求書

【様式】 【様式】

差押調蓄等の謄本交付 請 求 書

令和年月日
税務署長殿

差押調苔等の謄本交付請求苔
令和年月日

税務署長殿

所在地

地方裁判所
執行官

部

所在地
地方裁判所

執行官
部 fil

滞納処分と強制執行等との手続の説整に関する政令第2条の規定により、下記のとおり、滞納者が所有している財産に関係がある差押祇

書等の膳本の交付を（膳本の送付に必要な郵便切手を添えて）請求します。

なお、差押開書に表示されている財産について公売その他により異勘があるときはその旨、債権者及び債務者以外の者が占有している財

産があるときはその旨をお知らせください。

□ 名称、数量、性 質及び所在

滞納処分と強制執行等との手続の説整に関する政令第2条の規定により、下配のとおり、滞納者が所有している財産に関係がある差押説

書等の謄本の交付を（謄本の送付に必要な郵便切手を蔀えて）請求します。

なお、差押詞書に表示されている財産について公売その他により異動があるときはその旨、債権者及び債務者以外の者が占有している財

産があるときはその旨をお知らせください。

ロ名称、数旦、性質及び所在

滞

納

者

の

所

有

す

る

財

産

の

表

示

滞

納

者

の

所

有

す

る

財

産

の

表

示

請

求

す

る

書

類

の

名

前

諸

求

す

る

書

類

の

名

前
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国
洪.... 

参加差押関係書類引渡書（正本）
（執行機関名） 令 和 年 月 日

殿
税 務 署長

財務事務官 印

［ 
下記の参加差押関係書類を引き渡します。

住所
（所在）

滞 納者

氏名

（名称）

喜
者 考

痣
書 類 名 書 類 提 出 の 氏 名 通 数 備 贈

菩
涅 臣

畠
濡 深
U1l 

は
＾ H 

上記の書類を受領しました。 令 和 年 月 日 サ‘“一ノ

税務 署 長

財務事務官 殿 執行機関名

国
洪..... 

参加差押関係書類引渡書（正本）
（執行機関名） 令 和 年 月 日

殿
税務署長

財務事務 官 印

［ 下記の参加差押関係書類を引き渡します。

住所
（所在）

滞 納者

氏名

喜（名称）

廷
書 類 名 吉 類 提 出 者 の 氏 名 通 数 備 考 贈

菩
湿 臣

； 吾ト
叫

は
＾ H 

上記の書類を受領しました。 令 和 年 月 H サ`  
税務 署 長

財務事務官 殿 執行機関名

旦
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国
洪.... 

参加差押関係書類引渡書（副本）
（執行機関名） 令 和 年 月 日

殿
税務署長

財務事 務官 印

［ 
下記の参加差押関係吉類を引き渡します。

住所

（所在）

滞納 者

氏名

（名称）

喜
書 類 名 書 類 提 出 者 氏 名 通 数 備 考

痣
の

贈
菩

ト ー
涅 臣

畠
濡 深
U1l 

は
＾ 堅

上記の書類を受領しました。 令和 年 月 日 サ‘“一ノ

税 務 署 長

財務事務官 殿 執行機関名

国
洪..... 

参加差押関係書類引渡書（副本）
（執行機関名） 令和 年 月 日

殿
税 務署長

財務事 務官 印

［ 下記の参加差押関係書類を引き渡します。

住所

（所在）

滞納 者

氏名

喜（名称）

廷
書 類 名 書 類 提 出 者 の 氏 名 通 数 備 考 贈

菩
湿 臣

； 吾ト
叫

.．， 1--・ - - - ．．．． 

は
ト ー

＾ 堅

上記の書類を受領しました。 令和 年 月 サ`  日

税 務 署 長

財務事務官 殿 執行機関名

旦
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察

蛍
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追
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国
洪.... 

令和 年 月 日

参 加 差 押 財産引受調魯
税務署長

財務事務官 印

下記のとおり、参加差押財産の弓l渡しを受ける。

［ 住所
（ 所 在 ）

滞 納者
氏名

（名 称 ） 痣

引 渡 し を 喜
臣

憚
菩

受けた財産 星深
参加差押年月日1 令和 年 月 日

U1l 

参 加差押財産引受調書謄本を受領しました。 湘
立会人 （ ） 豊

参 加差押財産引受調書謄本（保管者あて）を受領しました 。 囀
（ ） 

上 記 参 加 差 押 財 産 引 受 調 酋 謄 本 記 載 の差押財産の保管を命ずる。 令和 年 月 日

殿

税務署

財務事務官 印

国
洪..... 

令和 年 月 日

参 加 差 押 財 産 引 受 調 書
税務署長

財務事務官 印

下記のとおり、参加差押財産の弓1渡しを受ける。

［ 住所
（ 所 在 ）

滞 納者
氏名

廷（名 称 ）

引 渡 し を 喜
臣

贈
菩

受けた財産 星吾ト
参加差押年月日1 令和 年 月 日

叫

参 加 差 押 財 産 引 受 調 書 謄 本 を 受 領 し ま し た 。 湘
立会人 （ ） 

印 豊i
参加差押財産引受調菩謄本（保管者あて）を受領しました。

鴫

（ ） 且

上 記 参 加 差 押 財 産引受調菩謄本記載の差押財産の保管を命ずる。 令和 年 月 日

殿

税務署

財務事務官 印
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国
洪

令和 年 月 日

参加差押財産引受調書謄本
税務署長

財務車務官 印

下記のとおり、参加差押財産の引渡しを受ける 。

住所

<薔（ 所 在 ）
滞納者

氏名
（ 名 称 ）

引 渡 し を

喜
痣

贈 臣受けた 財 産 菩
参加差押年月日 1 令和 年 月 日

星深参 加 差 押 財 産 引 受 調 書 謄 本 を 受 領 し ま し た 。 U 

立 会 人 （ ） 淮l

参 加差押財産引受調書謄本（保管者あて）を受領しました。 蓋
（ ） 

＇ 上 記 参 加 差 押 財 産 引 受 調 吉 謄 本 記 載 の差押財産の保管を命ずる。 令和 年 月 日

殿

税務署

財務李務官 印

あなた（貴社）が、この保管命令について不服があるときは、この通知を受けた日の翌Hから起算して3月以内に、 に対する再調査の開求と国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかをすることができます。
提出先 または、 首序国税審判官
なお、この処分に対する行政断訟の提起に関する事項については、裏面をご覧ください。

国
洪..... 

令和 年 月 日

参加差押財産引受調書謄本
税務署長

財務事務官 印

下記のとおり、参加差押財産の弓l渡しを受ける。

住所

息土薔
（ 所 在 ）

滞 納者
氏名

（ 名 称 ）

引 渡 し を

喜
廷

受けた財産 誓臣

参加差押年月日 1 令和 年 月 日 塁
参 加差押財産引受調書謄本を受領しました 。 叫 吾ト

立会人 （ ） 
且 湘

参 加差押財産引受調吾謄本（保管者あて）を受領しました。
口車" " 

（ ） 且

＇ 上 記 参 加 差 押 財 産引受調書謄本記載の差押財産の保管を命ずる。 令和 年 月 日

殿

税務署

財務事務官 印

あなた（貴社）が、この保管命令について不服があるときは、この通知を受けたHの翌Hから起算して3月以内に、 に対する再詞査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかをすることができますc

提出先 または、 首席四税審判宮
なお、この処分に対する行政訴訟の堤起に関する事項については、裏面をご覧ください。
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新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正 後 改正前

306020-040 参加差押財産引受調書 306020-040 参加差押財産引受調書

306020-041 参加差押財産引受調書謄本 306020-041 参加差押財産引受調書謄本

【調理要領】 【調理要領】

「参加差押財産引受調書」 「参加差押財産引受調書」

1 （省略） 1 （同左）

2 調理要領 2 調理要領

(1)~(3) （省略） (1)~(3) （同左）

(4) 「上記参加差押財産引受調書謄本記載の差押財産の保管を命ずる。」欄は、次に掲 (4) 「上記参加差押財産引受調書謄本記載の差押財産の保管を命ずる。」欄は、次に掲

げる場合に所要事項を記載する。 げる場合に所要事項を記載する。

イ・ロ （省略） イ・ロ （同左）

ハ 差押財産を占有する第三者の同意を得て保管させる場合 ハ 差押財産を占有する第三者の同意を得て保管させる場合

（注） この場合には、「上記財産は、通知のあるまで無償で保管します。」等と瀾 （注） この場合には、「上記財産は、通知のあるまで無償で保管します。」等と欄

外に記載して、保管者の署名（記名を含む。）を受ける。 外に記載して、保管者の署名、押印を受ける。
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新旧対照表

改正 後

306020-047 換価執行決定に当たっての留意事項等について

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

306020-047 換価執行決定に当たっての留意事項等について

【様式】 【様式】

令fll ←・ JI I 

拶1ii封行次定に当たっての岱忘士9頁等について

1•11\'il;: ぷ」竺ゃ知';i :→仕'，i•J• そ｛如紅夕`打決'，i ：寸臣！，’． r-沿 9 、-..:i~ a :•,- T、1t1円＇百し

だ．茫さ•,-.，． ,,,-:,--,.ヽ―- • ---,千．＇：，： ； jり消it:すt、.-:-.・.xす，

l g. ＇ ’尤’f• ,99 』 9'1 9?'ーざ：：'、四臼ゞ→苫：巳＇9|J -忙：← iI I:t芹 l‘,S ,—、さ J •;— 1,\ 1ふ七、‘
9ヽ・・ I. -; ・;| 

.,: +,11 入；— t―る iL,,ti写'rギ T,； ヤー,,、1―ヽ ：，＇，写:- •• r． 泊品 、 9—ほら

:~: >-11ぇ：、F：9, 1l,＇{ I Tお一令，9：、 i99’l¥,',」Ti'` r ;b誌．：こjg,}

：、,: ±芦；さ i午I,、•I• ふふヽ

: 9: -.f,il勺l|9，七k,/'.;亡土み和子「―I’35：・r -,Jl·,~ ·-1 <-hi寸を・佑ln・,-l'’ ゴ・91ぶ?j+ 1，ぐ苓心

,_r,, WEふ l」+111人嵐ーユ；ー、，¥えl究サI汰'i.iべ央llえ―哀9'i苛 I..9'：JI田＇lieウ元jJと ,・,―『、'

・ぷ．キし・巾「足ャ文ぢ弓咄y,べ子； t て •9ュ＾

,6： 二記，：こ，'"柏記執行9,し,i99’4―， ：平•j •9翌． 'J;.や‘千 9, ． ーこ． iこ'.＇ (, '-r 紅9, ）：b r冬油和，：＇）
-,・;子ヽ ',-il. -: t1'，寸＇99'，、9

2 l t'；9、う廿；ベテ；tiこ・｝コ^ ：． ． 、茫•\:＇を心．、•,..＂そし＇’,9 :_舟 ；c.,)キ」:'.,:洗 1ヽ， 、':,-::',-.

・l-.L';-,‘，合、・,＇‘,・こ'_,r -J・

窯

平成年月 H 

換価粒行決定に当たっ ‘CII)習意軍項等について

rn税岱収祐裕羽条(J)2iこ坦定する換flli阪行決定に関する t説に当た 9)まl-て．削留店い

ただと；とい．点に 9ヽいて． .;;,げ庄ぶ り御速知· ヽ；こし ま 'J •

1 次の杞合が生 9立—とさ氏池やか!C. 'r;!, （局）担当知．9．Pr迫悴う ヽをだきまナようお廂い

l、たL点す．

(l： 生押え1こ（fる地方税等ぬ全額が．納it．土当等に上 り消汰した椒合

IZ 益押がこ係る地jJ税午"9一部が．納1寸． 允冴，，，，．iこKr；泊減 1求屈合

I兌 ll'c押えを肝昨する埒合

れ； 田位汝収法旭本退速苓即 条陪係町「現走す,;,卸 ，mを制限・旦亨点が炎生 lぷt・苓合

!5,特定如瑶押和酌塙ろ強LLL執行阪如IFえi滋 行芯 い 1且gl'?.I知）実行と しての

蛉売判眼滋の延邪を受けた器介

16; J・ilclT)I"か．底紹l・if決定を取り哨すべさ斗屯が発牛した場合 （換Ir即IT),,'i千や的忙の
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新旧対照表

改正 後

306020-058 交付要求書等及び滞納処分（差押）関係書類引渡書（正本）

306020-059 交付要求書等及び滞納処分（差押）関係書類引渡書（副本）

【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

(1) この引渡書は正副 2通を作成し、次のとおり使用する。

イ 換価執行決定をした場合

表題及び定型文言の「（差押）」を二重線で抹消する。

また、「換価執行決定告知書」に併せて換価同意行政機関等に送付し、正副 2通

に引き渡すべき書類（写しの場合はその旨）を記載の上、書類に添付して返戻さ

せる。

なお、受領した副本は、署名押印（記名押印を含む。）の上、再度換価同意行政

機関等へ送付する。

ロ 換価執行決定を取り消した場合

表題及び定型文言の「滞納処分」を二重線で抹消する。

換価執行決定の取消し前に受額した交付要求書その他の書類を記載の上、「換価

執行決定取消通知書」及び(3)に定める書類に併せて、換価同意行政機関等又は差

押えの効力を生ずべき行政機関等に送付する。

なお、副本は受領証として署名（記名を含む。）のJ::返戻させる。

(2)~(3) （省略）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

306020-058 交付要求書等及び滞納処分（差押）関係書類引渡正（正本）

306020-059 交付要求書等及び滞納処分（差押）関係書類引渡書（副本）

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(1) この引渡書は正副 2通を作成し、次のとおり使用する。

イ 換価執行決定をした場合

表題及び定型文言の「（差押）」を二重線で抹消する。

また、「換価執行決定告知書」に併せて換価同意行政機関等に送付し、正副 2通

に引き渡すべき書類（写しの場合はその旨）を記載の上、書類に添付して返戻さ

せる。

なお、受領した副本は、署名押印（記名押印を含む。）の上、再度換価同意行政

機関等へ送付する。

ロ 換価執行決定を取り消した場合

表題及び定型文言の「滞納処分」を二重線で抹消する。

換価執行決定の取消し前に受頷した交付要求書その他の書類を記載の上、「換価

執行決定取消通知書」及び(3)に定める書類に併せて、換価同意行政機関等又は差

押えの効力を生ずべき行政機関等に送付する。

なお、副本は受領証として署名押印（記名押印を含む。）の上返戻させる。

(2)~(3) （同左）
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【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

(1) （省略）

改正 後

306030-007 滞納者への財産引渡の申出書

(2) 「申出者」欄には、第三者に住所及び氏名を記載させる

(3) • (4) （省略）

新旧対照表

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(1) （同左）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

306030-007 滞納者への財産引渡の申出書

(2) 「申出者」欄には、第三者に住所及び氏名を記載させるとともに押印を受ける。

(3) • (4) （同左）
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国
洪.... 

'i , ヽ/ .収..,.受.--• 印. ・ .. ・ . I ¥ ， 交付要求解除請求書
令租 年 月 日

税務裂 9艮殴
ー，̀＇--

（請仕求者所） 

氏名
下記のとおり交付要求の解稔を語求します．

息g 薔湯危
滞訥 者

（名氏 名称｝ 痣

交fす要求先杖行蜃関名 1 ~ 何 安 求年月 B I 令和 年 月 B 冷

孟
臣

解除を請求

羞深

する 理 由 1 蔀口JD"lil' ' 

I 己
名祢、 数 呈 、 性質、 所 在、 その他 佃i 額

滞 納 者 が

P 
所有 す る

l ，他の財森，| 

国
洪..... 

！l •’’ ‘./収̀  9ー・～ へ 交付要京屏恰請衷書
受印 ＼ヽ 令fl 年 H 13 i 税務妥•長尉
•--•--’_ -

（苫住求者）所

氏名 印

岳g 薔

下記のとおり交付要求の解除を請求します。

| ＆佑 I
搭 納 者

廷（氏名 名m 1 ＇ 

交付要求先執行機関 叫 i交付 要 求年 月 Bl 令和 年 月 日 冷

I 鱈餘をm．| l 

........ 4 臣
瀬

塁佃 吾ト

！ する理由 1i ＇ 

名 祐 、 数且｀ 件 費 、 所在、 そ の 他 （凸 霰i

活 納 者が
円

所 ~打する

他の 財 践

I 
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国
洪.... 

:‘,9’---` ‘`̀ ̀、

参 加差押解除請求書 令和 年 月 日
，‘`` 収受印 ＇ ’ ， 

‘‘̀～ --＇‘’’ 税務署長 殿
（請求者）

住所

氏名

下記のとおり参加差押えの解除を請求します。

［ 住所

（所在）
滞納者

氏名

（名称）

足
参加差押先執行機関名 I参加差押年月 B I 令和 年 月 E 

喜臣
解除を 請 求

贈

塁深
す る 理由

蔀口JD"lil' ' 

温
名 称 、 数 量 、 性 質 、 所 在 、 その他 価 頷

滞 納 者 が Pl 

所 有 す る

他 の 財 産

団..... 

ヽヽ、，---、ヽヽ

』＇ `  ＇ 収受印 ｀ ＇ `  ， ， 参 加差押解除請求書 令和 年 月 日

’、、 ‘ヽ 税務署長 殿` ---- （請求者）

住所

氏名 即

下記のとおり参加差押えの解除を請求します口

［ 住所

（所在）
滞納者

氏名

（名称）
姑

参加差 押 先 執 行 機 関 名 I参加差押年月日 1 令和 年 月 H 

喜門

解除を請求
贈
菩
漉 菩

す る 理由

！ 
名 称 、 数 量 、 性 質 、 所 在 、 その他 価 額

滞 納 者 が 円

所 有 す る

他 の 財 産

B-j 

察

蛍

m 

達

栗

浙

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。



別紙

新旧対照表

改正後

306030-030 任意売却申立書

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

306030-030 任意売却申立書

【様式】 【様式】
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

306030-030 任意売却申立書 306030-030 任意売却申立書

【調理要領】 【調理要領】

1 （省略） 1 （同左）

2 調理要領 2 調理要領

(1) （省略） (1) （同左）

(2) 「滞納者」欄は滞納者が署名（記名を含む。以下この項において同じ。）する。 (2) 「滞納者」欄は滞納者が署名・押印する。

なお、滞納者と所有者が異なる場合は、「所有者」欄に所有者も墨主する。 なお、滞納者と所有者が異なる場合は、「所有者」欄に所有者も署名・押印する。

(3)~(5) （省略） (3)~(5) （同左）
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国
洪.... 

，ヽヽ'---¥， 差 押 換 請 求 書
令和 年 月 日

：収受印 ： 
9 ,  

税務署長 殿、̀ 9、 ＾住所
-̀--9 請 相

求続 氏名

者人

I I I I I I I I I 下記のとおり差押換えを請求します。
-/ 法人番号

滞納者 I （住所所在） 1 

［ 
被相続人 1 氏名 1 

（名称）

差 押 え に 係 る 国 税

年 度 税 目 納期限 本 税 加算 税 延滞税 利子税 滞納処分費等 備 考 足
．． 円 1

Pl 法律による金額 円 円法律による金額 円

.. | II 

＂ 臣
.. II 

＂ 
憚
菩

．． ” ＂ 
藩口JD"lil' ' 

名称、数量、性質、所在、その他 権利の内容
深

解除を請求 温
す る財産

差押年月日 1 令和 年 月 日

新た
名称、数量、性質、所在、その他 価 額

に
円

差押えを

請 求する

財 産

団..... 

、9＇ー―-へ、、 差 押 換 旨n主胃 求 書
令和 年 月 日

：’収受印‘： 
¥ ,  9, 税務署長 殿 -、住所

-̀--.. ヽ
請 相

求続 氏名 且
者人

| 
下記の と お り 差 押換えを請求します。

-／ 法人番号

滞納者 I （仕所 所在） 1 

［ 
被相続人 1 氏 名 I 

（名称）

差 押 え に 係 る 国 税
姑

年度 税 目 納期限 本 税 加 算税 延滞税 利 子税 滞納処分費等 備 考

．． 円 Pl 法律による金額 円 円法律による金額 円
＇ 

．． II II 

塁
門

．． ＂ ＂ 
．． ” II 

湛： 菩
名称、数量、性質、所在、その他 権利の内容

解除を請求

する財産

差押年月日 1 令和 年 月 日

新た
名称、数量、性質、所在、その他 価 額

に
円

差押えを

請 求する

財 産

B-j 

察

蛍

m 

達

栗

浙

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。
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国
洪.... 

、-—一、、
差押換請求書（権利者用）ヽヽ‘ 、¥

令和 年 月 H 
：収受印 ： 
`‘、,9、 税務署長 殿

I s I : 名所 | ・ヽ --ヽ,. 

下 記 の と お り 差 押 換 え を 請 求 し ま す 。

［ 滞 納者 1 は悶） 1 

被 相 続人 1 氏名 1 
（名称）

＇ 差 押 え に 係 る 国 税

年 度 税 目 納期限 本 税 加 算 税 延滞 税 利 子 税 滞納処分費等 備 考

塁
足

.. 円 1
円法律による金額 円 円法律による金額 円

.. | 99 ” 

！ 臣
.. II II 

.. ” ” 深
名称、数量、性質、所在、その他 権利の内容

＾ 塁解除を請求

す る財産 塁
差 押 年 月 日 1 令和 年 月 日 ‘“一ノ

新た に
名称、数量、性質、所在、その他 価 額

差押えを Pl 

請 求する

財 産

団..... 

'ヽ..--̀ ̀  ヽ 差 押 換 請 求 書（権利者用）
、‘‘、 令和 年 月 E 
： 収受即 ： 
I 、 、I 

税務署長 殿 | : : ： 」ヽ-̀--Z 

ヽ

［ 
下 記 の と お り 差 押 換 え を 請 求 し ま す 。

滞 約者 I （仕所所在） 1 

被 相 続人 1 氏 名 1 
（名称）

差 押 え に 係 る 国 税

姑年 度 税 目 納期限 本 税 加 算 税 延滞税 利 子 税 滞納処分費等 備 考 贈
．． 円 円法律による金額 円 円法律による金額 円 菩
.. ｝｝ II 

湛口JD"lit' ' 門
.. ｝｝ II 

袖
.. II II 鵬 菩

名称、数量、性質、所在、その他 権利の内容 ＾ 蒜
解除を請求 埜

雌
す る財産 湛l

差 押 年 月 日 1 令和 年 月 El 

｀ 
新 た

名称、数量、性質、所在、その他 価 額
に

差 押えを
円

請求する

財 産

B-j 

察

蛍

m 

達

栗

浙

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 HヽI9J 

306030-033 換価申立書 306030-033 換価申立書

【様式】 【様式】
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別紙

新旧対照表

【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

(1) • (2) （省略）

改正 後

306030-033 換価申立書

(3) 「換価申立財産」欄は、差押換えを拒否された財産の名称、数量、性質、所在及

び評価額等を記載する。

なお、財産が複数あるなど、この欄に記載できない場合は、別紙として「財産目

録」を添付し、余白に申立人の署名（記名を含む。以下この項において同じ。）をさ

立ゑ。ただし、申立人が契印している場合は、申立人の署名は省略して差し支えな

し‘
゜

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(1) • (2) （同左）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

306030-033 換価申立書

(3) 「換価申立財産」瀾は、差押換えを拒否された財産の名称、数量、性質、所在及

び評価額等を記載する。

なお、財産が複数あるなど、この欄に記載できない場合は、別紙として「財産目

録」を添付し、契印する。
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別紙

【様式】

改 正 後

307010-005 納税の猶予申請書

、9‘9 -`‘、

‘‘  
’ ’  

|整理番号 11 1 1 | | | | | 
収曼印 ， I 

＇ 
`、`‘‘’

``̀＿ ＿ー'‘

納 税の猶予申請書

税務署長殿

国税通則法第46条第 2項第 号（第5号の場合、第 号類似）の規定により、以下のとおり納税の猶予を申請します。

工 ① 
住所 申請年月 H令和年 月

申 所在地
電話否号 （ ） 携＃電話 I I 

請 ． ． 量は日付印
者氏名

名称 • ＊塁書●暑

法人 番 号 II I I I I I I I I I 遭,． ．遭隼月El

年虔税 目 納期隈 本税 加算税 廷滞税 利子税 冷納処分賣 憎考

F 円 滋律による童順 円 円 決葎1こよる童顧 円.. 
納

付 .. 
すベ

き

国

税

合計
イ ロ 99'  ホ

②イ～ホの合計 Pll R現在納付可能資金額 円 ④納税の硝予を受けよ’|
とする金額 （②—③)

※＠濁は、 「財裏収支状況書」の(A)又は「財産届鎌」の(D)から転配

濱予萩当事実

の詳繹l
t----------

一時に納付す

ることがでさ

ない事情の詳

籟l

年月日 納付金額 年月 日 納付金類 年月日 納付金額

⑤ 令 和 年 月 日 円令和年月「l 円 令和年月 日

納

付＇ 令和年月日 円令和年月 H 円令和年月日

百令和年月 H 円令和年月 H 円 令和年月 F1

令和年月 H 円令和年月 H 円 令和年月 F1

※⑤骨は、 「財壷収支状況書」の(B)又は 「収支の明羅書」のれ3)及び(D)から転記

癌 予 期 慣l 令和 年 月 Hから令和 年 月 9まで 月間

※猶予期間の開始日は、 のの申請年月日（ただし、災害攀のやむを得ない環由により、申騎書を提出できなかった湯合は、災害亭が

生じた日）

□有 担保財彦の詳績又は

担 保

口無 毘供で ない件Jlllの事情

税理士

I I 
添付する書類襴

署名
1()()万円以下の場合 100万円超の場合

（電話番号 口財湧収支状況書 □収支の明繍書

□ l 税理士法第30条の書面提出有 I 口猶予該当事実証明書類 口 財性目録

口担保関係書類

， 

円

円

円

円

円

口猶予該当事実証明菩類

新 旧対照表

【様式】

-63 -

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

307010-005 納税の猶予申請書

,9 -、、
, 9、 ‘、
9'  

|整理番号 11 1 1 | | | | | 
I 

収憂印 ， ， 
‘、、、、'

‘‘----'‘ 

納税の猶予申請書

税務署長殿

國税通,,1法第46条第 2項窮 岳｛窮5号の揚合． 窮 号類似）の規定により、以下のとおり納税99猶予を申請します．

① 
住所 申精年月 H 令和年 月 ， 

申 所在地
電話番号 （ ） 携帯電話 （）  

請 . ． 量信日付H]
者 氏名

名 祢 ll! 
． ．霜書●臀

法人 番号 II I I I I I I I I I 珊． 鵞遭年月El

年度税 目 納期限 本 税 加算税 廷滞税 利子税 滑納処分賣 償 考

円 円 撚掌による童● 円 円 塗掌による童韻 ゴ
．． 

納

付 ．． 

すベ

き

因
税

合 計
イ Fl ハ ・ ホ ・

円IR現在納付可叫貸金額 円 ④納和の猶予を受け よう1
円

②イ～ホの合計
とす る 金額 （②—®)

※＠欄は 「財室収支状況書」の(A)又は 「財室届鎌」の{D)から転記

猶予孜当事実

の詳綱

一時に納付す

ることができ

ない事情の詳

繹l

年 月 9 納付金額 年月 9 納付金額 年 月 9 納付金額

R 令和 円令和 円令和 にl

納

付 令和 円令和 円 令和 Fl 
計

酉令和 円令和 円 令和 Pl 

令和 円令和 円 令和 Pl 

※⑤欄は 「財室収支状況書」の(B)又は「収支の明織書」の{C)及び(D)から転記

猶 予 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 9まで 月間

※薯予期間の開姶日は｀ ①の申請年月日（ただし｀災害事のやむを得ない曝由により、申鯖書を畏出できなかった湯合は、災害攀が
生じた日）

□有 担保財薩の詳繹又は

担保

口無 提供できない特別の事情

税理士

- Ill) I 
沐付する書環欄

詈名 皿
100万円以下の場合 100万円超の場合

（電話蕃号 口財極収支状況書 口収支の明細書

1 ロ 税理士法第30条の苦面提出有 l 口猶予該当事実証明書穎 口 財奎目録

口担保関係書類

口猶予該当事実証明菩穎



別紙

新旧対照表

【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

(l)~(13) （省略）

改正 後

307010-005 納税の猶予申請書

(14) この申請書を税理土又は税理士法人が税務代理により作成した場合は、「税理土署

名」欄に氏名又は名称を記載する。この場合は、税理士法第 30条の規定に基づき税

務代理権限証書を提出する必要がある。

(15) （省略）

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(l)~(13) （同左）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

307010-005 納税の猶予申請書

(14) この申請書を税理上又は税理土法人が税務代理により作成した場合は、「税理士署

名狸且」欄に氏名又は名称を記載し押印する。この場合は、税理士法第 30条の規定

に基づき税務代理権限証書を提出する必要がある。

(15) （同左）
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正 後 改正前

307010-006 納税の猶予申請書（相互協議） 307010-006 納税の猶予申請書（相互協議）

【様式】 【様式】

山亡 "'"＂＂＇ -99| .lL ロ ー 99…,99 9 , 

●...●99_．． .． T' t 応 -・ 
J1: 43 -- • 

出べ：’一•一•-·v ℃ ・ ・ 打’ 心．． ・・
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•迅•←99 N• -• ~ ~ 9 9 ・ ， 9＊: →g "'• . -・・ ，ー•→ ，， ＇ ’ 
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て ”D →，̀卜・’ 4・ お-翌 ●？/;＂.”← ぐ .そ ぷ垢翌 c`  ~さ←• 9 • ¢ . ¢ . - .  . は..,1妬, CC' ~E汁'ii-笠 中 主~北•・;，:,1"． ' '' ' '・'  :i,芦比ゃ：t̀ペ；；.． . ''''''  は-

ぐ 心 ・ I I -I I I I 勺に土 ナ 仕 na,?＇ C I 'I 'I  'I  'I  ' I 'I  ''!:l s'I 'I 'I 'I 'I むFt • 
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ー., →<r- 叶 ←—口．_~ I—+ ＇’ 
U心 而 マ ・ ＇ 咄．百苓
却 cナ:で..っ. 町 9 9 恥=榊 和，・・ 巳 二 ' ’ 
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別紙

新旧対照表

改 正 後

307010-007 納税の猶予期間延長申請書

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

307010-007 納税の猶予期間延長申請書

【様式】 【様式】

99 9 
’ヽ- ｀`‘‘ 

＇ 
, ‘¥  

収受印, '  
＼ 
‘‘・ -9’

‘‘; 

|整酌g | | 1 | | 1 | | | 

納税の猶予期間延長申請書

税務署長殿

因税通則法第46条第7頁の規定により、以下のa約納税の猶予朔間の延長を申請します。

ヽ
j号

一

二

己

□
 

申

請

者

携帯電話 （ ） 

□□ 

① 

申龍年月日 l令和

冒
延滞税 I 和l子税 l濡納処分費 I 偏 考

ホ

年月日

②イ～ホの合計 1 ・1 R畔納付可能資金額 I 円I
④納税の潤予を受けようとする金額（②—③) | 

※は、 「厨壼収支状況書」の(A)又は「財査目録」の（D）から転記

l 

••• ＿ 
にたすき

内け付で
間受納が由

期ををと理
予予額こし

猶猶金るな

年月 E 納付金額 年月 E 納付金額 年月日

⑤ 令和 円 令和年月 F 円 令和年月日

納

付 令和 円 令和年月 F 円 令和年月日
計

画 令和 円 令和年月 F 円 令和年月日

令和 円令和年月 F 円令和年月日

納付金顎

※ は 「財宣収支状況書」 'l(B)又は「収支の明紺書」 'l(C)及び{D)から転記

延 長 期 間 1 令和 年 月 日がう令和 年 月 日まで 月間

※延長期間の開始日は、現在納税の猶予を受けている国税の猶予鵡間の終鵡の翌日

口有 担保財造の詳繹又は

担保 □ 無 1提供できな,:;,1の事情

| ：...1 I 理（？：号第 30；の 書 ； 提 出 ） 有 I 三

, 9―̀̀‘ 
ヽ'‘：＇、
, 0受印

， 
, ＇  
¥ 
‘̀～、--9’ 

‘ヽ;

|整理呑号 1 | 1 | | 1 | | | 

納税の猶予期間延長申請書

税務署長殿

国税通則法第46条第7項の規定により、以下のとおり納税の窮予斯問の延長を申精します。

()) 
住所

申請年月 E令和年 月 El ． 所在地
己-m玉号 （ ） 携搭電話 （）  

請
烹Ill 1逼●日付冑＇

者氏名
且i名称 ． :「●●書●●

法人 益 号 II I I I I I I I I 遭• | •Ill事員•

脊 年度 税 目 納刃隕 本 税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 偏 考

税
円 円 控隷による金● 円 円 沖令に9さ仝攀 円

の
.. 

猶

予 ．． 
期

間

延 ．． 
長

申 ．． 
請

税
ィ ロ ヽヽ ' ＝ ホ

額 合 計

"IR税在納付可能資金禁 I 円四税ll)猶予を受けよう 1
円

②イ～ホの合計
とする金額（②—®)

※⑤欄は、 「翫壼収支状況書」の(A)又は「翫壼日鐸」の(D)から転記

猶予欺間内に

猶予を受けた

金額を納付す

ることができ

ない理由

年 月 日 約付金額 年月 E 納付金額 年月 E 約付金額

R 令和 円 令和 円令和 " 
納

付令和 円令和 円令和 " 酎

ilii 令和 円令和 円令和 円

令和 円令和 円令和 " 
※⑤橙は、 「l::t匡収支状況書」の(B)又は「収支の明綱書」の(C)及び(D)から転記

廷長期間 令和 年 月 日力も令利］ 年 月 日まで 月間

※廷長期闇の開始日は、現在納税の猶予を受けている国税の猶予期間の終期の翌日

□有 担保財意の詳繹又は

担保

口無 擾供できない特別の事情

税理士

門1

添付する書類欄

署名控且
（印 白,,.号

愕畠汀烹口詈担保関係書~-類

I □ 税理士法第 30条の 書 ll!l提 出 有 I
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別紙

新旧対照表

【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

(l)~(1り （省略）

改正 後

307010-007 納税の猶予期間延長申請書

(12) この申請書を税理土又は税理士法人が税務代理により作成した場合は、「税理土署

名」欄に氏名又は名称を記載する。この場合は、税理士法第 30条の規定に基づき税

務代理権限証書を提出する必要がある。

(13) （省略）

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(l)~(10 （同左）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

307010-007 納税の猶予期間延長申請書

(12) この申請書を税理上又は税理土法人が税務代理により作成した場合は、「税理士署

名狸且」欄に氏名又は名称を記載し押印する。この場合は、税理士法第 30条の規定

に基づき税務代理権限証書を提出する必要がある。

(13) （同左）
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月̀'IJ 

307010-008 再調査の請求の対象となった処分に係る国税についての徴収の猶予等申請 307010-008 再調査の請求の対象となった処分に係る国税についての徴収の猶予等申請

書 書

【様式】 【様式】

令和 年 月 日 令和 年 月 日

税務署長 殷 税務署長 殿

住所 住所
耳

所在地
再

所在地
顎 鴨

● 査
氏名

申査
氏名請 9) 請 99 且名糟 名称 者精 名称

求

I I I I I I I I I 
求

I I I I I I I I I 人 法人番号 人 法人醤号

再調 査 の 請 求 の 対 象 と な っ た 処 分 に 係 る 国 税 についての徴収の猶予等申請書 再調査の請求の対象となった処分に係る国税についての微収の猶予等申請書

下 記 1の 匡 税については、下記 2のとおり再調査の睛求中でありますが、困税通則法第 10 5 下記 1の国税については、下記 2のとおり再調査の諸求中でありますが、国税通則法第 10 5 

ゞ 徴収の猶予
条 第 2項により、再調査の請求力係属している間、滞納処分の続行の停止 を申請します。

徴収の猶予
条 第 2項により、再剌査 の請求が係屈している間、滞納処分の続行の停止 を申請します。

1 再調査の 請 求中の国税（徴収の猶予等を申請する国税） 1 再調査の請求中の国税 （ 徴 収 の 猶 予 等 を 申 請 す る 国 税 ）

年度 税目 納期限 本税 加算税 延滞税 和子税 滞納処分費 計 年度 税目 納期限 本税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 計
円 円 1缶憚による金額 円 法律による金顎 円 円 円

円 円 I法律による金額 円 法得による金額 円 円 円

2 再調査の請求
2 再調査の請求

(1) 再調査の請求年月日 令和 年 月 日
(1) 再調査の請求年月日 令和 年 月 日

(2) 再調査の請求の対象となった処分
(2) 再調査の請求の対象となった処分

3徴収の猶予等を申請する理由
3 徴収の猶予等を申請する理由
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

307010-009 再調査の請求の対象となった処分に係る国税についての差押えの猶予等申 307010-009 再調査の請求の対象となった処分に係る国税についての差押えの猶予等申

号ロ主円．拿ー 号ロ主円拿=!＇ 

【様式】 【様式】

令和 年 月 日 令和 年 月 日

税務署長 殿 税務署長 殿

住所 住所

再 所在地 再 所在地

請出 人 寅査 氏名 預出 人 謂査 氏名
且

者 の 名称 者 の 名称

藷

I I I I I I I I I 
讀

I I I I I I I I I 求 法人番号 求 法人番号

再調査の請求の対象となった処分に係る国税についての差押えの猶予等申請書 再調査の請求の対象となった処分に係る国税についての差押えの猶予等申請書

第 3 項 再躙査の 請 求
下 記 1の 国税については、国 税 洒則法第 105条第 6 項により ‘ 審 査 請 求 が係属し

第 3 項 再調査の 請 求
下記 1の国税については、 国税 通則法第 105条第 6 項により ‘審査 請 求 が係属し

差押えをしないこと

ている間、 下 記 2の財産の差押えを解除すること を申請します。

差押えをしないこと

ている間、 下 記 2の財産の差押えを解除すること を申請します。

1 再調 査 の請求中の国税 （差押えの猶予等を申請する国 税） 1 再祠査 の請求中の同税（差押えの猶予等を申請する 国税 ）

年度 税目 納期限 本税 加算税 延滞税 和子税 滞納処分費 計 年度 税目 納期限 本税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 計

円 円 法律による笠額 円 法による笠顛 円 円 円 円 円 扶律による金額 円 法律による金顧 円 円 円

2 差押えを解除すべき財産 2 差押えを解除すべき財産

3 再調査の請求 3 再調査の諸求

(1)再調査の請求年月日 令和 年 月 日 (1)再調査の諸求年月日 令和 年 月 日

(2)再調査の請求の対象となった処分 (2)再調査の諸求の対象となった処分

4 提供する担保財産 4 提供する担保財産
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月̀'IJ 

307010-056-6 換価の猶予申請書 307010-056-6 換価の猶予申請書

【様式】 【様式】

， ，, ‘、9‘、、9‘‘̀,収--受--印--9`‘̀、‘9 、、、、ヽ： 

I整理番号 11 1 1 1 1 1 1 1 
』，、̀、9‘、、9’-収-受-印̀̀‘,‘、、,, ‘ ヽ： 

I整理番号 11 1 1 I 1 1 1 1 

換価の猶予申請書 換 価 の 猶 予 申 請 書
+̀++,,' 

税務署長殿 税務署長殿

国税徴収法第151条の2第1項の規定により、以下のとおり換価の猶予を申精します。 国税微収法第151条の2第1項の規定により、以下のとおり換価の猶予を申請します。

工 ① ① 
住所

申請年月日 令和 年 月 日
住 所

申隋年月日 令和 年 月 El 
申 所在地

電話番号 （ ） 携帯電話 （）  
申 所在地

電話番母 ( ) 携帯電話 （）  
請

暑 遍• • 付印
精

遍．逼••H印者氏名 者氏名
名称 暑 剛鵬書●尋 名 称 且l

暑聾 ： 車騎書●号

法人 益号 II I I I I I I I I I 璽． 蝿遍隼}I■ 法人番号 II I I I I I I I I ・． ! 覺II.隼月El

年度 税目 納期限 本税 加算税 延滞税、 利子税 滞納処分費 備 考 年度 税目 納切l限 本税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 備 考

円 円 治撞による金頷 円 円 法●によ F] 円 円 祐葦による金耀：F 円 柱偉99よる金額 F1 ．． ．． 

納 ．． 納 ．． 
付 付

す す
ベ

．． 
ペ

．． 
き き

国 .. 国 ．． 
税 税

．． ．． 

合 計
イ ロ ハ ＇ 二 *' 合 計

イ ロ 9 9 “ ＝ ホ ・

"IR現在納付可能資金額 I 円 ④換価の贅予を受けよう 1 円 "| R現在納付可1ill資金額 I 円 ④換価の選予を受けよう 1 円
②イ～ホの合計

と す る金額 （②—® )
②イ～ホの合計

とする 金類 （②—@)

※③襴I士` 「財杢収支状況書」の(A)又は「財杢目録」の（D〕から転配 ※③憫は、 「財崖収支状況苦」の(A)又は「財産目録」の(D)から転記

一時に納付す 一時に納付す

ることにより ることにより

事業の継糀又 事業の縦絞又

は生活の維持
•- _H_H  __..,_ - -•-- - - 0 

は生活の維持

が困類 となる が困蝙 となる

事情の詳細 •- _H_H  __..,_ - -•-- - - 0 事f青の詳組

年月日 納付金額 年月日 納付金額 年月 日 納付金額 年月日 納付金額 年月 日 納付金額 年月 日 納付金額

⑤ 令和年月 H 円令和年月 H 円令和年月「l 円 ⑤ 令和 円令和 円令和 Fl 
納 納

付 令和年月 H 円令和年月 H 円令和年月月 円 付 令和 円令和 円令和 Fl 
計 計

画
令和年月 H 円令和年月 H 円令和年月 H 円

面
令和 円 令和 円令和 円

令和年月 H 円令和年月 H 円 令和年月 H 円 令和 円 令和 円令和 円

※⑤欄Iょ` 「財崖収支状況書」の{B)又は「収支の明紺書」の(C)及び{D)から転配 ※R憫は 「財産収支状況筈」の(B)又は「収支の明繍言」の(C)及び(D)から転記

猶 予 期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 月間 猶予 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 月間

※覆予期間の開始日は、①の申講年月日（ただし｀納付すべき国税の法定納刃阪以前にこの申請芸を提出する湯合は、納付すべき ※猶予期間の開始日は、 のの申請年月日（ただし、納付すべき国税の法定納期限以前にこの申請芸を提出する湯合は、罰付すぺき
園税の法定納期駐の翌日） 国税の法定納朔限の翌日）

□有 担保財奎の詳繹又は □有 担保財西の詳耀又は

担保 担保

口無 提供できない特別の事情 □無 捷供できない杵別の事惰

税理士 ) | 
添付する函類櫂l

税理士

門I
添付する書類襴

著名
（電話益号

10{)万円以下の場合 I 100万円超の場合 署名且卑
（電話番号 で100財万知円収以支下函の場合 ・l 100万円紹の場合

口財産収支状況書 □収支の明組書 口 収支...の明細書

I □ 1 税 理 士 法 第 30条の害面提出 有 l I □ l 税理士法第 30条の害面提出有 I□財奎目鐸： 口財滋目録

口担保関係書類 口担保閤係書類
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別紙

新旧対照表

【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

(l)~(13) （省略）

改正 後

307010-056-6 換価の猶予申請書

(14) この申請書を税理土又は税理士法人が税務代理により作成した場合は、「税理土署

名」欄に氏名又は名称を記載する。この場合は、税理士法第 30条の規定に基づき税

務代理権限証書を提出する必要がある。

(15) （省略）

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(l)~(13) （同左）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

307010-056-6 換価の猶予申請書

(14) この申請書を税理上又は税理土法人が税務代理により作成した場合は、「税理士署

名狸且」欄に氏名又は名称を記載し押印する。この場合は、税理士法第 30条の規定

に基づき税務代理権限証書を提出する必要がある。

(15) （同左）
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月̀'IJ 

307010-056-12 換価の猶予期間延長申請書 307010-056-12 換価の猶予期間延長申請書

【様式】 【様式】

，ヽ＇ ¥,‘’‘ ‘’-収-妥-印̀̀｀‘̀ ＇ ： I整理番号 11 1 1 1 1 1 1 1 』ヽヽ '、,.収.受.印.`‘‘、 ， ‘ I整理番号 11 1 1 1 1 1 1 1 

¥ 、 、9; 

`̀---'‘‘‘; 
換価の猶予期間延長申請書

、̀----:’ ， 
換価の猶予期間延長申請書

税署長殿 税務署長殿

因税徴収法第15認兵第牛員の規定により、以下ll)a初換価ll)猶予期F月の延長を申請します口 国税徴収法第152条第4項の規定により、以下のとおり換価の猶予期間の延長を申請します．

工 ① ① 
住所

申請年月 E 令和年月 日
住所

申請年月 E 令和年月 El 
申 所在地

電括呑号 （ ） 携帯電話 （）  
． 所在地

a-m玉号 （ ） 携帯電話 （）  
隋

壽 “日付麟
請

蠣蝙l 逼•13 +1 冑］
者氏名 者氏名

名称 ● ●●書•暑 名称 ll! 
● ●●書●●

法 人番号 II I I I I I I I ． ． 量曝隼月 El 法人番号 II I I I I I I I 蠣・覺珊l隼'El

換 年度 税 F 納期限 本税 加算税 延沖税 利子税 沸納処分費 傭考 換 年度 税 F 約虹限 本 税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 備考

価
円 円 ●●99よる金韻 円 " ..による金嘱 円

価
円 円法緯}C坦金犠l円 円 法葎およる金鶴

．． .. 
の の

猶 猶

予 ．． 予 .. 
期 期

間 間

延 ．． 廷 .. 
長 長

申 ． 
糟

．． 
請

.. 
税

ィ ロ ’‘ ’ 二 *' 
税

ィ ロ ハ鼻 二 ホ'
額 合計 額 合 計

"| R現在納付可能資金額 I 円 ④換価の潤予を受けよう 1 円

"IR紐納付可能資金額 I 円 ④換価の猶予を受けよう 1 円

②イ～ホの合計
と する金額 （②—®)

②イ～ホの合計
とする金額 （②---@)

※③襴ば 「財壼収支状況書」奴A)又は「財壼目鎌」奴D)から転記 ※⑤欄は、 「財壼収支状況書」の(A)又は「財壼目録」の(D)から転記

トー・ ・ ． ．．．．．＂＂ ＂＂．． ．．＂＂••一•", ． ．． ．．． ..... _,_ - _,_,._ - _., 
潜予期間内に 猶予期間内に

猶予を受けた 猶予を受けた

金額を納付す 金額を納付す

ることができ ることができ

ない理由 ない理由

ト― --- --- - -

年月日 納付金額 年月日 納付金額 年月 E 納付金額 年月 日 約付金額 年月日 納付金額 年月 E 約付金額

R 令和年月月 円令和年 月日 円 令 和 年 月 F 円
⑤ 

令和 円令和 円令和 Fl 

納 納

付 令和年月「 円令和年月日 円 令 和 年 月 H 円 付 令和 円令和 円令和 円

計 計

画
令和年月 日 円令和年月 日 円 令 和 年 月 R 円

ilii 
令和 円令和 円令和 Fl 

令和年月月 ＂令和年月日 円 令 和 年 月 F 円 令和 円令和 円令和 円

※蕊11、 「財奎収支状況香」の(B)又は「収支の明耀香」の(C)及び{D)から転記 ※濁1よ、 「酎匡収支状況菩」の〈B)又は「収支の明綱書」の(C)及び(D)から転配

延長期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 月間 延長期間 令和 年 月 E力も令和 年 月 日まで 月間

※延長朔間の開始日は｀現在｀換価の猶予を受けている国税の猶予期間の終期の翌日 ※延長期間の開始日は現在、換価の遺予を受けている国税の猶予期関の終期の翌El

□有 担保財産の詳綱又Ii 口有 担保財意の詳綱又は

担保 担保

口焦 提供できない特別の事情 口無 擾供でさない特jJIJの事情

税坪士 ) | 
添付する書類襴

税理士
l ll! | 添付する函類襴

署
（逗如—．盃号

100万円以下の場合 I 100万円超の湯合 署名丑且．
（電話番号 丑芦:-|1()()万 円 姓 の 知

l □ 税理士法第 30条の書面提出有 I 口財産収支状況書 I口収支の明麺書
口 税理士法第 30条の書面提出 有

口収支.の.．．．明,.書 ．． 

口財産目録 □財函目録

口担保間係書類 口担保関係書類
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別紙

新旧対照表

【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

(l)~(1り （省略）

改正 後

307010-056-12 換価の猶予期間延長申請書

(12) この申請書を税理土又は税理士法人が税務代理により作成した場合は、「税理土署

名」欄に氏名又は名称を記載する。この場合は、税理士法第 30条の規定に基づき税

務代理権限証書を提出する必要がある。

(13) （省略）

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(l)~(10 （同左）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

307010-056-12 換価の猶予期間延長申請書

(12) この申請書を税理上又は税理土法人が税務代理により作成した場合は、「税理士署

名狸且」欄に氏名又は名称を記載し押印する。この場合は、税理士法第 30条の規定

に基づき税務代理権限証書を提出する必要がある。

(13) （同左）
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荼
洪
】
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察

9’ ,---̀` 
ヽ ‘‘ 
ヽ ヽ， 

｀ 
｀ 

， 収受印 ， ， 
’、、、'，

‘‘・--9’

納 税 の 猶 予 に 伴 う 差 押 解 除 申 請 書
令和 年 月

税務署長 殿

申

請

者

住所

巴名

名称

法人番号

国税通則法第48条第2項の規定により、下記のとおり差押えの解除を申請します。

307010-063 

住所

（所在）

滞 納 者

氏名

（名称）

納税の猶予許可年月 H 令和 年 月 日 | 差押年月 H | 令和 年 月 H 

解除鉗青求

する財産

備 考

塗
渫

S
癬
ボ
一
lI{
作
5
憚
菩
漉
蒋
冊
醤
囀

足

臣

深

蛍

m 
-

7
4
 - 【

荼
洪
】

達

栗

浙

9、'ヽ---‘‘‘ 

＇ ‘̀ ： 収受印 ， ヽ

’’  ‘、、,、9

`` ---＇‘ 

納 税 の 猶 予 に 伴 う 羞 押 解 除 申 請 書
令和 年 月

税務署長 殿
申

請

者

住所

豆
氏名
名称

法人番号

且l

国税通則法第48条第2項の規定により、下記のとおり差押えの解除を申請します。

307010-063 

住 所

（所在）

滞納者

氏名

（名称）

納税 の 猶 予 許 可 年 月 日 令和 年 月 日 | 差押年月 E | 令和 年 月 日

解除を請求

する財産

備 考

雰
洲
注

S
癬
ボ
一
い
｛
作
UI
贈
菩
漉
蔀
冊
躍
鵬

姑

門

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。

菩



別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月̀'IJ 

307010-063-1 分割納付計画書 307010-063-1 分割納付計画書

【様式】 【様式】

＇ ，， 、ヽ、‘‘、’‘9̀’収～-曼—-,印‘,̀，̀ ヽヽ,，‘9 ， 』ヽ， 

| 整 芦 号 II I I I I I I I 
， ＇＇ ヽ‘9 ‘9‘ヽ‘‘9̀収--受---印-9̀'‘ ’‘‘‘ ‘` ’ ｀ ， ＇ 

I整理番号 II I I I I I I I 

分割 納 付 計 画 書 分割 納 付 計 画 書

税務署長 殿 税務署長 殿

納付すべき曰税（別紙「滞納税金目録」）を、下配の「納付酎囲」のとおり分割して納付します。 納付すべき国税（別紙「滞納税金目録」）を下記の「納付酎園」のとおり分割して納付します．

令和 年 月 日 令和 年 月 日

1 住所・氏名等 1 住所・氏名等

住 所 氏名 住所自1 氏 名 I ll! 所在地 名称
所在地 電 否号 （ ） 

名 称
電話悉号 （ ） 携帯電話 （ ） 携帯電話 （ ） 

顆業
※税迅務遅署年整月運日欄 1 令和 年 月 日

職業 自1 i 
※税机務正署整昨理欄 1 令和 年 月

＂ 業 種 業 種

2 納付を困難とする額 2 納付を困薬とする額

①納付すべき 国 税の 額 1 ② 直 ちに納付できる金 額 I ③, 納m付困-囃 な＠金 額1 | (])納付すべき 国 税の 額 I ②直ちに納付できる金額 I ③(納d付困-娼なR金額l 

円1 円I 円 | 叶 円I 円

3 一時に納付することができない事情の詳鑓 3 一時に納付することができない事情の詳組

j 
4 納付計画 4 納付計画

納付年月日 納付金額 納付年月日 納付金頷 納付年月日 納付金額 納付年月 E 納付金額

令和 年月 E 円 令和 年月 E 円 令和年 月 日 円令和年月 E 円

令和年月 " 円 令和 年月 " 円 令和年 月 日 円令和年月 " 円

令和年月 " 円 令和 年月 " 円 令和年 月 日 円令和年月 " 円

令和 年月 E ＂ 令和
年月 E Fl 令和年 月 日 円令和年月 E Fl 

令和年月 E 円 令 和 年月 E 円 令和年月 日 円令和年月 E 円

令和年月 E Pl 令和年月 E 円 令和年 月 日 円令和年月 E 円

5 担保に関する事項 5 担保に関する事項

担保
昌 担保財産の詳繹又Ii : 目

担保
芦 担保財彦の詳綱又は ：

口無 紐 合なぺ苓別の割胄 口無 提供でさない符別の事情

税理士 ) | l 添付書類確記禰 l 
|&二|（電話番号

_且)| | 添付書類確認禰 l 
署名

（電話番号 | □財窯目録 □収支況紅害 | □財畔録 □収支珊細害

I □ l税理士法第 30条の害面提出有 I 口 財産収支状況書 □担保提供害 l □ 1税理 士法第 30条の書面提出 有 I 口財産収支状況書 □担保提供書
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別紙

新旧対照表

【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

(1)~(6) （省略）

改正 後

307010-063-1 分割納付計画書

(7) この書類を税理土又は税理士法人が税務代理により作成した場合は、「税理土署

名」欄に氏名又は名称を記載する。この場合は、税理士法第 30条の規定に基づき

税務代理権限証書を提出する必要がある。

(8) （省略）

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(1)~(6) （同左）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

307010-063-1 分割納付計画書

(7) この書類を税理上又は税理土法人が税務代理により作成した場合は、「税理士署名

狸」欄に氏名又は名称を記載し押印する。この場合は、税理上法第 30条の規定

に基づき税務代理権限証書を提出する必要がある。

(8) （同左）
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77 

国
洪.... 

納付誓約書
年 月 日

税 務 署 長 殿

住所（所在地）

氏名（法人名）

私（当社）が、本 日現在において滞納している下記国税等については、右納付計画 納 付 計 画

のとおり納付します。 年 月日 納付金額

塁また、今後、納期限が到来する国税等については、期限内に納付します。
円

万一、納付が不履行となった場合あるいは新たな滞納を発生させた場合には、差押え

痣又は公売処分を受けることについて、十分に説明を受け、承知しています。

図君なお、国税通貝1j法第60条の規定による延滞税についてもあわせて納付します（換価の猶予

及び納税の猶予に関する説明を十分に受け、承知した上でこの納付誓約 書を提出します。）。

臣
滞 納 匡 税 等 堂

年 度 税目 納期限 本 税 加 算 税 延 滞 税 利子税 滞納 処分 費 備 考 孟深
円 円法祐による金額 円 円法体による金額 円

容.. 

.. ,, 
＂ 囀

.. ,, 
＂ 

.. ｝｝ ｝｝ 

◎ 納付は、 最寄りの金融機関で行ってください， l 速絡先［ 特別国税徴収官 担当者 l 旦 納付したときは、その場で必ず所定の領収征書を受け取り、
管理返営・徴収 部門

粘付金額等を確認してください， 電話 内線

I税務署整理襴 1 | 

団..... 

納付誓約書
年 月 日

税務署長殿

住所（所在地）

氏名（法人名） 血

私（当社）が、本日現在において滞納している下記国 税 等 については、右納付 計 画 納 付 計 画

のとおり納付します。 年月日 納付金額 さ
また、今後、納期限が到来する国税等について は、期限内に納付します。

円 ろ
万一、納付が不履行となった場合あるいは新たな滞納を発生させた場合には、差押え ＇ 姑

又は公売処分を受けるごとについて、十分に税明を受け、承知しています。

苫君なお、国税通則法第60条の規定による延滞税についてもあ わせて納付します（換価の猶予

及び納税の猶予に関する説明を十分に受け、承知した上でこの納付誓約 書を提出します。） 。

門

滞 納 国 税 等
雰

年 度 税目 納期限 本 税 加 算 税 延滞税 利子税 滞納 処分 費 備 考 孟菩
円 円法体による金額 円 円法律による金額 円 苔：．． 

囀
．． ＂ ＂ 
．． ＂ ＂ 
.. ｝｝ II 

］ 
◎ 納付は、最寄りの金融桟関 で行ってください ］ 連絡先［ 特別国税徴収官 担当者
◎ 納付したときは、その場で必ず所定の領収 柾書を受け取り、

管理運営・徴収部門
納付金額等を泄認してくださいg 電話 内緑

I税務署整理瀾 I | 

B-j 

察

蛍

m 

達

添

浙

廷
門
蛍
冷
｛
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7
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。



別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

307010-085 納付竺約書 307010-085 納付竺約書

【調理要領】 【調理要領】

1 （省略） 1 （同左）

2 調理要領 2 調理要領

(1) （省略） (1) （同左）

(2) 次に掲げる項目は、納税者本人が記載する。 (2) 次に掲げる項目は、納税者本人が記載する。

イ・ロ （省略） イ・ロ （同左）

ノ‘ 「氏名（法人名）」欄は、氏名（名称）を記載する。 ノ‘ 「氏名（法人名）」瀾は、氏名（名称）を記載し、押印する。

二～ヘ （省略） 二～ヘ （同左）

(3)~(5) （省略） (3)~(5) （同左）
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国
洪.... 

担 保 提 供 書

税務署長 殿
年 月 H 

担保提供者（納税者） 住所（所在）

いiの 猶 予 に 係る下記税金の担保として、次の物件を提供します。

氏名（名称）

猶 予 税 額 担保物件の表示

塁年度 税目 祐期限 本 税 加 算 税 延 滞 税 利子 税 滞納処分費 備考

円 円法律による 金顎 円 円法律による金顛 円

図器
痣．． 

．． 

” 99 臣.. 

＇ 
.. 

.. 深

: : の 猶 予 に 係 る 上 記 税 金 の 納 税 担 保 と し て 、 上 記 物 件 の 提供を承諾します。
囀

年 月 日

担保物件の所有者 住所（所在）

氏名（名称）

添 付 菩類 I

国
洪..... 

担 保 提 供 書

税務岩長 殿
年 月 H 

担保据供者（納税者） 住所（所在）

: : の 猶 予 に 係 る 下 記 税 金 の 担 保 と し て 、 次 の 物 件 を 提 供 し ま す 。

氏名（名称） Jl! 

旦猶 予 税 額 担保物件の表示

年度 税目 納期限 本 税 加 算 税 延滞税 利 子 税 滞納処分費 偏考

円 円法律による金類 円 円法律による金額 円

図器
廷.. 

．． 
臣.. 

>．． 
吾ト

.. 淳

: : の 猶 予 に 係 る 上 記 税 金 の 納 税 担 保 と し て 、 上 記 物 件 の 提供を承諾します 。

鴫

年 月 日

担保物件の所有者 住所（所在）

氏名（名称） 且l

添 付 書類 I
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別紙

新旧対照表

【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

(1) （省略）

改正 後

307010-086 担保提供書

(2) 担保提供者と担保物件の所有者が異なる場合は、担保物件の所有者の署名（記名

を含む。）を受ける。

なお、担保が保証人の保証の場合には、別に納税保証書を徴取し、この提供書へ

の保証人の署名（記名を含む。）は要しない。

(3) （省略）

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(1) （同左）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

307010-086 担保提供書

(2) 担保提供者と担保物件の所有者が異なる場合は、担保物件の所有者の署名狸且を

受け、その者の印鑑証明書を添付させる。

なお、担保が保証人の保証の場合には、別に納税保証書を徴取し、この提供書へ

の保証人の署名担且は要しない。

(3) （同左）
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【
禁
洪
】

B-j 

察

担 保 変 更 の承諾申請書

令和 年 月 日

税務署長 殿

担＾
住所

保納
所在地

提税 氏名

供者
名称

者- 法人番号 I I I I I I I I I I I I 
国税通則法第51条第 2項の規定により、国税の担保の変更の承認を申請します。

変更する担保の表示 新たに提供する担保の表示

担保提供年月日 | 令和 年 月 日

3
0
7
0
1
0
-
0
8
9
 

茄
茄
滞
濯

S
渕
櫻
世
躍
囀

痣

臣

深

蛍

m 
-

8
1
 -

【荼洪】

担保変更の承認申請書

令和 年 月 日

税務署長 殿

担＾
住所

保納
所在地

提税 氏名 印
供者

名称

者- 法人番号 I I I I I I I I I I I I 
国税通則法第51条第 2項の規定により、国税の担保の変更の承認を申請します。

変更する担保の表示 新たに提供する担保の表示

担保提供年月日 | 令和 年 月 日

3
0
7
0
1
0
-
0
8
9
 

油
荊
滞
濯

S
渕
関
世
躍
鴫

廷

臣

達

追

浙

廷
門
蛍
翌
吐

7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

307010-097 担保に係る金銭の納付申出書 307010-097 担保に係る金銭の納付申出書

【様式】 【様式】

担保に係る金銭の納付申出書 担保に係る金銭の納付申出書

令和 年 月 日 令和 年 月 日

税務署長 殷 税務署長 殿

住所 住 所

所在地 所在地

申滞 申滞

請納 氏名 請納 氏名
且．

者者
名称

者者
名称

I I I I I I I I I 
~ -~ 

I I I I I I I I I 法人番号 法人番号

の担保として提供した金銭を下記の国税の納付に充てたいので、国税通則法施行令18条第1項の の担保として提供した金銭を下記の国税の納付に充てたいので、国税通則法施行令18条第1項の

規定により申出します。 規定により申出します。

供託提供年月日 令和 年 月 日 供託提供年月 日 令和 年 月 日

担保として 担保として

提供した 供託番号 年度金第 号 提供した 供託番号~ 年度金第 号

金 銭 金 銭

供託担保金額 Pl 供託担保金額 円

年度 税目 納期限 本税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 年度 税目 納期限 本税 加算税 延滞税 刹子税 滞納処分費

円 円 法軍 によ令笠類 円 法寧 9こよ令笠類 円 円

＂ 
円 法存による金頷 円 缶●による金頷 円 円

充 充

当 当

す す

る る

国 匡

税 税

備 備

考 考
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別紙

新旧対照表

改正 後

307020-002-2 滞納処分の停止決裁・審理確認票

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

307020-002-2 滞納処分の停止決裁・審理確認票

【様式】 【様式】

距扱注烹 賑扱注烹

今9μ 二月日

閂
滞納処分の停止決裁・審涅確認至

匹絲匹朽， 1
: t哨伍，；，l

令,u c:..e 日

滞納処分の停止決裁・審涅紐認栗

四虹忠認， 1
,,,;ふ担当済が，9；'9,1
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正 後 改正前
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別紙

新旧対照表

【調理要領】

1 目 的

改正 後

307020-002-2 滞納処分の停止決裁・審理確認票

「滞納処分の停止決裁・審理確認票」は、「滞納処分の停止適否点検表」（以下「停

止適否点検表」という。）を担当者が作成して滞納処分の停止決諧を起案したときに、

必要な調査が行われているか、統括官等又は審理担当者が形式・実質的な観点で決裁・

審理を行い、その状況が記録に残るよう、決裁・審理の補助資料として作成する。

2 （省略）

【調理要領】

1 目的

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

307020-002-2 滞納処分の停止決裁・審理確認票

「滞納処分の停止決裁・審理確認票」は、「滞納処分の停止適否点検表」（以下「停

止適否点検表」という。）を担当者が作成して滞納処分の停止決鏃を起案したときに、

必要な調査が行われているか、統括官等又は審理担当者が形式・実質的な観点で決裁・

審理を行い、その状況が記録に残るよう、決裁・審理の補助資料として作成する。

2 （同左）
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別紙

【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

(1)~(4) （省略）

改正 後

308010-001 差押債権取立通知書

新旧対照表

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(1)~(4) （同左）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

308010-001 差押債権取立通知書

(5) 「差押金額」欄は、差押通知書到達日現在の貯金残高及び利息の金額（一部差押 I(s) 「差押金額」瀾は、差押通知書到達日現在の滞納国税の額を記載する。

えをした場合は、その差し押さえた金額）を記載する。
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

308020-028-2 換価事務進行状況表 308020-028-2 換価事務進行状況表

【様式】 【様式】

換価事務進行状 況 表 換価事 務 進行状況表

売却区分 名称、 性 質、所在、 数 量及び現 況 売却区分 名称、性質、所在、数量及び現況

換価財産 公売公告 第 号 換価財産 公売公告 第号

売 却 区 分 番 号 売却区分番 号

事務 公元
年月 E 処理 事 績 確 印

事務 公売
年 月日 処 理 事 績 検印

区分 方法 区分 方法

公兎財産番号を自動付番した。 |公却財産番号 1 公売財産番号を自動付番した． |公如財産m | 
換処分の適否検討表を出力し、その適否について検討した。 換価処分の適否検討表を出力し` その適否について検討した。

換 財産の現況を池誘したロ 換価財産の現況を磁認した。

換 換

価
摸価財座9)鑑定評価を（ ）に依頼した。

価
換価財産の鑑定評価を（ )に依頼した．

事 事
務 共通 務 共通

9) 換価の実施につき事前上申をした。 の 換価の実施につき事前上申をした．

事 事

"" 上申に対する指示があった。（補正事項等の有燕）
前

上申に対する指示があった。（補正事項等の右燕）
準 準
備 トー•一 ., ___....,_ ・-- -

備
．．．．．．． ．．．  ．． 

見積価額の決定を行い、見積価額評定躙書を作成した， 見積価額の決定を行い、 見積価額評定胴書を作成した．

9 •一 ......．.．．．.  ・-・-.... ·--··•••一•
．． 

評定事績及び見積価額の入力をした． 評定事預及び見積価額の入力をした。

公売実施に必要な所要事項の入力をするとともに、公売公告番号杞寸番した。 公売実施に必要 な所要事項の入力をすると投ぶ：、公売公告番号を寸番した．

公売の実施及び公売公告（又は随意契約による売却の実施）の決議を了した，; 公売の実施及び公売公告（又は随意契約による売却の実胞）の決賎を了した＂

公売情報ホームページに財産情報を入力したU 公売侑秘ホームベージに財性情報を入力した。

見積価額の公告決諧を了した。 見積価額の公告決議を了した．

公売公告（兼見積価額公告）を税務署の掲示場に掲示した， 公売公告（兼見積価額公告）を税務署の掲示場に掲示した．

共通 公売公告（兼見積価額公告）を（ ）に掲示した。 共通 公売公告（兼見積価額公告）を（ ）に掲示した。

l ← --
公

売
公売の通知（又は売却の通知）決巖を了した． 公

売
公売の通知（又は売却の通知）決議を了した．

公 公

告 公売通知書（又は売却通知書）を滸納者及び利害関係人（ 外 名）に送付した。 告 公売通知書（又は売却通知書）を泄納者及び利害閤係人（ 外 名）に送付した．

ト ー

公 債権現在額申立書の用紙を（ 外 名）に送付した。 公 債権現在額申立書の用紙を（ 外 名）に送付した．
売 売

通

知 公売のお知らせ（買受勧奨書）を（ 外 名）に送付した．
通

知 公売のお知らせ（買受勧奨書）を（ 外 名）に送付した．

換伍財産の下見案内を（ 時）から（ ）において行った。 換価財産の下見案内を（ 時）から（ ）において行った。

官公庁オークシ5ンサイトに財産情報を入力した。 官公庁オークションサイトに財産情況を入力した．

インターネット公売の必要書類の提出を、 参加申込者（ 外 名）から受けた。 インターネット公売の必要書類の提出を、参加申込者（ 外 名）から受けた。

ネット ネット

公売参加併」限者に孜当する参加申込者の右燕を確認した． 公売参加帽限者に該当する参加申込者の有焦を確認した．

9 •一 ......．.．．．.  ・-・-.... ·--··•••一•
．． 

仮申込者の本登鍬又は参加申込取消を行った。 仮申込者の本登低又は参加申込取消を行った。

中止 共遜 （ ）により公売中止とし、その旨を入力した 中止 共通 （ ）により公売中止とし、その旨を入力した＂
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

事務 公売
年月日 処理事績 確認印

事務 公売
年 月 日 処理事績 検印

区分 方法 区分 方法

次の者から債権現在額申立書を受理した。 次の者から債権現在額申立書を受理した。

受理年月日 債権者氏名 受理年月 日 債権者氏名 受理年月日 債権者氏名 受理年月日 債権名氏名

債 債

権 ・--・ 権

現
現

在 共通 在 共通
I - ト —

栢
額

0) 
の

申
申

債権現在額申立吾の内容及び債権額を確距した。
立

倍権現在額中立書の内容及びぽ権額を確認した。 立

て
て

使権現在額中立害を提出していない（ ）について実質隕査を行い倍権の内
債権現在額申立書を提出していない（ ）について実質調査舒子い債潅の内

容及びその額を確認した。
容及びその額を確認した。

公売保証金の発供を（ 外 名）から受けた。
公売保証金の提供を（ 外 名）から受けた．

公売保証金を（ 外 名）に返還した．
公売保証金を（ 外 名）に返還した。

←―•一
H........．．． ． ．． 

公
共通 公売保証金の充当申出書の提出を（ 外 名）から受けた。

公 共通 公売保証金の充当申出書の径出を（ 外 名）から受けた．
売

トー•一 ．．．．． 

売 保 I )(}）約付した公売保証金祖国庫(})i酎属とした．

保 （ )(]）納付した公売保匠金を国庫(])帰属とした 証

征 ． ．．． ． ． ． ．．．．．  金 ｛ ）の納付した公売保証金を滞納日税に充当し、滞納者に対して充当通知告杞送付し

金 （ )(1)納付した公売保証金を滞納国税に充当し、滞納者に対して充当通知書杞き付し た。

た。
期間

公売保証金振込通知書兼払裳請求書(})掲出を（ 外 名）から受けた。
期間

公売保柾金振込通知書兼払淀請求書の憬出を（ 外 名）から受けた．
ネット

ネット

I ）において公売を実施した

（ ）において公売を実施した。

・ ・ - - ・  ｛ 外 名）の入札（又は買受申込み）があったU

（ 外 名）の入札（又は貿受申込み）があった。
入 期日

入札者又は代理人の面前で開札芍手った。
翔 El 札 期間

入 翔間
入札者又は代理人の面前で開札を行った。 等

札
・ ・ - - ・  畷員（ 外 名）を立会人として開札を行ったU

等 職員（ 外 名）を立会人としで開札を行った。
問

ー•一
H.. ．．．．．． ． ．． 

札

等
I 外 名）により迅加入札等を実施した．

開 （ 外 名）により追加入札等を実施した。
札 共通 公売（又は随意契約）は（ ）により不成立となった。
等

公売（又は随意契約）は（ ）により不成立となった。

共通

（ 外 名）の暴力団員等に該当しない旨の陳述書の提出を受けた。
次の者を最窟価申込者・次順位貿受申込者として、決定した。

最 | 申込者 氏 名 | 価額
意

ふ最高価; --|— —.... · ．・•・ー _ ~ --ー
最 次の者を最高価申込者・次順位買受申込者として，決定した。

価

濤 申

価 I 申込者氏名 | 価探
込

申 者

込 最高価 1 | 最高価申込者・次顛位買受申込者の決定の告知及び入札終了の告知を行った。
者 次 共通

次順位 1 | 順

次 共通 位 公売結果の入力を行った。

順 買

位 最高価申込者・次蔽位買受申込者の決定の告知及び入札終了の告知を行った． 受 不動産等の最高価申込者・次順位買受申込者の氏名等を公告し、滞納者及び利害関係人（

買 ． ．．． ． ． ． ．．．．．  申 外 名）にその旨通知した。

受
公売結果の入力を行った．

込 旦；価申込者・次順位買受申込者の決定の取消決議をした
申 者

込 の
取消理由( ） 

不動産竿の最高価申込者・次順位買受申込者の氏名等を公告し、 滞納者及び利害関係人（ ~ヤ ナ 1 つ 9山-土日--- -~---( -. 
者 決 " ．→者・次面杓官乎

の 外 名）にその旨通知した． 定 クこ c-,寸「こ

決
定
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新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

事務 公売
事務 公売

年月日 処理事績 検印
年月 H 処 理 事績 確認日 区分 方法

区分 方法

次の最高面申込者に対して売却決定決議をしこその旨を入力した．

不邑産の星凸凪申公者・次l』絋且2申込者の2ち 1 外 凸iについては 許蕊
可肝等の写しにより、 調査の嘱託を要しない事業者であることを碓認した。 最高ffi申込若氏名 I 

l —— 
不動産の最高価申込者・次順位買受申込者の陳述苔記載の者（ 外 名）につい

｛ ）により売却決定の取消決議をし、その旨を入力すると投に（ 外名）に通

ヤ =たに暴力 に か否かの瀾査の ―った 売 共通
知した．

不動産の最；；；佃申込者・次順位買受申込者の陳述吝記載1J)者について（ 薮~から
却

次の次順位買受申込者に対して売却決定決踏をし、その旨を入力した。
決

闊 暴力団只等に該当するか否かの回答と孟けたり 疋
碩位買受申込者氏名 I

査上三
の 調査対象者 該当するか否か 知した2 ）により売却決定の取泊決階をし、その旨を入力するとともに（ 外名）に通

嘱

託 最嵩鉦 （ ）外名 該当 ・非該当

次顧位 （ ）外名 該当 ・非該当
最高伍申込名から買受代金の納付があった，

Z乱益と』且 .t~iこ且僕がなiロ益·t-~ i醤益と』且とi色 且 且uaュと令こ令
告の変更の公告及び公四通知の変更の通知をしたa 最漑佃申込者が買受代金芍剌寸したため売却決定通知害を交付したc

共通
納付川限までに納付できない事情針尼め、（ 月 日）まで売却決定の取治をソよいこととし

仁最高―佃申込―者力も納-付-期限ま-でに納付-がない-ため、最-高価-申込-者に対-する売却-決定の-取消

次の最石価申込者に対して売却決定決議をし、その旨を入力した。 貿 決睾をし、その旨を入力するとともに（ 外 名）に適知した．

最閲価申込者氏名 I 
受 次顧位買受申込名に対して売却決定決睾をし、その旨を入力するとともに次顛位買受申込者
代 への売却決定通知害む送付したロ
金

知（した。 ）により売却決定の取消決議をし、その旨を入力するとともに（ 外名）に通
の 次厄位買受申込者に対して売却決定をした旨の逝知害む帯納者及ぴ利害関係人（ 外

納 名）に送付した，

売
付

＂ ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．． 

共通 等期El 次順位：頁受申込者から頁受代金の納付があった。
却

次の次順位買受申込者に対して売却決定決議をし、その旨を入力した． 期間 ．．．． 
決

定
次顧位買受申込者氏名 I

次厄位買受申込名が買受代金を納付したため売却決定適知苔を交付した．

次順位頁受申込者から納付期限までに納付がないため、次穎位買受申込者に対する売却決

知(した。 )により売却決定の取消決畿をし、その旨を入力するとともに（ 外名）に通 定の取消決議をし、その旨を入力するとともに（ 外 名）に適知した．

頁受人から移転登配（保）の請求（口頭書面）があったロ

最高伍申込者から買受代金の納付があったc

買受人から移転登記（録）に必要な書類の提出があった．
． ．．．．．．．．．．．．．．．．．  

最高伍申込者が買受代金を納付したため売却決定通知書を交付した， 頁受人から登保免許税相当額の印紙（又は領収証害）の提出があったため、印紙等受領害を

共通
交付した。

納付期限までに納付できない事情を認め、（ 月 H)まで売却決定の取消をしないこととし 登記（録）嘱託書郵送料として（ 円）の郵便切手の提出があったため、印紙悴受領書を交

こ0--------------- 止上-------- ----
最高伍申込者から納付期限までに納付がないため、最高価申込者に対する売却決定の取沼 換 所有権移転登配｛録）嘱託書を送付した．

買 決議をし、その旨を入力するとともに（ 外 名）に通知した． 価

受
財

登配完了証の交付を受けた．
次顧位買受申込者に対して売却決定決議をし、その旨を入力するとともに次順位買受印込者 産

代 への売却決定通知書を送付した。 の
金 権 共通 登記識別情報を買受人に交付し受領書む致した。

の 次顛位買受申込者に対して売却決定をした旨の通知書を滞納者及び利害関係人（ 外 利 ＂．．．．．．．． ．． 

納 名）に送付した。 移
換価財産を買受人に直接引ぎ渡し、公売財産弓l渡確認書の提出を受けたい

付
転

等 期H 次顧位買受申込者から頁受代金の納付があった。
手

．．．． 

筏
売却決定通知害を交付する方法により引き渡し、買受人から換価財迂む呆管する者に対して

期間 売却財涵の引渡通知菩により通知した

次顛位買受申込者が買受代金を粘付したため売却決定通知書を交付した。 滞納者に右佃証券の裏書等をさせ引き渡した。

次顛位買受申込者から納付期限までに納付がないため、次順位買受申込者に対する売却決 滞納者に代位して有価証券の裏菩等の手続をした

定の取情決議をし、その旨を入力するとともに（ 外 名）に通知した．
売却決定通知害を第三債務者等に送付した0

債権証書、自動東検査証芯を買受人に引含渡した。
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新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

事務 公売
年月 E 処理事 績 潰認日

事務 公売
年月日 処 理 事 績 検印

区分 方法 区分 方法

買受人から移転登配 （録)(IJ請求（口頭書面）があった。 権 公売財志送付依頼書を買受人から受けた。

．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． ．  利 ネット .．．"．..．．．...  ．． 

買受人から移転登配（録）に必要な書類の提出があった．
移

換価財志を運送業者に引き涙した。
転

買受人から登録免許税相当額の印紙（又は領収証書）の提出があったため、印紙等受領害を
手

交付した。
続

登記（鍬）嘱託害蘇送料として（ 円）の我便切手の褪出があったため、印紙等受領害を交 配当計算結果の入力により換価代金交付絹日を（ 月 日）とする配当計算害を作成し、

付したc 決議を了した．

換 所有権私転登記（録）嘱託害む送付した。 配 配当計算害藷本を滞納者及び利害関係人（ 外 名）に送付した。

価 当
財

登記完了証の交付を受けた。 計 共通 配当計算に関する呉醗の申立てが（ ）からあった．
産

1------------ 算 , — 1----------の 書
権 共通 登記識別情投を買受人に交付し受領書を徴した。 の 配当計算害更正通知香を（ 外 名）に送付した．

利 ト―--------- - 作 ト―― 9配当-計算害-に関す-る異-議に-係-る換価代-金等を-供託し-、供託し-た-旨の-通知-を-累議-に-関係-を有移
換価財産を頁受人に直接引き渡し、公売財産引渡確認害の提出を受けた。 成

転 する者及び滞納者に通知した．

手
売却決定洒知書を交付する方法により引き渡し、買受人がら換伍財沌む呆管する者に対して

続
売却財産の引裟通知書により通知した。

滞納者に有価証券の裏客等をさせ引き渡した。 換価代金を滞納匿税に充当した。

滞納者に代位して有価証券の裏書等の手続をした， 配当すべき襖価代金を次により交付したロ

売却決定適知書を第三債務名等に送付した．
交付年月日 1債権者氏名 I配当金額 1交付年月 E I債権者氏名 I配当金額

襖

I I I I I 価

債潅証書、自動東検査証等を買受人に引き渡した。 代 共通

I I I I I 金

権 公亮財産送付依頼書を頁受人から受けた．
の

利 ネット
配 残余金を滞納者に交付した．
当

移
換価財産を運送業者に引き渡した。 等

転 残余金を裁判所又は執行官に交付した，
手

続
換価代金（ 円）を（ 条 ）の規定により供託した。

配当計算結果ll)入力により換価代金交付期 Eを（ 月 E)とする配当計算書を作成し、

決議を了した。

配 配当計算書謄本を滞納者及び利害関係人（ 外 名）に送付した。
公売公告前に（ ）から不服申立てがあった．

当 1------------
計 共通 配当計算に関する呉議の申立てが（ ）からあった3

公売公告後、公売期日開始前に（ ）から不服申立てがあった．算 ト―--------- -書

の 配当計算書更正通知書を（ 外 名）に送付したロ 不
公売期 H闇始後、売却決定前に（ ）から不服申立てがあった．

作 服 ト―― 1----------成 配当計算書に開する呉議に係る換価ft金等を供託し、供託した旨の適知を暴議に関係を有 申
する者及び滑約者に適知した。 立 売却決定後、 買受代金の納付の期限前に（ ）から不服申立てがあった。

て 共通 l - I --- -----
1こ

買受代金の約付の期限後、 権利移転手絞前に（ ）から不服申立てがあった。
係

換価代金を滞納日税に充当した． る

検 権利移転手続後に（ ）から不服申立てがあった。

価
配当すべき換価代金を次に切交付した。 制

（ ）に切換価甜限が解除された。
隈

交付年月日 1債権者氏名 I配当金額 I交付年月 E I債潅者氏名 1配当金顎 l -

売却決定期日を（ 年 月 日）とする公売公告の変更の公告及び公売通知書の変更の
換

価 I I I I I 通知をした．

： 共通 I I I I I 
の

配 残余金を帯納者に交付した．
当

等
残余金を裁判所又は執行官に交付した。 そ

の

換価代金（ 円）を（ 条 ）の規定により供託したロ 他、
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新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

事務 公売
年 月 E 処理事績 確認印

区分 方法

公売公告前に（ )から不服申立てがあった。

公売公告後、公売期 日祝始前に（ ）から不服申立てがあった。

不
公売期 E開始後、売却決定前に（ ）から不服申立てがあった。

服
申

立 売却決定後、頁受代金の納付の期隈前に（ ）から不服申立てがあった。

て 共通
に

買受代金の納付の期隈後、権利移転手続前に（ ）から不服申立てがあった。
係

る

換 抱利移転手続後に（ ）から不服申立てがあった2

価

制
（ ）により換価制阪が解除された。

限

売却決定期日を1 年 月 日）とする公売公告の変更の公告及び公売通知書の変更の

通知をした。

そ

の

他
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新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

308020-028-2 換価事務進行状況表 308020-028-2 換価事務進行状況表

【調理要領】 【調理要領】

1 （省略） 1 （同左）

2 調理要領 2 調理要領

(1)~(4) （省略） (1)~(4) （同左）

(5) 「確認印」欄には、各「事務区分」欄に掲げた処理事績を了した都度、統括官等 (5) 「捻且」欄には、各「事務区分」欄に掲げた処理事績を了した都度、統括官等が

が担且する。 検印を押なつする。

(6) （省略） (6) （同左）
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新旧対照表

【調理要領】

「公売事績整理簿」

1 （省略）

2 調理要領

(1)~(8) （省略）

改正 後

308020-032 公売事績整理簿

308020-033 公売事績整理簿（動産用）

g 「売却決定通知書交付」欄は、売却決定通知書を買受人に交付した場合に、当該

年月日を記載し署名等を受ける。

堕 「郵送料・住民票等」欄の上段は、買受人から「評価換価共通設定」画面で設定

した郵送料として郵便切手の提出を受け印紙等受領書を交付した場合に、当該年月

日を記載し口欄に✓ を記載する。

なお、移転登記（録）に必要な住民票等の提出を受けた場合は、下段の「有」を

0印で囲む。

旦 「登録免除税相当額」欄は、買受人から登録免許税相当額の印紙（又は領収証書）

の提出を受け印紙等受領書を交付した場合に、当該年月日及び登録免許税相当額を

記載する。

⑫ 「法務局名・登記年月日・受付番号」欄は、法務局から登記完了証を収受した場

合は当該内容を記載する。

⑬ 「登記済証交付」欄は、「登記済証」を「登記識別情報」に補正し、当該登記識別

情報を買受人に交付した場合は、当該年月日を記載し署名等を受ける。

「公売事績整理簿（動産用）」

1 （省略）

2 調理要領

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

308020-032 公売事績整理簿

308020-033 公売事績整理簿（動産用）

【調理要領】

「公売事績整理簿」

1 （同左）

2 調理要領

(1)~(8) （同左）

凸 「売却決定通知書交付」襴は、売却決定通知書を買受人に交付した場合に、当該

年月日を記載し受領印を受ける。

山 「郵送料・住民票等」欄の上段は、買受人から「評価換価共通設定」画面で設定

した郵送料として郵便切手の提出を受け印紙等受領書を交付した場合に、当該年月

日を記載し口欄に✓ を記載する。

なお、移転登記（録）に必要な住民票等の提出を受けた場合は、下段の「有」を

0印で囲む。

＠ 「登録免除税相当額」欄は、買受人から登録免許税相当額の印紙（又は領収証書）

の提出を受け印紙等受領書を交付した場合に、当該年月日及び登録免許税相当額を

記載する。

＠ 「法務局名・登記年月日・受付番号」欄は、法務局から登記完了証を収受した場

合は当該内容を記載する。

工 「登記済証交付」欄は、「登記済証」を「登記識別情報」に補正し、当該登記識別

情報を買受人に交付した場合は、当該年月日を記載し受領印を受ける。

「公売事績整理簿（動産用）」

1 （同左）

2 詞理要領
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

(1) （省略） (1) （同左）

(2) 「動産交付」欄は初期空欄表示であり、当該動産を買受人に引き渡した年月日を (2) 「動産交付」欄は初期空欄表示であり、当該動産を買受人に引き渡した年月日を

記載し、署名等を受ける。 記載し、受額印を受ける。

(3) （省略） (3) （同左）
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新旧対照表

改正 後

308020-036 公売公告兼見積価額公告（不服申立て）

【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

(1)~(8) （省略）

(9) 「売却決定の日時」及び「買受代金納付期日」の各欄は、「延長・返戻・中止・不

服申立」画面において入力した変更となった「売却決定日」及び「買受代金納付期

日」を表示する。

(1O)~(12) （省略）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

308020-036 公売公告兼見積価額公告（不服申立て）

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(1)~(8) （同左）

(9) 「売却決定の日時」及び「買受代金納付期日」の各欄は、「事案返戻、中止、不服

史」画面において入力した変更となった「売却決定日」及び「買受代金納付期日」

を表示する。

(1O)~(12) （同左）
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別紙

【様式】

改正 後

308020-042 入札書（共同入札用）別紙

入札書別紙
同税局 長

図税事務所長殿

税務 署長

（共同入札用） 令和年月日

公売 財 奎の名 称 共同入札代表者氏名

共
后l
入
札
者
＃ 
后l
入
札
者
共
同
入
札
者
共
F] 
入
礼

名
共
同
入

； 
共
同
入
礼
者
共
問

入

； 
共
同
入
札
者
共
間

入
札
者
共
同
入

； 

売却区分 番 号 I 動涵

番の不動産

その他（

住 所 （ 所 在 地 ）

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

1注意亭項I

1--―--!!...ユ—―-
氏名（名 蒋）

トー 一

ドー 一

1 入札書に記載できなかった共同入札者全員の住所、氏名、持分、連絡先を記載してください。
※入札書に配載されている共同入札者は記載しないでください。

持分

2 この別紙にも記載しきれない場合は、別の別紙を作成し、必ず共同入札者全員を記載してください。

3 字体は絆明に、インク又はポールペンで苔いてください。

4 書き損じたときは、訂正をしないで、新しい入札書別紙を作成してください。

5 左側余白部分を入札書に貼り付けエ、入札書と一緒に提出してください。

連 絡先

新 旧対照表

【様式】
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改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

308020-042 入札書（共同入札用）別紙

入札書別紙
国税局長

●税事務所長 殿

税 務署 長

（共同入札用） 令和年月日

公売財産の名称 共 同 入 札 代 表 者 氏 名

共
閤

入
札
噌

共
F] 

入
札
嘴

共
問
入
札
噌

共
后］
入
礼

者
共
同
入

； 
共
同
入
札
嘴

共
問

入

； 
共
同
入
札
者
共
間

入
札
者
共
同
入

； 

売却区分番 呂 I 動滋

番の不勤産

その他（

住所（所在地）

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

［注意事項】

- ―ーニニナ ー

氏 名（名称）

1--- -

I -

1 入札書に記載できなかった共同入札者全員の住所、氏名、持分、連絡先を記載してください。
※入札書1’寄約＊れている共同入札者は記載しないでください．

持分

2 この別紙にも記載しきれない場合は、別の別紙を作成し、必ず共同入札者全員を記載してください。

3 字体は鮮明に、インク又はポールペンで書いてください。

4 書き損じたときは、訂正をしないで、新しい入札書別紙を作成してください。

5 左側余 白部分を入札書に貼り付け、入木l脊櫛lt1者が割り印をした 卜で入札書と一緒に提出してください。

連 絡先



別紙

新旧対照表

改正 後

308020-043 共同入札代表者の届出書（入札用）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

308020-043 共同入札代表者の届出書（入札用）

【様式】 【様式】

（入札用）
（入札用）

共同入札代表者の届出苔 共同入札代表者の届出書

令和年 月日
令和年 月 E 

匿 税局長

四税事務所長 殿

税務署長

困税局長

国税 事務所長 殿

税 務 詈長

住所（所在地） 氏名（名称） 持 分

I I 1-1 I I I I 

共
I I 1-1 I I I I 

同

入 I I 1-1 I I I I 
札

者 I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

※共同入札者が6名以上の場合は、 記載できない共同入札者全員紗},j紙に記載し、共同入札代表者の届出書に貼付してから撲出してくださいc

令和 年 月 日開札の公売において、次の公売財産の入札に当たり、共同入札者全員Ht表し入札手続等を行う

者（入札書等の提出者、公売保証金及び買受代金の領収証書のあて名となる者等）として、次のとおり共同入札代表者を定

めたので、届けます。

公売財産の名称

売 却区分 番 号 I 動産

番の不動産

その他（

一
共
同
入
札
代
去
者
一

住所（所在 Ill) 氏名（名称）

【注意事項】

l 共同入札代表者の届出書は、入札を行う公売財産ごとに、それぞれ作成してください。
※共有できない公売財産については共同入札はできません。

2 字体は鮮明に、インク又はポールペンで苔いてください。

3 共同入札者は、共同で入札に参加される全ての者を記載してください。

また、公売財産の持分についても、事前に入札者間で決定の上、必ず記載してください。

4 共同入札者全員からの委任状を提出してください。

5 吾き損じたときは、訂正をしないで、新しい共同入札代表者の届出書を作成してください。

住所（所在地） 氏 名（名称） 控公 且鑑

I I 1-1 I I I I 

共
I I 1-1 I I I I 

同

入 I I 1-1 I I I I 
礼

者 I I 1-1 I I I I 

I I 1-1 I I I I 

.ヽ, —• ヤ・-~.、，ー日＾ ~ ~ `  → →'.＝ヽ ● m 49 ふ → L『 99` ーヤト 9 ・ r l 9, ・冒一
｀ ` 

令和 年 月 日明札の公売において、次の公売財産の入札に当たり、共同入札者全員を代表し入札手続等を行

う者（入札書等の提出者、公売保証金及び頁受代金の領収証書のあて名となる者等）として、次のとおり共同入札代表者

を定めたので、届けます。

公売財産の名 称

売却区分番号 1 動産

益の不動産

その他（

m
 

住所（所在地） 氏名（名称）

［注意事項I

1 共同入札代表者の居出酋は、入札を行う公売財産ごとに、それぞれ作成してください。
※共有できない公売財産1こついては共同入札はできません。

2 字体は鮮明に、インク又はボールペンで吝いてください。

3 共同入札者は、共同で入札に参加される全ての者を記戴し押印してください。

また、公売財奎の持分についても、事前に入札者間で決定の上、必ず記載してください。

4 共同入札者全員からの委任状を提出してください。

5 吝き捐じたときは、訂正をしないで、新しい共同入札代表者の届出書を作成してください。
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新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月̀'IJ 

308020-043 共同入札代表者の届出書（入札用）別紙 308020-043 共同入札代表者の届出書（入札用）別紙

【様式】 【様式】

國税局長
共同入札代表者の届出書別紙

国税局長
共同入札代表者の届出書別紙

国税事務所長殿
令和年月日

国税亭務所長殿
令和年月 H 

税務署長 ，，，務署長

公売財産の名称
|，.同 A 9 代女~廿氏名 公売財産の名称 』同人札 9し●者氏々

売却区分番号 I 動産 売却区分 番号 I動産

番の不軌産 番の不動産

その他（ ） その他（ ） 

住所（所在地） 氏名（名称） 持分 住所（所在地） 氏名（名称） 持分 且

共 I I 1-1 I I I I 共 | 同 同
入 入
札 札
者 者
北 I I 1-1 I I I I 共 | 同 届l
入 入
札 札
者 者
共 I I 1-1 I I I I 共 | 同 届l
入 入
札 札
者 者
共 I I 1-1 I I I I 共 | 同 届l
入 入
札 札
者 者
共 I I 1-1 I I I I 共 | 同 届l
入 入
札 札
者 者
共 I I 1-1 I I I I 共 | 同 届l
入 入
札 ； 者
共 I I 1-1 I I I I 共 | 同 届l
入 入

； 札
者

共 I I 1-1 I I I I 共 | 同 同
入 入
札 札
者 者
共 I I 1-1 I I I I 共 | 届 届
入 入
札 札
者 者
共 I I 1-1 I I I I 共 | 届 届
入 入
札 札
者 者

【注意事項】 ［注意事項I

1 共同入札代表者の届出書に記載できなかった共同入札者全員の住所、氏名、持分を記載してください。 1 ※共共同同入入札札代代表表者者の届の出届菩出に書記載にさ記れ載ていでるき共な同か入ILっ者たは共記同載入しな札い者でく全だ員さいの。住所、氏名、持分を記載し押印してください。
※共同入札代表者の届出香に記載されている共同入札者は記載しないでください。

2 この別紙にも記載しきれない場合は、別の別紙を作成し、必ず共同入札者全員を記載してください。 2 この別紙にも記載しきれない場合は、別の別紙を作成し、必ず共同入札者全員を記載してください。

3 字体は鮮明に、インク又はポールペンで書いてください。 3 字体は鮮明に、インク又はポールペンで書いてください。

4 書き損じたときは、訂正をしないで、新しい共同入札代表者の届出書別紙を作成してくださいロ 4 書き損じたときは、訂正をしないで、新しい共同入札代表者の届出書別紙を作成してください。

5 左側余白部分を共同入札代表者の届出書に貼り付けエ、共同入札代表者の届出書と一緒に提出してくださいロ 5 左側余白部分を共同入札代表者の届出書に貼り付け共同入＊l考今員の寓llり印をItcドで共同入札代表者の届出書

と一緒に提出してください。
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新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である

改 正 後 改 正 月̀'IJ 

308020-044 共同買受申込代表者の届出書（競り売り用） 308020-044 共同買受申込代表者の届出書（競り売り用）

【様式】 【様式】

（競り売り用） （競り売り用）

共同買受申込代表者の届出書 共同買受申込代表者の届出書

令和年月 El 令和年月日

国税局長 国税局長

国税事務所長 殿 匡税享務所長殿

税務署長 税務署長

住所（所在地） 氏名（名蔀I 持分 住所（所在地） 氏名（名称） 血 且

I I 1-1 I I | | 

共

届l
I I 1-1 I I | 

共

| 
后l

買 買

受 I I 1-1 I I | 受 | 
申 申

込 I I 1-1 I I | 込 | 
者 者

I I 1-1 I I | | 

※共同買受申込者が6名以上の場合は、記載できない共同貿受申込者全員を別紙に記載し、共同買受申込代表者の届出書に貼付してから提出してください。 ※共同買受申込者が6名以上の場合は、記載できない共同買受申込者全員を共同頁受申込者持分内訳書に記載し、共同買受申込代表者居出書とともに提
出してくださいロ

［令和 年 月 日の期日競り売り ］ 
令和 年 月 H～令和 年 月 旧のインターネット公売 において、次の公売財産の買受申込み ［令和 年 月 日の期日競り売り ］ 

に当たり、共同買受申込者全員を代表し買受申込手続等を行う者（公売保証金及び買受代金の領収証書のあて名となる者 令和 年 月 日～令和 年 月 日までのインターネット公売 において、次の公売財産の買受申込

等）として、次のとおり共同買受申込代表者を定めたので、届けます。 みに当たり、共同買受申込者全員を代表し買受申込み手続等を行う者（公売保証金及び買受代金の領収証書のあて名と

なる者等）として、次のとおり共同買受申込代表者を定めたので、届けます。

令定 駐 画 の 企 胚

売却区盆蛍号 動産
: 公 買 受 申 込 み を行う公売財産の売却区分番号

番の不動産

その他（ I 

| 
住 所（所在地） 氏名（名称）

Ii 
住所（所在地） 氏名（名称）

【注意事項】
［注意事項】

1 ※共共同有買でき受な申い込公売代財表産者につのい届て出は書共同は買。受買申受込申みは込でみきをませ行んう。公売財産ごとに、それぞれ作成してください。
1 共同買受申込代表者届出書は、買受申込みを行う公売財産ごとに、それぞれ作成してください。

※共有を認めない公売財産については、共同買受申込みはできません。

2 字体は鮮明に、インク又はボールペンで書いてください。 2 字体は鮮明に、インク又はボールペンで書いてくださいc

3 共同買受申込者は、共同で買受申込みに参加される全ての者を記載してください。 3 共同買受申込者は、共同で買受申込みに参加される全ての者を記載し押印してください。

また、公売財産の持分についても、事前に買受申込者間で決定の上、必ず記載してください。 また、公売財産の持分についても、事前に買受申込者間で決定の上、必ず記載してください。

4 共同買受申込者全員からの委任状を提出してください。 4 共同買受申込者全員からの委任状を提出してください。

5 書き損じたときは、訂正をしないで、新しい共同買受申込代表者の届出書を作成してください。 5 書き損じたときは、訂正をしないで、新しい共同買受申込代表者届出書を作成してくださいロ
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新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

308020-045 委任状（入札用） 308020-045 委任状（入札用）

【様式】 【様式】
（入札用） （入札用）

委 任 状 委 任 状

（受任者） 住図豆i在地） （受任者） 住図（近在地）

氏名（名称） 氏名（名称）

私は、上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任しました。 私は、上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任しました。

記 記

1 次の公売財産の入札手続に関する権限 1 次の公売財産の入札手続に関する権限

公売財産の名称 公 売 財 産 の 名 称

売 却 区分 番 号 動産 売 却 区 分番 号 動産

番の不動産 番の不動産

その他（ ） その他（ ） 

2 上記公売財産の公売保証金の納付の権限及び受領に関する権限 2 上記公売財産の公売保証金の納付の権限及び受領に関する権限

3 上記公売財産の納付した公売保証金の充当に関する権限 3 上記公売財産の納付した公売保証金の充当に関する権限

4 上記公売財産の買受代金の納付に関する権限 4 上記公売財産の買受代金の納付に関する権限

5 上記公売財産の受領に関する権限 5 上記公売財産の受領に関する権限

6 上記 1から 5に附帯する一切の権限 6 上記 1から 5に附帯する一切の権限

令和 年 月 日 令和 年 月 日

（委任者） ｛主匝豆i在地） （委任者）止匪（尻在地）

氏名（名称） 氏名（名称） 印

※ 共同で入札を行う楊合は、共同入札者全員からの提出が必要です。 ※ 共同で入札を行う楊合は、共同入札者全員からの提出が必要です。
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新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

308020-045 委任状（競り売り用） 308020-045 委任状（競り売り用）

【様式】 【様式】

（競り売り用） （競り売り用）

委 任 状 委 任 状

（受任者） 住所（所在地） （受任者） 住所（所在地）

氏名（名称） 氏名（名称）

私は、上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任しました。 私は、上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任しました。

記 記

1 次の公売財産の買受申込み手続に関する権限 1 次の公売財産の買受申込み手続に関する権限

公売財産の名称 公売財産の名称

ギ冗 却 区 分 番 号 動産 ギ冗 却 区 分 番 号 動産

番の不動産 番の不動産

その他（ ） その他（ ） 

2 上記公売財産の公売保証金の納付の権限及び受領に関する権限 2 上記公売財産の公売保証金の納付の権限及び受領に関する権限

3 上記公売財産の納付した公売保証金の充当に関する権限 3 上記公売財産の納付した公売保証金の充当に関する権限

4 上記公売財産の買受代金の納付に関する権限 4 上記公売財産の買受代金の納付に関する権限

5 上記公売財産の受領に関する権限 5 上記公売財産の受領に関する権限

6 上記公売財産の受領に関し、代理人を復代理人として上記公売財産 6 上記公売財産の受領に関し、代理人を復代理人として上記公売財産

の配送業者を選任する権限 の配送業者を選任する権限

7 上記 1から 6に附帯する一切の権限 7 上記 1から 6に附帯する一切の権限

令和 年 月 日 令和 年 月 日

（委任者）止匝（尻在地） （委任者） i主尻（匪在地）

氏名（名称） 氏名（名稔） 印

※ 共同で買受申込みを行う場合は、共同買受申込者全員からの提出が必要です。 ※ 共同で買受申込みを行う場合は、共同買受申込者全員からの提出が必要です。
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新旧対照表

改正 後

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

308020-041 入札書

308020-042 入札書（共同入札用）

入札書（共同入札用）別紙

308020-043 共同入札代表者の届出書（入札用）

共同入札代表者の届出書（入札用）別紙

308020-044 共同買受申込代表者の届出書（競り売り用）

308020-045 委任状（入札用）

委任状（競り売り用）

308020-041 入札書

308020-042 入札書（共同入札用）

入札書（共同入札用）別紙

308020-043 共同入札代表者の届出書（入札用）

共同入札代表者の届出書（入札用）別紙

308020-044 共同買受申込代表者の届出書（競り売り用）

308020-045 委任状（入札用）

委任状（競り売り用）

【調理要領】

「入札書」

1 （省略）

【調理要領】

「入札書」

1 （同左）

2 調理要領

(1)~(5) （省略）

(6) 入札書を滞納処分票に編てつする場合には、最高価申込者の決定に係る者を最上

部とし、順次入札価額の多少に従って編てつすること。

(7) 最高価申込者等の決定の決議は、入札書の左上部余白におおむね次の形状のゴム

印を押なっすることにより行う。

；
 

発

決

最高価申込者等の決定の決議

I 署 長 1 副署長 1 総務課長 1 統括官等 I 担当者

2 調理要領

(1)~(5) （同左）

(6) 入札書を滞納処分票に編てつする場合には、最高価額申込者の決定に係る者を最

上部とし、順次人札価額の多少に従って編てつすること。

(7) 最高価額申込者等の決定の決議は、入札書の左上部余白におおむね次の形状のゴ

ム印を押なつすることにより行う。

：
 

発

決

最高価額申込者等の決定の決議

I 署 長 1 副署長 1 総年長 1 統括官等 I 担当者

最尚価申込者 最高価額申込者

本件入札者に対して、 の決定をしたい。 本件入札者に対して、 の決定をしたい。

次順位買受申込者 1 次順位買受申込者

(8) 売却決定の決議は、入札書の右上部余白におおむね次の形状のゴム印を押なっす (8) 売却決定の決議は、入札書の右上部余白におおむね次の形状のゴム印を押なっす

ることにより行う。 ることにより行う。
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新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

売 却 決 定 決 諮 売 却 決 定 決 議

発躁 I I署 長 1 副署長 1 総務課長 1 統括官等 1 担当者 発議 I I署 長 1 副署長 1 総務課長 1 統括官等 1 担当者

決議 I | | | | | 決臨 I | | | | | 

蘊凸価申込者 基高価額申込者

本件 に対して売却決定をしたい。 本件 に対して売却決定をしたい。

次順位買受申込者 次順位買受申込者

(9) （省略） (9) （同左）
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【様式】

改 正 後

308020-045-1 陳述書（個人用）

陳述書（個人用）

| l国税局長

国税事務所長

|'’  
1税務署長 殿

※内容を確詔い口にチェックを入れてください。

口 私は、暴力団員等ではありません。

※「暴力団昌等 lKは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条

第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を絆渦しない者 1を指します。

口 私は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人の計算において、入札等をする者ではありま

せん。

※該当する場合は、口にチェックを入れてください。

口 自己の計算において私に入札等をさせようとする者は、陳述書別紙「自己の計算において入札等を

させようとする者に関する事項」に記載のとおりです。

この者は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人ではありません。

売却区分番号 号 陳述書作成日 1 令和 年 月 日

T 

~I 
者

住所

＾ 
電話番号

戸
戸又

巾

込 □ 大正 □平成

-者 H | 口昭和口令和 年 月 日 1 性別 □男性口女性

【注意事項】

1 本様式は、入札者（買受申込者）が個人の場合に使用する陳述書です．

陳述書は、入札等を行う財産（売却区分番号）ごとに作成し、入札等までに提出してください。

提出がない場合や記載に不備がある場合は、入札等が無効となりますので、正確に記載してください。

2 字体は鮮明に、インク又はポールペンで書いてください。

3 共同で入札等を行う場合は、入札者（買受申込者）ごとに陳述書を提出してください。

4 提出後の陳述書（別紙を含む。）の訂正や追完はできません。

5 入札者（買受申込者）が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者の場合には、その許認可等を受けたことを証

明する文書（宅地建物取引業の免許証又は債権符理回収業の許可証）の写しを提出してください。

6 自己の計算において入札等をさせようとする者〈入札者（買受申込者）に資金を渡すなどして自己の為に入札等をさせ

ようとする者をいいます。）がある場合は、陳述書別紙「自已の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」を

併せて提出してください。

7 虚偽の陳述をした場合、 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります（国税徴収法第189

条）。

新 旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

（新設）
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新旧対照表

改 正 後

308020-045-2 陳述書（法人用）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

（新設）

【様式】

陳述書（法人用）

[ Jは：：：所長
税務署長 殿

※内容を確認し、口にチェックを入れてください。

口 当法人は、暴力団員等が役員である法人ではありません。

※ 「暴力団目等 lレは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条

第6号に規定する是力団員又は暴力団員でなくなった日から5年＃粋渦しない者 lを指します。

口 当法人は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人の計算において、入札等をする者ではあ

りません。

※該当する湯合は、口にチェックを入れてください。

口 自己の計算において当法人に入札等をさせようとする者は、隙述書別紙「自已の計算において入札

等をさせようとする者に関する事項」に記載のとおりです。

この者は、暴力団員等又は暴力団員等が役員である法人ではありません。

売却区分番号 号 陳述書作成 H 令和 年 月 H 

T -

地在所人法入
札
者
（
買
受
申
込
者

電話番号 （ ）  

（フリカ't)

法人名称

代表者氏名

役員 I陳述書（法人用）別紙「入札者（貫受申込者）である法人の役員に関する事項」のとおり

【注意事項】

1 本様式は、入札者（買受申込者）が法人の場合に使用する陳述書です。

陳述書は、入札等を行う財産（売却区分番号）ごとに作成し、入札等までに提出してください。

提出がない場合や記載に不備がある場合は、入札等が無効となりますので、正確に記載してください。

2 陳迷書（法人用）別紙「入札者（買受申込者）である法人の役員に関する事項」及び「法人の役員を証する書面（商棠

登記簿に係る登記事項証明書等）」を併せて提出してください。

3 字体は鮮明に、インク又はボールペンで書いてください。

4 共同で入札等を行う場合は、入札者（買受申込者）ごとに陳述書を提出してください。

5 提出後の陳述書（別紙を含む。）の訂正や追完はできません。

6 入札者（買受申込者）が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者の場合には、その許認可等を受けたことを証

明する文書（宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証）の写しを提出してください。

7 自己の計算において入札等をさせようとする者（入札者（買受申込者）に資金を渡すなどして自己の為に入札等をさせ
ようとする者をいいます。）がある場合は、陳述書別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者に閑する事項」を

併せて提出してください。

8 虚偽の陳述をした場合、 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります（国税徴収法第189

条）。
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新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月̀'IJ 

308020-045-3 陳述書（法人用）別紙（入札者（買受申込者）である法人の役員に関す （新設）

る事項）

【様式】
【陳述書（法人用）別紙l

入札者（買受申込者）である法人の役員に関する事項

※該当する口こチェ`,_,.,,._れてくだい

T 

住所

（フリガナ）
ヽヽヽ

1 

氏名
役職

生年月 E
□大正 □平成

年月 日 性別 □男性 口女性
口昭和口令和

〒

住所

2 
（フリガナ）

氏名
役職

生年月 H
□大正 □平成

年月 日 性別 口男性 口女性
口昭和口令和

T 

住所

（フリガナ）
3 

氏名
役職

生年月日
□大正 □平成

年月 日 性別 □男性 口女性
口昭和口令和

〒

住所

4 
（フリガナ）

氏名
役職

生年月 H
□大正 □平成

年月 日 性別 □男性 口女性
ロ四和 □今和

T 

住所

（フリガナ）
5 

氏名
役職

生年月 H
□大正 □平成

年月 ロ 性別 □男性 □女性
口昭和口令和

【注意事項】

l 入札者（買受申込者）が法人の場合は、本書面及び「法人の役員を証する書面（商業登記簿に係る登記事項証明

書等）」の提出が必要です。提出がない場合や記戟に不傭がある場合は、入札等が無効となりますので、正確に記
載してください。

2 字体は鮮明に、インク又はボールペンで書いてくださいロ

3 役員全員（代寿者吝会む）を記戟してください。役員が6人以上いる場合は、本用紙を複数枚用いてください。

なお、役員が法人の場合は、当該法人の役員についても記載し、当該法人の役員を証する書面（商業登記簿に係る

登記事項証明書等）を提出してください。

4 提出後の陳述書（別紙を含む。）の訂正や追完はできません。
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新旧対照表

改 正 後

308020-045-4 陳述書別紙（自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事 1 （新設）

叫

【様式】

【陳述壽別紙】

自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項

※該当する口にチェックを入れてください

T 

住所

口個人「三亘三二．
氏名

生年月日 1
□大正 □平成
口昭和口令和 年 月 日 1 性別 □男性 □女性

T 

法人所在地

口法人［三亘二
法人名称

役員
別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者（法人）の役員に関する事項」

のとおり

【注意事項】

l 自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合は、本書面の提出が必要です（複数いる場合

は、本用紙を複数枚用いてください。）。

提出がない場合や記載に不備がある場合は、入札等が無効となりますので、正確に記載してください。

2 自己の計算において入札等をさせようとする者が法人である場合は、別紙「自己の計算において入札等を

させようとする者（法人）の役員に関する事項」及び「法人の役員を証する書面（商業登記簿に係る登記事項

証明書等）」の提出が必要です。

3 字体は鮮明に、インク又はボールペンで書いてください。

4 提出後の陳述書（別紙を含む。）の訂正や追完はできません。

5 自己の計算において入札等をさせようとする者が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者の場合に

は、その許認可等を受けたことを証明する文書（宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証）

の写しを提出してください。
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月̀'IJ 

308020-045-5 別紙（自己の計算において入札等をさせようとする者（法人）の役員に （新設）

関する事項）

【様式】
（別紙）

自己の計算において入札等をさせようとする者（法人）の役員に関する事項

※該当する口にチェ・、クを入れてださい

T 

住所

（フリガナ）
＜くくくくく

I 

氏名
役職

生年月日
□大正 □平成

年月 日 性別 口男性 口女性
口昭和口令和

T 

住所

（フリガナ）
2 

氏名
役職

生年月日
□大正 □平成

年月 日 性別 口男性 □女性n叩知 □合和

T 

住所

（フリガナ）
〉〉〉〉〉〉3 

氏名
役職

生年月日 □口 大昭正和 □口 平令成和 年月 日 性別 口男性 ロ女性

〒

住所

4 
（フリガナ）

氏名
役職

生年月日
□大正 □平成

年月 El 性別 口男性 □女性ロ四和 □令和

T 

住所

5 
（フリガナ）

氏名
役職

生年月日
□大正 □平成

年月 日 性別 口男性 口女性
口昭和口令和

【注意事項】

l 自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合は、本書面及び「法人の役員を証する書面（商業登

記薄に係る登記事項証明書等）」の提出が必要です。

提出がない場合や記載に不備がある場合は、入札等が無効となりますので、正確に記載してください。

2 字体は鮮明に、インク又はボールペンで書いてください。

3 役員全員（代表者吝含む）吝記載してください。役員が6人以上いる場合は、本用紙を複数枚用いてください。

なお、役員が法人の場合は、当該法人の役員についても記載し、当該法人の役員を証する書面（商業登記簿に係る

登記事項証明書等）を提出してください。

4 提出後の陳述書（別紙を含む。）の訂正や追完はできません。
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

308020-045-1 陳述書（個人用） （新設）

308020-045-2 陳述書（法人用）

308020-045-3 陳述書（法人用）別紙（入札者（買受申込者）である法人の役員に関す

る事項）

308020-045-4 陳述書別紙（自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事

叫

308020-045-5 別紙（自己の計算において入札等をさせようとする者（法人）の役員に

関する事項）

【調理要領】

上目的

「陳述葺」は、徴収法第 99条の 2の規定により、入札者等（その者が法人である場

合には、その役員）又は自己の計算において入札等をさせる者（その者が法人である

場合には、その役員）が暴力団員等に該当しないこと等を陳述するため、公売不動産

の入札等をする際に提出させるg

なお、随意契約により不動産を売却する場合においても、これに準じて行う。

2 調理要領

「共通事項」

山 「陳述書」は、入札等を行う売却区分番号ごとに記載させ、入札等までに提出さ

せる。

盆入札者等又は自己の計算において入札等をさせる者が法人の場合は、法人の役員

を証する書面（商業登記簿に係る登記事項証明書等）を併せて提出させる2

凶入札者等又は自己の計算において入札等をさせる者が、宅地建物取引業又は債権

管理回収業の事業者の場合には、その許認可等を受けたことを証明する文書（宅地

建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証）の写しを提出させる。

「陳述書（個人用）」
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

「陳述書（法人用）」

「陳述書（法人用）別紙（入札者（買受申込者）である法人の役員に関する事項）」

入札者等が個人の場合は「陳述書（個人用）」を、法人の場合は「陳述書（法人用）」

及び「陳述壽（法人用）別紙（入札者（買受申込者）である法人の役員に関する事項）」

を提出させる。

山 「陳述害」の「売却区分番号」欄は、「公売公告」又は「公売公告兼見積価額公告」

に表示した売却区分番号を記載させる2

盆 共同で入札等を行う場合は、入札者等ごとに陳述書を作成し提出させる。

「陳述書別紙（自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項）」

「別紙（自己の計算において入札等をさせようとする者（法人）の役員に関する事項）」

「陳述翡別紙（自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項）」は、自

己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合、入札者等の「陳述葺」と併せ

て提出させる。また、当該自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合

にあっては「別紙（自己の計算において入札等をさせようとする者（法人）の役員に関

する事項）」を併せて提出させる。
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

308020-046 送付用封筒（期間入札の方法による公売用） 308020-046 送付用封筒（期間入札の方法による公売用）

【様式】 【様式】

送付用封筒（ 期間入札の方法による公売用）
送付用封筒（期間入札の方法による公売用）

（おもて） （うら）
（おもて） （うら）

□□]-||||| 
提出していただくもの 整

理

I I I 1-1 I I I I 篭認 書 類 名 欄

ロ（必ず入札入書提出用封札筒に封入して書ください。）
整

提出していただくもの理
櫂

共 ロ （ 公 字 不 動 畜 の 入 ● の 爆 合 1
憶

暴力団員等に該当しない旨の陳述書 書 類 名
認

通 口
公売保証金振込通知書

共 ロ 入札書（金融襴関の振込証朋書の原本を貼付してください．）
（必ず入札書提出用封盲 1：：射入してください ．）

□公 売 保 証 金 の 充 当 申 出 書

通 口
公売保証金振込通知書

（金凪繊闘の振込1iE明書の原本を貼付してください．）

~I 口
（隙述書に法人の記載がある湯合）
迂・人の匹昌キ即する一面 □公売保証金の充当申出書＂馴：疇 ＇薗：：島今晉 Illト

代 ロ （代珪人が入札する湯合）

代 口理 委任状 委任状

理 （代理人が入札される唱合）

り可 ー□ 
（公売不動鷹の入札者（※）が次の事業者の場合）

宅地違物取引業の免計証の写し
農 ロ 買受適格証明書

信誨管廻同収羞の許可書の写
地 （公亮財定が農地の場合）

農 口 （公売財査が農地の場合）

地 買受適格証明書 上記「提出していただくもの」を同封の上、送付してください。

上記「蘊出にこいただくまlQぽ：回祖Q上送位し工立ださい

※「自己の計庄において入札豆まさせる者 1がいる盪合はその者も

三

【差出人】

〈住所） T 【差出人】

（住所） T 

（氏名又は名称）

（氏名又は名称）

速 絡 先 fu: 

封をする前に、
連絡 先正

必要書類等をもう一度ご確認ください。 現金・小切手の同封厳鶉！ 封をする前に、

必要書類等をもう一度ご確認くださいロ 現金・小切手の同封厳祟！
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別紙

新旧対照表

改正 後

308020-046 入札書提出用封筒（期間入札の方法による公売用）

送付用封筒（期間入札の方法による公売用）

【調理要領】

「送付用封筒（期間入札の方法による公売用）」

1 目 的

「送付用封筒（期間入札の方法による公売用）」は、「入札壽提出用封筒（期間入札

の方法による公売用）」のほか、陳述書、委任状、買受適格証明書等の提出書類を郵送

させるときに使用する。

2 （省略）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

308020-046 入札書提出用封筒（期間入札の方法による公売用）

送付用封筒（期間入札の方法による公売用）

【調理要領】

「送付用封筒（期間入札の方法による公売用）」

1 目的

「送付用封筒（期間入札の方法による公売用）」は、「入札壽提出用封筒（期間入札

の方法による公売用）」のほか、資格証明、委任状、買受適格証明書等の提出書類を郵

送させるときに使用する。

2 （同左）
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別紙

新旧対照表

改 正 後

308020-047 買受申込書

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

308020-047 買受申込書

【様式】 【様式】

（広告随契用） 買受申込書 （広告随契用） 買受申込書

国税 局長

国税事務所長殿

税 務署長

令和 年月日 国税局長

国税事務所長殿

税務署長

令和年月日

郵 便 番 号 1

住所 I I I―| | | | 申 （所在地）

； フリガナ 連絡先（（携帯）電話番号）

氏名
（名称）

住所

代 （所在地）

理 フリガナ 連絡先（（携帯）電話番号）
人

氏名
（名称）

下記の売却財産について、随意契約により貿受けることを申し込みます。

記

買受けを申し 込 む 売 却 財 産 の 売 却 区 分 番 号 買 受 価 額

百億十億I億千万百司十万 万 刊百

【注意事項】

l 買受申込書は、買受けを申し込む売却財産ごとに、それぞれ作成してください。

2 字体は鮮明に、インク又はポールペンで書いてください。

3 代理人が買受けを申し込む場合は、買受申込みに先立って委任状を提出してください。

4 買受価額欄には売却価額をアラビア数字で明確に記載し、頭部には、「¥」を記載してください。

5 売却財産の売却決定は、買受価額をもって行います。

6 書き損じたときは、訂正をしないで、新しい買受申込書を作成してください。

7 買受申込者は、提出した買受申込書の引換え、変更又は取消しをすることができません。

また、同一人が同一の売却財産について2枚以上の買受申込書を提出した場合は、いずれの買受申込書も無効なもの

となります。

郵 便 番 号 1

住所 I 

申 （所在地）

岱 フリガナ 連絡先（（携帯）電話番号）

氏名
（名称）

住所

代 （所在地）

理 フリガナ 連絡先（（携帯）電話益号）
人

氏名
（名称）

下記の売却財産について、随意契約により買受けることを申し込みます。

買受けを申込む売却財産の売却区分番号

記

買 受 価 額

百億十億I億千万1百万I十万 万 千I百 十I l'l 

【注意事項】

1 買受申込書は、買受けを申込む売却財産ごとに、それぞれ作成してください。

2 字体は鮮明に、インク又はボールペンで書いてください。

3 代理人が買受けを申込む場合は、買受申込みに先立って委任状を提出してください。

4 買受価額欄には売却価額をアラビア数字で明確に記載し、頭部には、「¥」を記載してください。

5 売却財産の売却決定は、買受価額をもって行います。

6 書き損じたときは、訂正をしないで、新しい買受申込書を作成してください。

7 買受申込者は、提出した買受申込書の引換え、変更又は取消しをすることができません。

また、同一人が同一の売却財産について2枚以上の買受申込書を提出した場合は、いずれの買受申込書も無効なもの

となります。
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である

改 正 後 改 正 月̀'IJ 

308020-048 買受申込書（共同買受申込用） 308020-048 買受申込書（共同買受申込用）

【様式】 【様式】

（広告随契用） 買受申込書 （広告随契用） 買受申込書
国税局長 （共同買受申込用） 令和 年月 日 国税局長 （共同買受申込用） 令和年月日

国税事務所長 殿 匿税事務所長 殿

税 務署長 税務署長

フリガナ フ リ ガ ナ

＇ 住所（所在地）
氏 名（名称）

持分 連絡先 住所（所（土地）
氏 名 （ 名 称 ）

持分 連絡先

共

I 1-1 I I I I 
共申

| 同込 l 同込

ぢ
買ft
受表

者 者

| 1-1 I I I I 
＇ 

| 
受， 

| 1-1 I I I I 〉〉〉〉〉9 | 
受

: 奢

| 1-1 I I I I 買
| 

受

嗜

買
| 1-1 I I I I 買 | 

受
序

i 

住所 住所

代 （所在地） 代 （所在地）

理 フリガナ 連絡先（竜話番号） 理 フリガナ I連絡先（電話番号）

人 氏（名称名l 
人 氏名

（名称）

※共同買受申込者が6名以上の場合は、記載できない共同買受申込者全員を別紙に記載し、買受申込香に貼付してヵも提出してください。 ※共同買受申込者が6名以上の場合は、記載できない共同頁受申込者全員を別紙に記載し、頁受申込書に貼付してから提出してくださいロ

下記の売却財産について、随意契約により貿受けることを申し込みます。 下記の売却財産について、髄意契約により買受けることを申し込みます。

記 記

買受けを申し込む売却財産の売却区分番号 買 受 価 額 買受けを申込む 売却財産の売却区分番号 買 受 価 額

百億十億億千万百万十万万千百十 円 百億十億億千万百万十万 万1 千 百 十 P] 

； ： | ； ： 

【注意事項】 【注意事項】

1 ※買共受有申で込きな書いは売却、買財産受にけつえいニてとは込共と同9買E受却申財込み産はごでときにま、せそん，れぞれ作成してください。
l 買受申込書は、買受けをし込と年却財産ごとに、それぞれ作成してください。

※共有できない売却財産については共同寅受申込みはできません。

2 字体は鮮明に、インク又はポールペンで書いてください。 2 字体は群明に、インク又はポールペンで書いてください。

3 買受けを申し込む場合は、買受申込みに先立って共同買受申込手続等に関する代表者を定め、共同買受申込代表者の届出書を提出してくださ 3 買受けを一申込む場合は、買受申込みに先立って共同買受申込手続等に関する代表者を定め、共同買受申込代表者の届出書を提出してくださ

し‘o tヽ。

4 共同買受申込者は、共同で買受申込みに参加される全ての者を記載してください。 4 共同買受申込者は、共同で買受申込みに参加される全ての者を記載してください。

また、売却財産の持分についても｀事前に買受申込者間で決定の上、必ず記載してください。 また、売却財産の持分についても、事前に買受申込者間で決定の上、必ず記載してください。

5 代理人が買受けを申し込む場合は、買受申込みに先立って共同買受申込代表者から委任を受けた委任状を提出してくださいa 5 代理人が貿受けを申込む場合は、買受申込みに先立って共同買受申込代表者から委任を受けた委任状を提出してください。

6 買受価額楕には売却価額をアラビア数字で明確に記載し、頭部には、「¥」を記載してください。 6 買受価額欄には売却価額をアラビア数字で明確に記載し、頭部には、「¥」を記載してください。

7 売却財産の売却決定は、買受価額をもって行います。 7 売却財産の売却決定は、買受価額をもって行います。

8 書き損じたときは｀訂正をいないで、新しい買受申込量を作成してください。 8 書き損じたときは、訂正をしないで、新しい買受申込書を作成してください。

9 買受申込者は、提出した買受申込書の引換え、変更又は取消しをすることができません。 g 買受申込者は、提出した買受申込書の引換え、変更又は取消しをすることができません。

また、詞ーの売却財産に対し2枚以上の買受申込書を提出した場合は、いずれの買受申込量も無効なものとなります。 また、同一の売却財産に対し2枚以上の買受申込書を提出した場合は、いずれの買受申込書も無効なものとなります。

なお、共詞買受申込者のいずれかが、単独又は共同（他の第三者との共同）を問わず、同一の売却財産に対し別の買受申込晉を提出した場合 なお、共同買受申込者のいずれかが、単独又は共同（他の第三者との共同）を問わず、同一の売却財産に対し別の買受申込書を提出した場合

も、同様の取扱いとなります。 も、同様の取扱いとなります。
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月̀'IJ 

308020-049 共同買受申込代表者の届出書（広告随意契約用） 308020-049 共同買受申込代表者の届出書（広告随意契約用）

【様式】 【様式】

（広告随意契約用） （広告随意契約用）

共同買受申込代表者の届出書 共同買受申込代表者の届出書

令和年月日 令和年月 El 

国税局長 国税局長
国税事務所長 殿 国税事務所長 殿
税務署長

税務署長

住所（所在地） 氏名（名称） 持分
住所（所在地） 氏名（名称） 且 且鑑

I I 1-1 I I I I | 

共

I I 1-1 I I I I 共
| 同

后

貿

I I 1-1 I I I I 
貿

受 | 受
申

申
込 I I 1-1 I I I I 込 | 者

者

I I 1-1 I I I I 
| 

※共同買受申込者が6名以上の場合は、記載できない共同買受申込者全員を剥紙に記載し、共同買受申込代表者の届出香に貼付してヵも提出してください。

※共同買受申込者が6名以上の場合は、記載できない共同買受申込者全員を別紙に記載し、共同買受申込代表者の届出書に貼付してから提出してくださ
tヽc

令和 年 月 日広告の随意契約において、次の売却財産の買受申込みに当たり、共同買受申込者全員を代表し買

受山込手続等を行う者（買受山込書等の提出者、買受代金の領収証書のあて名となる者等）として、次のとおり共同買受山 令和 年 月 日広告の随意契約において、次の売却財産の買受申込みに当たり、共同買受申込者全員を代表し

込代表者を定めたので、届けます。 買受申込手続等を行う者（買受申込苦等の提出者、買受代金の領収証吉のあて名となる者等）として、次のとおり共同買

受申込代表者を定めたので、届けます。

売 買 受 け を 申 込む売却財産の売却区分番号
公買受けを申し込む公売財産の売却区分番号1 却
売

| 
財

財 産
産

| 
， 住所（所在地） 氏名（名杭）

住所（所在地） 氏名（名称）

【注意事項】
【注意事項］

1 共同買受申込代表者の届出書は、買受けを申し込む公売財産ごとに、それぞれ作成してください。
［ 共同買受申込代表者の届出書は、買受けを主込立売却財産ごとに、それぞれ作成してくださいロ

※共有できない公売財産については共同買受申込みはできませんa

※共有できない売却財産については共同買受申込みはできません。

2 字体は鮮明に、インク又はポールペンで書いてください。 2 字体は鮮明に、インク又はボールペンで書いてください。

3 共同買受申込者は、共同で買受申込みに参加される全ての者を記載してください。 3 共同買受申込者は、共同で買受申込みに参加される全ての者を記載し｀押印してください。

また、公売財産の持分についても、事前に買受申込者間で決定の上、必ず記載してください。 また、売却財産の持分についても、事前に買受申込者間で決定の上、必ず記載してください。

4 共同買受申込者全員からの委任状を提出してください。 4 共同買受申込者全員からの委任状を提出してください。

5 書き損じたときは、訂正をしないで、新しい共同買受申込代表者の届出書を作成してください。 5 書き損じたときは、訂正をしないで、新しい共同買受申込代表者の届出書を作成してください。
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新旧対照表

改正後

308020-050 委任状（広告随意契約用）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

308020-050 委任状（広告随意契約用）

【様式】 【様式】

（広；ヤ恥怠契炉1用l （広i',-随双奨約州1

委 任 状 委 任 状

（文任者） 仕Bi向（±地）

氏名（名称1

（文任者） 仕J1iぽ直地）

氏名（名称）

私は、上記9)者を代1'J1人と定il）、下記0)亨項を委fH -.tした，

記

/}冷によって行う柚は梃約による亮却をされる."J',.!J冴虫眼此こ開す

る買安11込吾の提出月絞に関する権限

|”けをユ 公丸 財 産 il.)完且1区分岳月 1

令和年月 n 

（委任者） u；所（所在，糾1)

氏名（名称）

i • 比同でn受III込みを行，，湯合は比閂買受Iμ,ム者全員から必褪出が必製です

私は、上記9)名を代珊人と定め、下記i])予項を委任しよした"

記

広行によって行孔泊忌契約による売却をされる、次の売却財釦こ閲す

る買受IIl込＃の提出 f，絞に関する陪限

円 妥・けを二元判 財産 0J売 t91ス9 分舌丹

令和年月 n 

（委任者）住所ぽr(f肌）

氏名（名称）

；i'， 比同でlI天II’込みセ行',JII合は．凡問n受小込呑年からの慰Illがe雫＇で ・t.

印

-116 -



別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

308020-051 公売保証金振込通知書兼払渡請求書 308020-051 公売保証金振込通知書兼払渡請求書

【様式】 【様式】

公売保証金振込通知書兼払渡請求書 公売保証金振込通知書兼払渡請求書
次の売却区分呑号に係る公売財彦の入札又は買受中込みを行うに当って、公売保証金を金融損隣への振込みに より約付しました。

次の売輝区分番号に係る公売財唖の入札又は貿受申込みを行う に当 って、公売保証金を金融撮関への嶽込みにより約付し ました，

入札又は買受申込みを行う
入札又は買受中込みを行う公売財奎の売却区分番号
公売財芭の売却区分番号

公売保証金振込吝名
住所又は所在地 公売保証金振込名名

豆①公売↑保翌狂金の伍●込看名と：入札看〗又 日話番号•

戸ふぼぞ 芯＇．ぷ；？竺畠連だ？さ］

住所又は所在地
乏託呑晃

＂ヵ＇ナ
.... _ , _ _ _, ー・ ● ● ●● 

?9 iやナ
- - - - - - - - - - ＂④ 氏名又は名 称

氏名又は名 祢

1Jカナ 1 . ． . ． ． . ．-
79t守 Q 代表者名

代表者名

公売保証金の返還寧声が生じたときは、この保征金について、次の口座への振込みによる払渡 し
公売保征金の返還事由が生じたときは、この保証金について、 次の口座への振込みによる払浪 しを請求いたします，

を猜求いたしますc

公売保証金の払渡請求 氏名（名称）
公売保証金の払裟請＊ 氏名 （名称）

④ 

［入札者又は買受和込者本人の］
摂金 融込瀾先関名の I 銀行組 合 本店本丙

［入札者又は買受叩込者本人の〕
振金 隊込磯先関名の I 銀行組合 本店 本：所口座を配載してください。 金庫 農協 漁協 支店支丙 口座を記載してください． 金庫鳥協浣協 支店支所

預貯 金の 種界J I 賛逼 当座 貯苔 通知 別段
預 貯金 の 種 引I I 誓通i 当座 貯苔 通知 WI段

口 座 番 号 II I I I I I 
ロ 座 番号 II I I I I I 

受理年月 日 令和年月 日 取扱者印 偏 考欄
受翌年月日 令和年月 日 取扱者印 傭 考 讀

整 受入（嶽込
令和年月 日 取扱者印 萱 受入（阪込確記）年月日

嫁認）年月日
令和年月 日 取扱者印

痙
遵

欄
払出年月 日 令和年月 日 取扱者印

払出年月日 令和年月 日 取扱者印
欄

支払年月 日 令和年月 日 取扱肴印
支払年月日 令和年月 日 取扱者印

（注）入札者又は買受申込者は 太い枠内を必ず記載してください。
（注）入札者又は買受 申込者は 太い枠内を必ず配載してください．

／: '~割，~ 、ヽ＼ • 

¥ ＼ ~KいO ダ＇ ; 

金融機関の証明書（振込金受取書）の貼付箇所
金融機関の証明書（振込金受取書）の貼付箇所

公兜保証金を柑定I/)金融機関の口座に振り 込んだ后の証明として 振込みを依頼 した金融攘閾か ら交付を受けた「振込金：

-’り／ ＼ ● -

t ．、 公売保証金を指定，0金融機贋の口座に振 り込んだ旨の証明として 振込みを依煩した金融機関から交付を受けた「揖込金
受取書」の原本を この枠内に貼 り付けて攪出してください、 受取書」の原本を こ ）ヽ枠内に貼 り付けて提出してくだ さい．

また、賑込みに当たっては、金愚擁関の注意事項をよく 院んで、 間違い0)ないようにお讀いします， なお 貼位I!I'当た 2工I;); 毬がれないよう r撞哀r貼り仕i::I:た 1: 色11'1!を I..-~だ六 K ‘
また、 振込みに当たっては、金廓機閲の注窒事項をよく 院んで、 1111違い 9)ない よう にお順いします，

公売保証金の振込みについての注立事項
公売保証金の振込みについての注意事項

1 公売保証金振込通知害兼払渡請求害は、入札又は頁受申込みを行う公売財産ごとに、それぞれ作成してください。
l 公売保証金捩込通知菩兼払渡請求菩は、入札又は買受申込みを行う公売財産ごとに、それぞれ作成してください．

2 公※売公保売征保金註振金込振者込は者、公と入売札の者入又札は者買又受は車買込受者申と込＂者異でななるけ場れ合ばはな、り入ませ札又ん。は買受車込みが撫効J::;fiります． 2 公売保証金振込者は、公売の入札者又は買受申込者でなければなりません．

※公売保証金戴込者と入札者又は買受申込者とが異なる場合は、入札又は買受申込みが無効となります．

3 公売保証金は、 執行揖関が定める期限までに、指加 ）金藷攘関の口座に入金済とされロヽなければなりません，>
3 公売保証金は執行機悶が定める捐隈までに、指定の金融撓閤の口座に入金済とされていなければなりませんなお、振込手数料については、入札者又は買受申込者())負担となります＂

なお、振込手数斜 については、入札者又は買受申込者の負担となります．※執行撮Illが定める絹賑まで：：：、指定の金融機関の口座への入金が葎認できない場合は、入札又は買受車込みができませんので、振り込み
※執行櫨隕が定める期限までに、揖定の金融潰関の口座への入金が惰認できない場合は、入札又は買受車込みができませんので、振り込みは、なるべく「電僭」又は「至急扱い」としてください。

は、なるぺく「電信」又は「至念扱い」としてください．

4 こなのお書、公類売を提保出証金したは場、納合付は後、記、歳そのされ取た消売し却又は区変分更番が号でに係きまるせ公ん売の財で産、の注公窓売し保てく証だ金さをい現．金等により納付したこ抄）証明となります” 4 この書類を提出した場合は、 記載された売輝区分番号に係る公売財産の公売保証金を現金等に切納付したことの証明となります，'

※誤って公売保証金を振り込んだ場合は、改めて買受車込み予定の公売物件にかかる公売保証金を振り込んでください． な※お誤、公って売公保売征保金証は金、納を付振後り込、そんのだ取場泊合しは又、改は変め更て買が受でき申ま込せみん予の定での、公注売意物して件くにだかさかいる．公売保証金を撮り込んでください．

なお、誤って振り込んだ公売保証金につきましては、 後日返還いたします。
なお、誤って振り込んだ公売保証金につきましては、後日返還いたします．

5 最面価申込者等とな汐砂ヽった場合など、公売保証金を返還する事由が生じた湯合は、「公売俣証金の払渡請求」襴に記載された金融機関の口座 5 最高価申込者等とな汐訟とった場合など、公亮保証金を返還ずる事由が生じた場合は、「公売保証金の払渡請求」欄に記載された金融機閲の口座
への恢込みにより返還しますc

へなのお桜、込別み途によ「払り返渡還請し求ま害す（．領収証害）」を提出していただく場合がありまずので、 執行撹関から送付された場合は、必宴事項を記載の上、速やかにこ・なお、 別途、「払控請求書（頷収証書）」を提出していただく場合がありますので、執行機間から送付された場合は 必要事填を記載の上、速やかにご
返忍ださし90

返ま送たく、だ公さ売い保。証金の返還手続 芋終了した場合は、「「国公庫売令保振圧1金入洒の知返書還」請を求郵」送襴しにま記す載（取す扱る預金金融機口誕関はに、よ買り郵受送申い込と者い本場人合名があります3)儡

また、公売保証金の返還手続が終了した揚合は、「国庫金振込通知書」を郵送します（取扱金融機関に切郵送口ょい湯合がH)ます、）C

※公売保紅金は買受申込者に返還しますので、「公売保証金の返還請求」檬に記載する預金口崖は． 買受申込者本人名鶉の口崖を瞬りのないよ ※公売保証金はn受申込名に返還しますので、 羹の口崖を誤りのないよ
うに記載してください． うに記載してください．

6 公売保翻途祝寂込先は、公売を実施する国税局J宮税事務所又は税務署にお問い合わせください。 6 公売保鉦金の振込先は、公売を実施する国税局J国税事務所又は税務著にお問い合わせください．
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【様式】

改 正 後

308020-052 公売保証金の充当申出書（入札用）

（入札用）

国税局
国税事務所

税務署
歳入歳出外現金出納官吏

殿

（請求人）

住所又は所在地

氏名又は名称

公売保証金の充当申出書

令和年月 日

令和 年 月 日開札の公売において、次の公売財産の入札に当たり、売却決定日に私（請求人）に対し売

却決定が行われた場合、納付した公売保証金については、買受代金に充ててください。

|入木Lを行う公売財産の売却区分番号 1

| | 

（注） 公売保証金の充当申出書（え、入中Lを行う公売財産ごと（こ、それぞれ作成してください。

新 旧対照表

【様式】
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改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

308020-052 公売保証金の充当申出書（入札用）

（入札用）
令和年月 日

国税局
国税事務所

税務署
歳入歳出外現金比納官吏

殿

（請求人）

住所又は所在地

氏名又は名称

公売保証金の充当申出書

④ 

令和 年 月 日開札の公売において、次の公売財産の入札に当たり、売却決定日に私（請求人）に対し売

却決定が行われた場合、納付した公売保証金については、貿受代金に充ててください。

|入木Lを行う公売財産の売却区分番号 1

| | 

（注） 公売保証金の充当申出害（ま、入札を行う公売財産ごと（こ、それぞれ作成してください。
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【様式】

改 正 後

308020-052 公売保証金の充当申出書（競り売り用）

（競り売り用）

国税局
国税事務所

税務署
歳 入 歳出外現金出納官吏

殿

（請求人）

住所又は所在地

氏名又は名称

公売保証金の充当申出書

令和年月 日

［令和年月 日の期日競り売り
令和年月 日～令和年月 日のインターネット公売］において、次の公売財産の買受申込みに当た

り、売却決定日に私（請求人）に対し売却決定が行われた場合、納付した公売保証金については、買受代金に
充ててください。

口
（注） 1 公売保証金の充当申出書は、罠受申込みを行う公売財産ごと（こ、それぞれ作成してください。

2 「納付保証委託契約証明書」を提出する方法により提供された公売保証金は、買受代金に充当することができませんc

新 旧対照表

【様式】
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改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

308020-052 公売保証金の充当申出書（競り売り用）

（競り売り用）

令和年月 日

匿税局
匡税事務所

税務署
歳入歳出外現金出納官吏

殿

（請求人）

住所又は所在地

氏名又は名称

公売保証金の充当申出書

@ 

［令和年月 日の期日競り売り
令和年月 日～令和年月 日のインターネット公?CJにおいて、次の公売財産の買受申込みに当た

り、売却決定日に私（請求人）に対し売却決定が行われた場合、納付した公売保証金については、買受代金に
充ててください。

口
1注） 1 公売保証金の充当申出害は、買受申込みを行う公売財産ごと1こ、それぞれ作成してください。

2 「納付保証委託契約証明菩」を提出する方法により提供された公売保証金は、買受代金1こ充当することができません。
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新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

308020-053 期間入札に係る関係書類受領整理簿 308020-053 期間入札に係る関係書類受領整理簿

【様式】 【様式】

期問入札に係る関係書類受領整理簿

期間入札に係る関係書類受領整理簿

公売公告醤号（ ） 公売公告番号（ ） 

売却区分益号（ ） 売却区分悉号（ ） 

関 係 害 類 関 係 書 類

受領
従• 出 者 名 雄書 尋力阿目等Iし9 指宇許釈可等 受領

月日 公元保1i[金 公元I呆肛金 祐人の各目左 買受iii格 提 出 者 名
探込通知害 充当申出書

（入札害 粒当Iない旨の
肝すろ芸而

委任状 の命畔＂乃 19 証明害 月 日 公 売 保 証金 公 売 保 証金 入札書 委任~状 資格証明書 買受適格
褪出用封筒） 障菰零 肝可肝9の写1、 振込証明書 充当申出書 （用入札封書箭捷出） 証明書
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新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 HヽI9J 

308020-056 担保権の引受けの方法による換価申出書 308020-056 担保権の引受けの方法による換価申出書

【様式】 【様式】
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 HヽI9J 

308020-057 換価財産の買受申込等の取消申出書 308020-057 換価財産の買受申込等の取消申出書

【様式】 【様式】
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

308020-077-1 嘱託書 （新設）

【様式】

文書番号

令和年月 日

県警察本部

暴力団対策主管課長 殿

国税局長

（公印省略）

嘱託書

国税徴収法第106条の 2の規定に基づき、下記の事項を調査することを嘱託します

（回答期限：令和年月 日）。

記

売却区分番号 号（公売期日等：令和年月 日）に係る別紙「調査対象者

一覧表」の者につき、暴力団員等に該当するか否か。
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

308020-077-2 嘱託書別紙（調査対象者一覧表） （新設）

【様式】

別紙 潤査対象者一覧表

フリガナ 氏名 和居 年月 日 性別 住所又は居所 売却区分舜号
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

308020-077-3 調査対象者一覧表（全件） （新設）

【様式】

別紙 調査対象者一覧表（全件）

フリガナ 氏名 和暦 年 月 日 性別 住所又は居所 売却区分番号
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

308020-077-1 嘱託書 （新設）

308020-077-2 嘱託書別紙（調査対象者一覧表）

308020-077-3 調査対象者一覧表（全件）

【調理要領】

上目的

「嘱託薯」は、徴収法第 106条の 2の規定により、公売不動産の最高価申込者等（そ

の者が法人である場合には、その役員）及び自己の計算において最高価申込者等に公

売不動産の入札等をさせた者（その者が法人である場合には、その役員）が暴力団員

等に該当するか否かについて、必要な調査を都道府県警察本部に嘱託するために作成

する。

2 調理要領

「嘱託書」

「嘱託書別紙（調査対象者一覧表）」

山 「嘱託書」及び「嘱託書別紙（調査対象者一覧表）」は、「売却区分」ごとに作成し、

公売を実施する局署の所在地を管轄する都道府県警察本部に対して送付する。

盆 「回答期限」は、「公売事績／売却結果」画面において設定した回答期限を表示する。

凶 「公売期日等」は、「公売実施決議清報」画面において入力する「開札の日時」（随

意契約の場合は「買受人となるべき者の決定年月日」）を表示する。

出 「嘱託書別紙（調査対象者一覧表）」は、「公売事績／売却結果」画面において設定

した入札者情報及びその関係者の情報を表示するg

固 「嘱託書別紙（調査対象者一覧表）」の「氏名」欄は、全角で表示し、姓と名の間

を全角 lマス空けて表示する。また、外国人については、アルファベットで表示す

る。外字などで正しく表示されない場合は、正しく表示されていない部分を手書き

で補正する。

「調査対象者一覧表（全件）」
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

山 「調査対象者一覧表（全件）」は、同一の公売日程で調査を嘱託する調査対象者全

てを一覧にした電子データを作成し、嘱託書等と併せて都道府県警察本部に対して送

付する。

盆 「フリガナ」欄は、半角カタカナで表示し、姓と名の間を半角 1マス空けて表示す

る。また、外国人については氏名欄のアルファベットのカナ読みを表示する，

凶 「氏名」欄は、全角で表示し、姓と名の間を全角 1マス空けて表示する。また、外

国人については、アルファベットで表示する，外字などで正しく表示されない場合は、

正しく表示されていない部分を●で入力する。

出 「和暦」、「年」、「月」、「日」の欄は、生年月日を半角で表示する。

「和暦」欄については大正＝T、昭和＝S、平成＝H、令和＝Rと表示し、年月日の

数字は 2桁で表示する。

固 「性別」欄は、半角で、男性＝M、女性＝Fと表示する。

迎 「住所又は居所」、「売却区分番号」欄の書式は任意の書式で差し支えない。

四 同一人物が複数の売却区分で調査対象となっている場合、該当する売却区分番号を

「売却区分番号」欄に表示する，
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別紙

新旧対照表

改正 後

308020-084 次順位買受申込者への売却決定通知決議書

308020-085 次順位買受申込者への売却決定通知書

【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

(1) この通知書本文の「令和年月 日に実施した公売公告第号の～」には、公

売日並びに「公売公告」又は「公売公告兼見積価額公告」の左上部に表示された公

売公告番号を表示する。

(2)~(8) （省略）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

308020-084 次順位買受申込者への売却決定通知決議書

308020-085 次順位買受申込者への売却決定通知書

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(1) この通知書本文の「平成年月 日に実施した公売公告第号の～」には、公

売日並びに「公売公告」又は「公売公告兼見積価額公告」の左上部に表示された公

売公告番号を表示する。

(2)~(8) （同左）
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別紙

新旧対照表

改正 後

308020-086 次順位買受申込者に対して売却決定をした旨の通知決議書

308020-087 次順位買受申込者に対して売却決定をした旨の通知書

【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

(1) この通知書本文の「令和年月 日に実施した公売公告第号の～」には、「公

売公告」又は「公売公告兼見積価額公告」の左上部に表示した公売公告番号を表示

する。また、「国税徴収法第 113条第2項第 号」には、該当する条項（号）を記載

する。

(2)~(6) （省略）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

308020-086 次順位買受申込者に対して売却決定をした旨の通知決議書

308020-087 次順位買受申込者に対して売却決定をした旨の通知書

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(1) この通知書本文の「平成年月 日に実施した公売公告第号の～」には、「公

売公告」又は「公売公告兼見積価額公告」の左上部に表示した公売公告番号を表示

する。また、「国税徴収法第 113条第2項第 号」には、該当する条項（号）を記載

する。

(2)~(6) （同左）
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

308020-097 公売財産引渡確認書 308020-097 公売財産引渡確認書

【様式】 【様式】

令和 年 月 日 令和 年 月 日

匡税局長 国税局長
国税事務所長殿 国 税事務所長殿
税 務 署 長 税務署長

（請求人） （請求人）

住所又は所在地 住所又は所在地

氏名又は名称 氏名又は名称 ◎ 

公売財産引渡確認書 公売財産引渡確認書

下記の公売財産について、正に引渡しを受けました。 下記の公売財産について、正に引渡しを受けました。

記 記

公 売 財 産 の 名 税 公 売 財 産 の 名 称

（注） 公売財産引渡確認書は、買い受けた公売財産ごとに、それぞれ作成してください。 （注） 公売財産引渡確認書は、買い受けた公売財産ごとに、それぞれ作成してください。
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別紙

【調理要領】

1 （省略）

改正 後

308020-097 公売財産引渡確認書

新旧対照表

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領 2 調理要領

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

308020-097 公売財産引渡確認書

動産を期日競り売りの方法により換価した場合は、「公売財産引渡確認壽」を徴する 動産を期日競り売りの方法により換価した場合は、「公売財産引渡確認壽」を徴する

方法に代えて「競落整理票（甲片）」の「買受人」欄に署名（記名を含む。）をさせる 方法に代えて「競落幣理票（甲片）」の「買受人」欄に署名押印をさせる方法によるこ

方法によることとして差し支えない。 ととして差し支えない。
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別紙

新旧対照表

改正 後

308020-098 公売財産送付依頼書

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

308020-098 公売財産送付依頼書

【様式】 【様式】
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※ 1 ホ索ョ¥!:itヽ；；ぃ,!:J・た；ど売財上、ー・出こ、セr」'臼1.-e戌してください，9

2 -Vi's兎~,# 、 直認ol/: ,1')瓜と人―↓写しも交付すもことが必 i .ミ-i

廿 呵 r- | 

号 1

2 運送人※執行機関に手配を依頼する運送人名を記載してください．

ロニ［国意事項】

1 運送に係る費用は、依頼人が全て負担（繋払い）する必夏があります。あらかじめ、依頼人において運送人に運送料金の確認をお願いします。

9 公売覧崖送付依頼書（土， 買受代金の納付翔隈までに運送伝票（上記2の運送人に係るもの）a芹せて、執行機関宛に送付してくださいふ璽送伝票は、
「お雇け先」（配違先）及び「ご依頼主」（依頼人）の各欄に依頼人の住所（所在地）及び氏名（名称）を記載してください．

3 運送保該の付与や特はな植包を希望する場合は，依頼人において運送人の手配をしていただく必要があります。

4 依頼人において運送人の手配をした場合は、運送人名を記載の上、「手配済」欄の口に「✓ 」を記入してくだ訊9.

5 公売厨藍によっては、梱包及び運送することができない湯合があります．

6 梱包・運送できるものであっても、執行●関において専門9•J｀屈包は閑鰭です ． 運送中において公売駐裏に生じた滅失、き損等について、国は責任を負

うことはできませんので、あらかじめご了承ください．

3 配運先住所

口［留意事項】

1 配運先の受取人が依頼人と相違する場合は、公亮厨崖の弓l濃しは行えません・

2 「環由」襴は、依讀人の住所又は所在節"'"'先住所が異なるときに記載してください。

4 配運希望日時

三
［詈怠事項】

口手配済 1 

月 E 午前 ・午後

1 配達日峙指定サーピスを提供している運送人の場合のみとなります．

2 運送人の手配までに一定期間を璽しますので、希望配達日時に逼送が酌譜な場合があります．

※1 本依頼書は、買い受けた公売財産ごとに、それぞれ作成してください。

2 本依頼書は、確認のため運送人に写しを交付することがあります。

時～
時 1
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国
洪.... 

原 符 印紙等受領芸

番 号 第 号 番 号 第 号

住（居）所 住（居）所

提出者
氏名又は

捷出者
氏名又は

名称 名称
十 万 万 千 百 十円 十万万千 百 十 F]

登録免許税等の合計額 登録免許税等の合計額

（登録免許税等の内訳） （登録免許税等の内訳）

＇ 
科目 種類 枚数 金額 科目 種類 枚数 金額

痣十万 万 千百 十円 十万 万 千百 十 円

8 

召 臣

誓
深

』令和 年 月 日 受領 令和 年 月 日 受領

税務署長 税務署長

官 氏 名 官 氏 名

（記号 悉号 ） （記号 番号 ） 

国
洪..... 

原 符 印 紙等受領 書

番 号 第 号 番 号 第 万ロ

住（居）所 住（居）所

提出者
氏名又は

提出者
氏名又は

名称 名称
十万万千百十円 十万万千百十円

登録免許税等の合計額 登録免許税等の合計額

＇ 
（登録免許税等の内訳） （登録免許税等の内訳）

科目 程類 枚数 金額 料目 種類 枚数 金額 廷
十万 万 千百 十円 十万 万 千百 十 円

8 

召 臣

誓
吾ト

i 令和 年 月 日 受領 令和 年 月 日 受領

税務署長 税務署長

官 氏 名 官 氏 名旦

（記号 番号 ） （記号 番号 ） 

B-j 

察

蛍

m 

達

追

浙

廷
門
蛍
翌
吐

7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。



別 紙

新 旧 対 照 表

改 正 後 改 正

改正部分はアンダーラインの箇所である。

前

308020-101 競落整理票 308020-101 競落整理票

【様式】 【様式】

のりしろ のりしろ

.．.....．． 

公売公告第 号

競落整理栗（甲）

-
公売公告第 号

競落整理栗（甲）

売却区分の番号 号

公売財産の名称 数贔

売却代金 円

売却区分の番号 号

公売財産の名称 数最

売却代金 円

令和 年 月 B
 

令和 年 月

税務署長殿

点

線

は

ミ

シ

ン

目

を

入

れ

て

切

取

線

と

す

る

税務署長殿

ロ上記買受申込財産を受領しました。 ロ上記買受申込財産を受領しました。

- （割印）

@-

点

線

は

ミ

シ

ン

目

を

入

れ

て

切

取

線

と

す

る

（割印） 一•,..,＿．-

公売公告第 号 公売公告第 号

競落整理票（乙） 競落整理票（乙）

売却区分の番号 号 売却区分の番号 号

公売財産の名称 数竺 公売財産の名称 数埜

売却代金 Pl 
允却代金 円

令和 年 月 日 令和年 月 日

税務署長殿 税務署長殿

一

買

受

人

一

住（居）所

氏名又は

名称

一

買

受

人

一

住（居）所

氏名又は

名称
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別紙

新旧対照表

【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

(1) （省略）

改正 後

308020-101 競落整理票

(2) 売却決定をしたときには、換価事務担当者は、次の順序により処理すること。

イ・ロ （省略）

ハ 買受人が換価財産の引渡しを求めたときは、この「幣理票」の（甲）片と上記ロ

により買受人に交付した「歳入歳出外現金領収証書」とを確認し、当該（甲）片の

漬受人」欄にその者の署名（記名を含む。）をさせた上、（甲）片を当該財産から

切り離して引き渡すこと。

(3) （省略）

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(1) （同左）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

308020-101 競落整理票

(2) 売却決定をしたときには、換価事務担当者は、次の順序により処理すること。

イ・ロ （同左）

ハ 買受人が換価財産の引渡しを求めたときは、この「幣理票」の（甲）片と上記ロ

により買受人に交付した「歳入歳出外現金頷収証書」とを確認し、当該（甲）片の

「買受人」瀾にその者の署名押印（又は拇印）をさせた上、（甲）片を当該財産か

ら切り離して引き渡すこと。

(3) （同左）
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別紙

新旧対照表
改正部分はアンダーラインの箇所である。

改 正 後 改 正 月‘lj’ 

309000-043 事情届 309000-043 事情届

【様式】 【様式】

事 情 届 事 情 届

令和 年 月 日 令和 年 月 日

税務署長 殿 税務署長 殿

第三債務者 住 所 第三債務者 住 所

氏名又は名称 氏名又は名称 Ill. 

電 話 電 話

1 (1)滞納者（債権者） 1 (1)滞納者（伯権者）

住 所 住 所
差

押
氏名又は名称 差

押
氏名又は名称

: (2)斧押年月 H 令和 年 月 H : (2)差押年月日 令和 年 月 H 

の (3)差押債権 の (3)差押債権

表 表
示 示

2 供託した金額 金 円也 2 供託した金額 金 円也

3 供託した日時 令和 年 月 日午移HIJ 時 3 供託した日時 令和 年 月 日午径削 時

4 供託番号 年金第 号 4 供託番号 年金第 号

供 供託 所 法務局 供
供託所 法務局

(1)この届出をすることになった債権差押通知吉の送達日 令和 年 月 日 (1)この届出をすることになった債権差押通知書の送達日 令和 年 月 日
託

(2)上記(1)と競合するイ差押命令、仮差押命令、口滞納処分による差押え
託

(2)上記(1)と競合するイ差押命令、仮差押命令、口滞納処分による差押え

の イ 裁判所 部 令和 年（ ）第 号 の イ 裁判所 部 令和 年（ ）第 号

債 権 者 名 債 権 者 名

事 （仮）差押命令の送達日 令和 年 月 H 事 （仮）差押命令の送達日 令和 年 月 日

差 押 金 額 金 円 差 押 金 額 金 円

由 ロ 税務署（ 県税事務所、 市役所、 ） 由 ロ 税務署（ 県税事務所、 市役所、 ） 

債権差押通知菩の送達日 令和 年 月 日 債権差押通知菩の送達日 令和 年 月 日

差 押 金 額 金 円 差 押 金 額 金 円

〔記載要領〕 〔記載要領〕

I 「1差押債権の表示」欄の「（2)差押年月 H」欄には、債権差押通知吉に記載されている年月 H I 「1差押債権の表示」襴の「（2)差押年月日」欄には、債権差押通知吾に記載されている年月日

を記載してください。 を記載してください。

2 「1差押債権の表示」欄の「（3)差押債権」欄には、債権差押通知書の「差押債権」欄に記載し 2 「1差押債権の表示」襴の「（3)差押債権」襴には、債権差押通知書の「差押債権」欄に記載し

てあるとおりに記載してください。 てあるとおりに記載してください。

3 「4 供託の事由」欄の(2)のイでは、仮差押命令である場合には、（仮）に0印を付けてください。 3 「4 供託の事由」襴の（2）のイでは、仮差押命令である場合には、（仮）に0印を付けてください。

4 「4 供託の事由」欄のに記載しきれないときは、適宜の用紙を用いて横書で記載してください（差 4 「4 供託の事白」禰のに記載しきれないときは、適宜の用紙を用いて横書で記載してください（差

押えが複数あるときは、そのすべてを記載してください。）。 押えが複数あるときは、そのすべてを記載してください。）。
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国
洪.... 

｛ヽヽ＇ヽ収'-受-―和へ、ヽヽ｝ 繰上保全差押えをしないことを求める申出書 令和 年 月 H ゜＇ 

＼ ,‘ 

>｀ ~~--; 税務署長 殿 住所

日ヘ
所在地

氏名

名称

-/ 法人番号 | I I I I I I I I I 

国税通則法第38条第4項で準用する国税徴収法第 159条第4項の規定により、下記のとおり繰上保全差押えをしないことを求めます。
円
茄

繰 上 保 全 差 押金額通知年月日 令和 年 月 日 ゆ
足

塁年 度 税 目 納 期 限 本 税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 合計

円 円 法による金籾 円 法律による金舶 円 円 円
入I

臣繰 内
上

保 r 
全 悦

深差 ← 
押

ノ

金
「l

額 n 
内
洗
さ

提供する 担保提供書のとおり か
冊

担 保 財 産 圧•
囀

団..... 

、999’--ーヘ、‘、
繰上保全差押えをしないことを求める申出書 ゜｛ 収受即 ｝ 

令和 年 月 E 

！ 、̀、 9 9 

、...,•—•一 、、
税務署長 殿 住所

申滞
所在地

請納 氏名
且名称

者 者
| | | - 法人番号

円
国税通則法第38条第4項で準用する国税徴収法第 159条第4項の規定により、下記のとおり繰上保全差押えをしないことを求めます。

悶
繰上保全差押金額通知年月日 令和 年 月 日 姑

贈

年 度 税 目 納 期 限 本 税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 合計
菩
沖

門
繰

円 円 法律による金顎 円 法による金額 " 円 円

内
上 て
保

付全 菩
差 ← ., 
押 「l
金 R-
額

内
洗
さ

提供する 担保提供書のとおり 0 
冊

担 保 財 産
圧・
鴫

B-j 

察

蛍

m 

達

栗

浙

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。
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国
洪.... 

＇、ヽ'‘---‘‘‘¥ 
繰上保全差押えの解除申請 書 令和 年 月 日

：`̀̀ 収受印 ‘ ヽ＇ ， 

‘̀ `  ---＇‘’’ 住所

税務署長 殿 申滞 所在地

゜氏名 ＇ 請納
名称

i 
者者

I I I I I I I I I I I I - 法人番号

国税通則法第38条第4項で準用する国税徴収法第 159条第5項第 1号の規定により、下記のとおり繰上保全差押えの解除を申請します。

繰上保全差押年日 | 令和 年 月 日 円足

茄

は臣

繰 上 保 全
菩

差押えの 沖 深
s 

対 象 財 産 漉
蔀
世

提供する 担 保 提 供 書 の と お り fi 
担 保 財 産

団..... 

'、99’-- -` ̀‘¥ 
繰上保全差押えの解除申請 書 令和 年 月 日

＇ 『＇ 収受印 ＇ ＇ ＇ 
’、 99 9 

｀ ̀ ----
住所

税務署長 殿 申滞 所在地

゜請納 氏名
且l

>
名称

者者
| | | -/ 法人番号

国税通則法第38条第4項で準用する国税徴収法第 159条第5項第 1号の規定により、下記のとおり繰上保全差押えの解除を申請します。

繰上保全差押年日 令和 年 月 日 円姑

悶門

繰 上 保 全
贈
菩

差押えの 沖 菩
s 

対 象 財 産 漉
蔀
世

提供する 担保提供書のとおり 昌

担 保 財 産

B-j 

察

蛍

m 

達

栗

浙

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。
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国
洪.... 

｛＇ ̀、ヽ、’収‘-受--印‘‘、、｀ ‘ ` ， ， 保 全 差 押 え を し な いことを求める申出書
令和 年 月 H 

゜‘’’  税務署長 殿 ヘ 住叩力紬所

［ ＇ 

｀ ` ---，， ，， 申滞
氏 名請納
名称

者 者
| I I I I I I I I I -/ 法人番号

r、3
国税徴収法第 159条 第 4項の規定により、下記のとおり保全差押えをしないことを求めます。

保 全 差 押 金額通矧年月日 令和 年 月 日 e 
年 度 税 目 納 期 限 本 税 加算税 延滞税 利子 税 滞納処分費 合計 菩 足

円 円 法律による金額 円 法律による金額 円 円 円 沖

保 内 臣
全 て
差 釘・
押 ← 
金

.., 
深

額 「l
R•一
肉
渇

担保提供書のとおり
さ

提供する か
世

担 保 財 産
圧
鵬

団..... 

,‘、9’---̀‘‘¥ 
保 全 差 押 え を し な いことを求める申出書 令和 年月 E 

゜
｛収受印ヽ： 

＇ ‘‘、、、 税務署長 殿

＾ 
住所

[ ｀ ---~ .. ヽ 所在地申滞
氏 名請納
名称 且l

者 者
| | | - 法人番号

『

国税徴収法第 159条 第 4項の規定により、下記のとおり保全差押えをしないことを求めます。

悶
保 全 差 押 金額通知年月日 令和 年 月 日

塁姑
年 度 税 目 納 期 限 本 税 加算税 延滞税 利子 税 滞納処分費 合計

沖
円 円 法律による金額 円 法律による金額 円 円 円

保
内 門

全 て
差 釘
押 c-＇ 

金
會ヽ

菩「l額 n 
内
袖
さ

担保提供書のとおり か
提供する

世

圧
担 保 財 産 鵬

B-j 

察

蛍

m 

達

栗

浙

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。
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国
洪.... 

：̀、、9,,-収受--仰-、、‘、｀ ' ， 保 全 差 押 え の 解 除 申 請 書 令和 年 月 日

＼ ,‘ 
税務署長 殿

-̀--- 住所

申滞 所在地

゜請納 氏名

［ ＇ 

名称
者 者

I I I I I I I I I I I I -、 法人番号

国税徴収法第 159条第5項第1号の規定により、下記のとおり保全差押えの解除を申請します。

足゚
保全差押年日 | 令和 年 月 日

e 瀦
臣

保全差押え

の解除を 沖

s 深
申 請する 漉
財 産 蔀

冊

提供する
担 保 提 供 書 の と お り [i 

担 保 財 産

団..... 

9 9 9’‘---`‘‘‘、
保 全 差 押 ぇ の 解 除 申 芦ロF1 書

令和 年 月 日｛ 収受e!: 
`,‘’  

税務署長 殿‘‘ ‘...,. •—•_一,. ’ 住所

＾ 所在地

゜申滞
氏名 ＇ 請納
名称 Ill 

[ 者 者
| | | - 法人番号

国税徴収法第 159条第5項第 1号の規定により、下記のとおり保全差押えの解除を申請します。

姑゚

保全差押年日 | 令和 年 月 H 悶
塁門

保全弟押え

の解除を 沖

s 菩
申 請する 漉
財 産 蔀

冊

提供する
担 保 提 供 書 の と お り i; 

担 保 財 産

B-j 

察

蛍

m 

達

栗

浙

姪
門
毒
冷
｝
吐
7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。
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国
洪.... 

送 達 記 録 書

令和 年 月 H 

下記のとおり送達した。

（送逹者） 税務署
印

送達を 受 け 住所（居所）

る べ き 者 氏名（名称）

塁〗活書 類の

名 称

臣

受取 人

儡門:漆署名（記名）

送達した

場 所

備 考

国
洪..... 

送 達 記 録 書

令和 年 月 H 

下記のとおり送達した。

（送達者） 税務署
即

送達を 受 け 住所（居所）

る べ き 者 氏名（名称）

［ 廷
書類 の

名 称

臣
受取 人

旦吊 吾ト署名（記名）

坦 已迎 且

送達した

場 所

備 考

B-j 

察

蛍

m 

達

追

浙

廷
門
蛍
翌
吐

7
Y
ーヽ
7
C
Y
S
苗
圭
d
ぎ
が
。



別紙

新旧対照表

【調理要領】

1 （省略）

2 調理要領

(1)~(3) （省略）

改正 後

504000-003 送達記録書

(4) 「備考」欄は、次に掲げる事項その他必要と認められる事項を記載する。

イ 書類の送達を受けるべき者以外の者に書類を交付した場合は、その旨及び書類

の送達を受けるべき者と受頷した者との続柄又は閲係

ロ 書類を受領した者が署名（記名を含む。）を拒んだ場合は、その旨及び理由

ハ～ホ （省略）

【調理要領】

1 （同左）

2 調理要領

(1)~(3) （同左）

改正部分はアンダーラインの箇所である。

改正前

504000-003 送達記録書

(4) 「備考」瀾は、次に掲げる事項その他必要と認められる事項を記載する。

イ 書類の送達を受けるべき者以外の者に書類を交付した場合は、その旨及び書類

の送達を受けるべき者と受頷した者との続柄又は閲係

ロ 書類を受領した者が署名、押印を拒んだ場合は、その旨及び理由

ハ～ホ （同左）
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